
第7原因分析―視点 4 ガバナンスからの分析

1.は じめに

前記第 4ないし第 6の とおり、本件案件の発生原因としては、内部統制 。内部通報 。企

業文化の問題、三様監査の問題、過去調査の対応に関する問題が挙げられる。そして以下

で述べるとお り、これらの問題はいずれも経営陣の責任により生じた問題であるから、本

件案件が発生した根本的な責任は経営 トップを中心とする経営陣にある。

すなわち、不正 リスクの管理は経営の重要な課題であるから、経営陣としては、かかる

認識に基づき、自律的・継続的に不正リスクの管理について対応をすることが必要となる。

経営陣が不正 リスクを適切に管理するためには、まず、リスク管理体制としての内部統

制を適切に構築し、運用することが求められる。

そして、リスク管理の枠組みとして、3ラ インの概念によることが有効であることは広

く言われており、経営陣としてはかかる観点に留意しつつ、自社のリスク管理体制を適切

に構築・運用すべきである。また、自社のリスク状況は常に変動し得るから、リスク管理

体制については PDCAサイクルを主体的かつ実効的に回し、リスク管理体制を改善してい

くことが求められる。しかし、実際には、経営陣は、3ラ インの重要性を十分に認識 して

いなかったために、3ラ インを基軸としたリスク管理体制の脆弱性を認識 しながら、その

是正のための取組を行つてこなかった。また、PDCAサイクルを回すという観点からリス

ク管理体制の改善を図るという姿勢も十分ではなかった (後記 2)。

また、企業内にいかなる不正リスクが内在 しているかは、自社の業種、過去の経緯等に

よつても異なるから、リスクベース・アプローチでリスク管理を行 うに当たっては、これ

らの観サ点も踏まえたリスク管理が必要となる。NOSにおいては、その業種や過去の不正事

案から、特に会計不正 ヅスクについては十分な注意を払つて管理をすることが求められ

ていた。それにもかかわらず、そもそもNOSの経営陣は十分な会計リテラシーを有してい

たとはいえず、実際に会計不正リスクヘの取組が十分であつたともいえない (後記 3)。

さらに、役職員が共有する基本的な価値観 。理念や行動規範、すなわち企業文化は内部

統制の仕組みを実効性あるものとするための屋台骨として位置付けられる。そして、経営

陣の姿勢、特に経営 トップの姿勢はこのような企業文化に大きな影響を与えるものであ

り、不正ヅスク管理の観点からは、経営 トップが役職員にコンプライアンスについてのメ

ンセ~ジを発出し、これを浸透させることにより、あるべき企業文化を醸成することが極

めて重要となる。しかし、実際には、NOSの経営 トップによるメッセージは量、質ともに

十分なものでなく、コンプライアンスについてのメッセージを従業員に浸透させるため

の措置を講じてこなかった (後記 4)。

加えて、不祥事予防の観点からは、経営陣が現場と双方向のコミュニケーションを取る

ことにより、現場の実態を適時・適切に把握 し、リスクを早期発見するとともに、これに
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迅速に対処 し、業務改善を行 うことが必要となる。 しかし、実際には、NOSの経営陣は、

必ず しも現場の声を十分に把握しようとはしてこなかった (後記 5)。

その上、経営陣としては、社外取締役の監督機能を踏まえ、不正 リスクに関する社外取

締役の提言等については真摯に対応する必要があるが、この点についての経営陣の姿勢

は必ずしも十分とはいい難いものであった (後記 6)。

本件案件が発生したことに関し、経営陣に内部統制システム構築義務違反があるとま

では認められないものの (後記 7)、 本件案件の発生については、経営 トップを中心とす

る経営陣に経営責任があるといわぎるを得ない。

以下、詳述する。

2.3ラ インの重要性についての認識の不十分性 (リ スク管理体制の構築・運用に係 る「他

人事」の姿勢)

リスク管理の枠組みとして、3ラ インの概念によることが有効であることは広く言われ

ており、経営陣としてはかかる観点に留意しつつ、自社のリスク管理体制を適切に構築 。

運用すべきである。また、自社のリスク状況は常に変動し得るから、ジスク管理体制につ

いてはPDCAサイクルを主体的かつ実効的に回し、リスク管理体制を改善していくことが

求められる。しかしながら、経営陣は、下記のとおり、3ラ インの重要性を十分に認識し

ていなかったために、NOSにおける3ラ イン、すなわち営業部門。技術部門・購買部門 (第

1ラ イン)、 管理部門 (第 2ラ イン)及び内部監査部門 (第 3ライン)を基軸としたリス

ク管理体制の脆弱性を認識しながら、その是正のための取組を行つてこなかったのであ

り、また、PDCAサイクルを回すという観点からリスク管理体制の改善を図るという姿勢

も十分ではなかつた。このように、経営 トップを中心とする経営陣が、いわば「他人事」

としてジスク管理体制の改善のための十分な取組を行つてこなかつた結果、本件案件が

発生する一因となった。

(1)第 1ラ イン・第 2ラ インの重要性についての認識の不十分性

ア.営業部門重視、技術部門・購買部門・管理部門軽視

営業部門においては一定の目標達成のプレッシャーがかかること等は避けられな

いため、第 1ラ インのうち技術部門 。購買部門、及び第 2ラ インである管理部門は、

営業部門に対 して健全な牽制を効かせることでリスクを管理することが求められる。

そのため経営陣においては、技術部門 。購買部門 。管理部門について、営業部門との

対等なパー トナーシップのもと、営業部門に射し健全な牽制機能を発揮できるよう

な環境を整備 し、また、そのような企業文化を醸成することが求められる。
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しかしながら、NOSでは、吉野氏を中心として、営業部門重視、技術部門・購買部

門・管理部門軽視の傾向があり、また、特に管理部門は、自らの牽制機能に対する意

識が薄く、業務を形式的にこなすだけの事務局と化 している部署もあるとされ、この

ような実態については、経営陣も把握 していたが、改善されず放置されてきた。

NOSの営業部門重視、技術部門・購買部門・管理部門軽視の実態については、2013

年事案調査報告書で既に、「個人商店的発想 (属人的な企業文化)の営業重視という

古い企業体質が残存していることが明らかになった。」との評価がされ、また、「営業

部門 。技術部門・管理部門の対等なパー トナーシップ、健全な牽制関係が企業価値を

高める基礎 となるという意識の浸透を図る共に、この観点から社内の諸制度の見直

しを行 うべきである。」との提言が示されていた (同 42頁 )。 しかしながら、これに

対して取られた対策の内容は、「①案件対応プロセスにおける技術部門の牽制強化 EP

事業グループにて試行中の『案件対応プロセスの標準化』に外注発注時の牽制機能を

組み込み全社的な基準として他グループに展開する。」、「②規程類の見直しと運用徹

底による管理部門の牽制強化販売プロセスにおける各種規程類 (× ×ルール、××基

準も含む)の内容を見直すとともに、運用面の改善を図る。」といつたものに留まり

[96]、 このような対策の内容については、取締役会及び経営委員会においても報告さ

れていたが [97]、 前記第 6・ 1(3)オのとおり、営業部門・技術部門・管理部門の対等

なパー トナーシップ、健全な牽制関係が企業価値を高める基礎となるという意識の

浸透についての本質的な対応は何ら取られてこなかつた。

また、前記第 6・ 1(3)力 のとおり、2013年 3月 時点の 2013年事案に係る再発防止

策においては、営業部門による「恣意的な取引の排除」をするために、「に)購買部

門による牽制」を行うものとされていたが、実際には、購買部門による牽制は十分に

行われていなかった。

さらに、NOSの取締役の構成を見ても、少なくとも2007年 6月 から2019年 6月 ま

では、管理部門出身の取締役としては片山氏がいたのみであつた。片山氏については、

管理部門担当の取締役としての業務を牌怠していた事実までは認められないものの、

本来期待される役割を十分に果たしてきたかについては疑義を示す声もあり、経営

陣もこれを認識しながら特段の対応をとつていなかつたのであつて、このことも管

理部門軽視の実態を助長させていた要因の一つといえる。また、2019年 6月 以降、

NOSの取締役に管理部門出身者は存在しない状況であつた。

このように、NOSの経営陣は、営業部門と技術部門・購買部門・管理部門とが健全

な牽制関係にないことに気付きながら、これを是正するための措置を講じることを

96  2014年 2月 20日 及び同月 21日 付け 「不正行為に対する再発防止策 実施状況報告書」9頁。
97  2014年 2月 21日 付け取締役会議事録及び同取締役会議案書 「『不正行為に封する再発防止策』実施

状況報告の件」、2014年 2月 20日 付け経営委員会議事録及び同経営委員会議案書 「『不正行為に姑す

る再発防止策』実施状況報告の件」
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してこなかつたのであり、このような状況となったのは、経営陣が第 1ライン及び第

2ラ インの重要性に対する認識が十分でなかつたからであると考えられる。

イ.社内におけるリスク管理の統括部署の不明確性とジスク管理活動の不十分を性

前記第 4・ 3(1)の とお り、NOSにおいては、リスク管理の統括部署が不明確な状況

にあり、また、これらのリスク管理について各部門が主導的に行 うこともなかった。

このようなジスク管理体制における問題点は、NOSにおけるリスク管理活動の間隙を

生じさせる要因となるものといえる。

取締役の中には、上記のリスク管理体制における問題点について少なくとも拍象

的には認識していた旨の発言を行つている者もいる。したがつて、リスク管理体制に

ついて主導的な役割を果たすべき経営陣としては、リスク管理体制の状況を積極的

に把握 し、その不備を是正する措置を講ずべきであつたといえる。

しかしながら、少なくとも 2019年循環取引事案発覚前に、経営陣が、上記 リスク

管理体制上の問題点について、実態を把握 し、これを改善するための活動を行った事

実は確認できなかった。

なお、2019年特別調査委員会調査報告書によれば、「リスク・コンプライアンス委

員会は、その活動状況を四半期に 1回報告 していたものの、経営委員会としては、総

じて、リスク・コンプライアンス委員会の答申状況は諮問機関としては十分でないと

評価 していたものと認められ、その運営方法等について継続的に指摘がなされてい

た。」とのことであるが (同報告書 51頁 )、 リスク・コンプライアンス委員会の委員

であつた者に対するヒアリング等によつても、実務を担当するリスク・コンプライア

ンス委員会の委員に対 してかかる経営委員会からの指摘が伝達されたとの事実は確

認できなかった。また、仮に経営委員会からリスク・コンプライアンス委員会に対し

て当該指摘がなされていた場合も、経営委員会は、リスク・コンプライアンス委員会

の諮問機関としての活動の不十分性について認識 しながら、具体的な改善策を含む

指摘や指摘に基づく改善策の運用についてのモニタリングを十分に行つていなかつ

たのであり、これについても、経営陣が第 2ラ インの重要性を十分に認識 していなか

つたことに起因するものと考えられる。そして、このような事情から、NOSにおいて、

本件案件の発生を予防することができず、また、本件案件の発生を適時に正確に把握

することができず、その発覚が遅れる事態となった可能性があるものと考えられる。

(2)第 3ラ インの重要性についての認識の不十分性

NOSにおいて、内部監査室は、社長直轄の部署として、NOSの 業務活動が経営方針、社

内規程等に沿い、また、法令等に抵触することなく行われているかを効率的に調査するこ
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とにより、NOSの経営管理に資することが求められているから [98]、 経営 トップをはじめ

とする経営陣においては、専門的知識を有した人材が内部監査の重要性を認識 した上で

意欲的に業務に取り組むことができるように、適切な人材を配置するとともに、内部監査

室からの報告内容をもとに、不備等の原因を分析し、再発防止のための措置を検討する必

要がある。

しかしながら、内部監査室については、内部監査の能力を十分に備えた者が在籍してい

たわけではないと認められ経営陣はかかる実情について認識 していた。内部監査室は、社

長直轄の部門であつたにもかかわらず、吉野氏及び荒井氏を中心とする経営陣は、内部監

査部門を義務的に設置しているコス ト部門としてのみ捉え、その存在意義を十分に理解

しておらず、その結果、内部監査室の質を改善するための実効的な措置は講じられてこな

かった。

また、内部監査室は、取締役会又は経営委員会に対し、会計年度ごとに内部監査報告書

により内部監査結果を報告 しており、同報告書において、営業部門を被監査部門とする業

務監査の不備・注意について報告を行っている。内部監査においては、前記第 5。 1(2)ア

(ア)の とおり、一般的には異例とも思える件数の不備 。注意が報告され、またこのような

状況が継続 しており、経営陣は、取締役会又は経営委員会において、上記の結果について

報告を受けていたにもかかわらず、後記 4の とおり社長メンセ~ジや幹部会の中で触れ

ることはあつたものの、2020年度以降に「不備ゼロ運動」 [99]と して内部監査における

不備 。注意件数を減らす取組がされるまで、かかる状態を是正するための具体的な対応が

取られることはなかつた。不備 。注意として指摘された事項の原因を分析 し、対応策を検

討、実行した上で、対応策の運用状況をモニタリングするという当然に行われるべきこと

を行ってこなかった経営陣の姿勢からも、内部監査室の存在意義を十分に理解 していな

かつたことが明らかである。

3.過去調査等を踏まえた会計不正リスクに対する取組の不十分性

企業においていかなる不正リスクが内在しているかは、自社の業種、過去の経緯等によ

つても異なるものであるから、リスクベース・アプローチでリスク管理を行 うに当たって

は、これらの観点も踏まえてリスク管理を行うことが必要となる。

98  
職務分掌規程 3条。

99  
不備ゼロ運動とは、2020年度から東 1を姑象として開始された活動であり、同本部長である平川氏

の指揮のもと、同本部営業管理室長の■■■■氏をリーダーとして、内部監査室から指摘された、営

業部門を被監査部門とする業務監査の不備・注意の内容について、原因を分析 し、その封応策ごとに

リーダーを決め、1か月ごとの進 |ノサ会議の中でその進捗状況を確認 しながら、教育 (テ ス トの実施を

含む。)、 チェックリス トの作成、システムの改善といつた対応策を策定し、かかる不備・注意の削減

を目指す運動をいう。この運動の中では、その対応策の内容が全社的に応用可能なものである場合な

ど、他の部署等に当該対応策を適用することも検討される。
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この点、一般的に、情報サービス業については、①事業封象物であるソフ トウェアが「無

形」資産であることから、外部からその開発状況や内容を確認することがその特質上難し

く、プロジェク トごとの仕掛品の原価の集計に恣意性が入 り込む危険性や、②仲介取引を

含めた商社的な取引が行われる結果、一般に公正妥当と認められる企業会計の規準に照

らして、収益が実現しているのか、また、収益が実現しているとしても、これを総額で表

示することが取引の実態を表 しているのかという取引実態把握の困難性があるなど、原

価付替や循環取引を含む会計不正について固有のリスクがあることが指摘されていると

ころである [100]。

実際に 2000年代においては、情報サービス業界において複数の会計不正事案が報じら

れており、上記の固有のリスクが頭在化していた。そのため、情報サービス業関連の会社

の経営陣においては、このような情報サービス業における固有の会計不正リスクを前提

として、リスクベース・アプローチでのリスク管理を行 うことが求められる。

特に、NOSにおいては、2013年事案において、NOSの従業員が他社社員と共謀して架空

取引による詐欺を実行 していたことが発覚 していた。 自社において不正行為が発生した

場合、その不正行為の背景にある組織的要因を分析 し、これを是正するための実効性ある

再発防止策を講じることが必要となる。NOSの経営陣は、2013年事案調査報告書による再

発防止策の提言を踏まえ、三度と不正は起こさないという覚悟のもと、実効的な再発防止

策を策定し、これが継続的に運用されるように適切なモニタリングを行 う必要があつた。

しかしながら、前記第 6・ 1(3)イ のとおり、経営陣が策定した同再発防止策は、2013年事

案調査報告書において示された再発防止策の提言に対応する対策が抜け落ちているなど、

提言の全てを適切に網羅するものとなっていなかった。また、策定された再発防止策につ

いても、結果として形骸化 してしまった部分があつたが、経営陣が再発防止策の運用状況

を主体的かつ継続的にモニタリングを十分に行 うことをしてこなかつたために、かかる

再発防止策の形骸化を止めることができなかった。

加えて NOSでは、2014年事案において、連結子会社における会計不正行為が発覚して

お り、NOSにおける会計不正 リスクについて見直す更なる契機があつた。 しかしながら、

経営陣は、同事案は当該連結子会社が規模的に小さい会社であるために実行 し得た事案

であるなどとして、同事案をNOSと は関係のない例外的な事案と整理するなど、同事案を

NOSに落とし込んで検討する姿勢は認められず、結果として NOSに存在する会計不正リス

クや上記再発防止策の運用状況及び実効性を見直す契機を失 うこととなった。

日本公認会計士協会 IT業界における特殊な取引検討プロジェク トチーム 「情報サービス産業におけ

る監査上の諸問題について」 (2005)参照。
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経営陣の中には、2013年以降の会計不正 リスクに対する教育・周知や運用の徹底が必

ず しも十分でないことを認識 していた者もいたが [101]、 このような状況を改善するため

の更なる具体的な措置が講じられた形跡はない。

上記の結果、前記第 6の とおり、2013年事案調査報告書による提言の趣旨を正確に踏

まえた再発防止策が策定されず、また策定された再発防止策についても形骸化 した部分

が存在することとなり、本件案件が発生する結果をもたらしたといえる。

このように NOSの経営陣の会計不正 リスクに対する取組が十分であつたとはいい難い

が、その背景には、NOSの経営陣の会計リテラシーの低さがあつたといわざるを得ない。

4.経営陣のコンプライアンスに対する取組の不十分性

役職員が共有する基本的な価値観・理念や行動規範、すなわち企業文化は内部統制の仕

組みを実効性あるものとするための屋台骨として位置付けられる。そして、経営陣の姿勢、

特に経営 トップの姿勢はこのような企業文化に大きな影響を与えるものであり、不正 リ

スク管理の観点からは、経営 トップが役職員にコンプライアンスについてのメンセ~ジ

を発出し、これを浸透させることにより、あるべき企業文化を醸成することが極めて重要

となる。

そのため、経営 トップをはじめとするNOSの経営陣は、コンプライアンスについて、そ

の趣旨。目的とともに具体的な目標を掲げ、従業員に対し、コンプライアンスの重要性や

具体的な方法等についてメッセージを発出し、かかるメッセージを踏まえた従業員のコ

ンプライアンスの姿勢を絶えずモニタリングすることが求められる。この点、NOSの経営

トップが従業員に対 しメッセージを発出する機会としては、全社員向けの社長ビデオメ

ンセ~ジ、部長・室長職以上の従業員との幹部会及び全社 ミーティング等があつた。

しかしながら、これらの機会においてコンプライアンスの重要性についてのメンセ~

ジが発せられる回数は極めて少なく、メンセ~ジそのものの量もごく短時間又は少量に

留まるものがほとんどであって、その内容はコンプライアンスのための方策の提案等を

伴わないなど具体性に欠けるものであった。また、ほとんどのメッセージは、内部監査室

や会計監査人による指摘、そして特別調査委員会による調査結果などといった、特定事案

に対応する形でなされたものであって、対症療法的に出されたものにすぎなかった (例 え

ば、2015年度から2019年度において、前記の社長ビデオメッセージ等の中でコンプライ

アンスに関して発言を行つた回数及び内容は別紙第 7・ 4の 1ないし 3の とおりであつ

た。)。

例えば、ある取締役は、ある会社 aが与信管理で引つかかつた場合に、他の会社 bを直接の顧客とし

て介在させることで、会社 aと の取引を実行するという手法が取られているなど、再発防止策の抜け

道が利用されていることを認識 していた旨述べている。
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また、経営陣から従業員に対するメンセ~ジは、ビデォメッセージ等の形のみならず、

人事評価の指標にも表れる。人事評価の指標は、経営陣から従業員に対して求める能力や

行動等を端的に表すものであるためである。しかしながら、NOSでは、これまで不正行為

が繰 り返し発覚したにもかかわらず、人事上の評価指標の基準となる指標に、コンプライ

アンスに関する項目は置かれていない [102]。

上記のように、経営 トップをはじめとする経営陣は、ビデオメッセージや、人事評価の

指標の設定等を通じ、経営陣がコンプライアンスを重視 していることについてのメンセ

ージを発出し、コンプライアンスを重視する意識を社内に浸透させるための措置を十分

にとっていなかったのであり、かかる経営陣の姿勢が、NOSの従業員において、コンプラ

イアンスの重要性を軽視させる結果となり、本件案件が発生する一因となったと考えら

れる。

5。 経営陣と現場の乖離

不祥事予防の観点からは、顕在・潜在的なリスクに迅速に対処し、業務改善を行 うこと

が必要となるが、リスクの早期発見のためには、経営陣が現場と双方向のコミュニケーシ

ョンを取ることにより、経営陣が、現場の実態を適時・適切に把握することが必要不可欠

である。

本件案件 との関係でいえば、前記第 4・ 2(5)イ のとおり、原価付替の動機としては、追

加原価申請に要する時間及び作業量の多さが指摘され、特に東 1・ 第 1営業部において原

価付替が多く発生した理由としては、公共案件においては経営委員会での承認が必要と

なる ■■■円を超える追加原価が発生しやすいにもかかわらず、このようなビジネス上

の特性を踏まえずに追加原価の発生理由を厳 しく糾弾されること等による追加原価申請

に対する心理的抵抗の大きさが挙げられる。そのため、原価付替を予防するためには、平

川氏及び他の経営陣が、追加原価申請に要する負担や公共案件において追力日原価が発生

しやすいこと等を理解 した上で、追加原価の承認ルールや追加原価承認に係る経営陣の

姿勢が過度に厳格なものとなっていないか等を検討 し、必要に応 じてこれらの見直し等

を行 うことが望ましかったと考えられる。

なお、本調査において当委員会が営業担当の従業員へのヒアリングを実施したところ、

東 1を 中心とする営業部門の多くの者が、前記の追加原価申請に対する負担の大きさや、

2018年 11月 付け 「人事制度ガイ ドブック」参照。人事評価は、各人に設定された 3つの 「目標」の

達成度 (0点～180点 )と 、目標外の加点減点要素 (-10点～+10点)を組み合わせた「目標評価ポ

イン ト」 (合計-10点～190点)を指標の一つとしているが (同 ガイ ドブック 28頁 )、 コンプライア

ンスの状況を評価する旨の記載はない。さらに、当委員会がヒアリングを実施 した営業部門・技術部

門の従業員の中で、コンプライアンスに対する姿勢が会社に評価されていると考えている者は見当た

らなかった。
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公共案件の特殊性等を述べていたことからすると、平)|1氏 において、こうした現場の声を

把握することは容易であつたと考えられる。

しかしながら、平川氏は、前述の現場の声を認識しておらず、その結果、本件案件等の

原価付替が行われ得る状況が改善されることはなかった。このように、把握することが容

易であつたと考えられる声すら認識 していなかったことからすれば、経営陣として、現場

の実態を把握 しようとする意識・姿勢が欠けていたといわざるを得ない [Ю
3]。

また、平)|1氏が現場の実態を把握できていなかったこととの背景として、経営陣全体と

して、業務改善に役立てるために現場の声を把握する意識・姿勢が不十分であつたことが

指摘できる。すなわち、経営陣においては、現場が抱えている課題等を吸い上げる仕組み

は必ず しも整っておらず、現場とのコミュニケーションは個々の取締役の意識や力量に

よっていた旨の発言や、全ての取締役が十分に現場の声を把握する姿勢であったか否か

は疑間がある旨の発言があつた。また、吉野氏は、当委員会のヒアリングに対して「原価

付替を行 う動機が分からない」旨述べており、現場の声を把握 しようとする意識に欠けて

いることが窺われる。なお、この点に関しては、管理職クラスの従業員からも、「吉野氏

に対 し意見を述べたとしても、聞き入れる姿勢が示されない」、「吉野氏には意見を述べる

ことは諦めている」といつた声が上がっている。また、営業部門に限らず現場の従業員か

らは、「現場が困つていることを上に訴えても、経営陣まで届かず何ら対応 してもらえな

い」、「現場の意見も聞かずに経営陣の判断で導入されたシステムや制度が、現場の動き方

と合っておらず、業務の停滞を招いている」といつた不満の声が広く見受けられ、従業員

としても経営陣に対して意見等を述べづらい実態があったといえる。

このように、経営陣として、業務改善に役立てるために現場の声を把握するといつた意

識・姿勢が不十分であつたことが窺われ、このような状況の中で、経営陣において、追加

原価申請に対する負担の大きさや、公共案件の特殊性等の現場の状況を十分に把握する

ことができていなかったことが本件案件等の不正行為の一因となったものと考えられる。

6.社外取締役の指摘に対する経営陣の感度の低さ

経営陣としては、社外取締役の最も重要な役割が、株主の付託を受けて、会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督する点にある [104]こ とを

踏まえ、不正リスクに関する社外取締役の指摘については真摯に対応する必要がある。し

かしながら、この点についての NOSの経営陣の姿勢は必ずしも十分であるとはいい難い

ものであった。

Ю3 
平川氏自身も、現場の声の吸い上げは行つていない旨述べていた。

Ю4 
経済産業省「社外取締役の在 り方に関する実務指針 (社外取締役ガイ ドライン)」 (2020年 7月 31日 )14

頁以下。
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例えば、今井氏によれば、「管理畑が弱い」という話は取締役会や経営委員会でも出て

お り、今井氏自身も、経理部が弱いことや 2019年 6月 13日 以降管理部門出身の役員が

不在となつていることについて問題視 し、従前から経営陣に指摘してきたとのことであ

るが、2019年循環取引事案発覚前においては、管理部門の強化について経営陣による積

極的な改善姿勢は認められなかった。また、本件案件と直接関連するや り取りではないが、

後記第 9・ 2(1)の とおり、2019年 7月 11日 の経営委員会において、河上氏から、己 1案

件 (当該取引は 2019年特別調査委員会調査報告書において循環取引として指摘された取

引である。)について、「これは循環取引ではないのか」との質問がなされたところ、平)||

氏は、かかる質問に対 して、十分な確認を行 うことなくその場で問題ない旨即答した。

このように、社外取締役からは、経営陣に対して、不正リスクに関する指摘が複数なさ

れていたにもかかわらず、経営陣においてこれを踏まえた十分な改善や事実確認等の対

応が行われていない面があつたことは否定できない。このような経営陣の姿勢は、社外取

締役の監督機能を尊重しながら業務の執行を行 うべき立場にいる者の姿勢としては必ず

しも十分ではなく、本件案件を防止できなかった遠因の一つとなつたと考えられる。

7.内部統制システム構築・運用に係る責任

(1)総論

本調査の結果、NOSの取締役が本件案件を具体的に認識 し得たことを窺わせる事情は見

当たらなかった。もつとも、前記第 4及び第 5の とおり、NOSの内部統制システムの構

築 。運用に必ず しも十分ではない点があったことは否定できないため、以下では、本件案

件に関し、NOSの取締役に内部統制システム構築・運用に係る法的義務の違反があるかを

検討する。

大会社である取締役会設置会社において、取締役会は、取締役及び従業員の不正行為を

防止するため、内部統制システムの大綱を決定することを要し (会社法 362条 4項 6号、

5項 )、 代表取締役以下の業務執行取締役は、その大綱を踏まえ、内部統制システムを具

体的に構築すべき義務を負 う。

もつとも、構築すべき内部統制システムの内容については、当該会社の規模、事業内容

その他の事情によって左右されるため、業務執行取締役に広い裁量が与えられていると

いえる。したがつて、業務執行取締役は、同種の不正行為が行われていたなど、本件案件

の発生を予見すべきであつたという特別な事情がない限り、通常想定される不正行為を

防止し得る程度 (「完全に排除できる」程度ではない。)の管理体制を整えていれば、不正

行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反 したとはいえない (最高

裁判所平成 21年 7月 9日 第 1小法廷判決・集民 231号 241頁参照)。 この点に関し、NOS

では、前記第 6・ 1(1)及び同・2(1)の とおり、甲事案のうち甲-2案件等と同様の架空取
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引の手法での不正 (2013年 事案及び 2014年事案)や、乙事案、丁事案等と同様の取引先

におけるプール金に関連する不正 (2014年案件)が発生しているため、上記 「特別な事

情」が存在したともいい得る。そこで、NOSの業務執行取締役において、本件案件に関し

内部統制システム構築義務を果たしていたといえるかについては、2013年事案及び 2014

年事案が特別な事情といい得る場合、これらを踏まえた NOSの再発防止策等を踏まえて

検討される必要がある。

また、取締役は、構築された内部統制システムが有効に運用されているかを継続的に監

視・監督する義務も負つている。もつとも、各取締役は、他の取締役や従業員がそれぞれ

分担された職務を適正に遂行 していることを信頼してよいとされていること (いわゆる

信頼の原則)からすれば、内部統制シス>ム の運用において、取締役や従業員が職務を適

正に遂行していないことを疑 うべき特段の事情が認められたにもかかわらず、適切な調

査や対応策等を実施しなかった場合に初めて、内部統制システムの運用に関する監視・監

督義務違反があつたというべきである。

(2)NOSの 内部統制システム

ア。内部統制システムの構築

当時、NOSにおいては、営業部門による架空取引、水増し取引及び原価付替並びに

従業員による NOS資金の領得行為を防止するために、概要以下のような内部統制シ

ステムが構築されていた。

① 職務分掌規程などを定めて、本件案件を行つた営業部門である東 1・ 第 1営業部

とこれに対応する技術部門 (た だし、ここではポス トセールスを行うエンジニア

リング本部・システム技術部等を含む。)及び購買部門を分離していた。

② 前記第 4・ 2(1)の とおり、見積り、顧客からの受注、仕入先又は外注先への発注、

検収の手続の中で営業部門以外の部門のチェックを経る体制となっていた。

③ 前記第 4・ 3(1)の とおり、CRO、 RCC、 法務・CSR室、TQM推進部を中心とした一

定のリスク管理体制が整備されていた。

④ 内部監査室による一定のモニタリング体制が整備されていた。

⑤ 内部通報窓口を設け、コンプライアンスに関する通報も行えることなどを社内

に周知していた (本件案件に関して通報 。相談が行われなかった理由は、関与者

において通報等に至る強い動機が生じなかったためであり、必ずしも制度の周

知が不十分であつたわけではない。)。

⑥ 就業規則上、従業員が他の会社の役員に就任する場合には、事前にNOSの許可が

必要とされていた。
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これらの事情からすれば、当時の NOSの体制は、同業他社における体制に大きく見

劣 りするような内容ではなく、少なくとも、通常想定される架空取引、水増し取引及

び原価付替並びに従業員によるプライベー トカンパニーを通じた NOS資金の領得行

為という不正行為を防止し得る程度の管理体制を構築していたものといえる。

また、NOSにおいては、甲事案のうち甲 2案件等と同様の架空取引の手法によつて

2013年事案が発生しているものの、これに対しては、前記第 6・ 1で詳述したとおり、

2013年事案調査委員会による調査を経て、見込原価設定の改善、案件収支管理の改

善、外注取引先管理の整備及び改善並びに購買部門による牽制等を中心とした一定

の再発防止策が講じられている。

なお、NOSにおいては、2014年事案が発生しているところ、当該事案は、甲事案の

うち甲 2案件等と同様の架空取引の手法によるものであり、また、乙事案、丁事案

等と同様、取引先におけるプール金に関連する不正である。 しかしながら、2014年

事案は、手法こそ本件案件の一部と共通し、かつ、前記第 6・ 2(2)の とおり自社を含

んだ IT業界全体に関係する問題として認識・活用すべき事案であったとはいえ、コ

ンプライアンス体制の構築に関する規程類が整備されていない子会社において全て

の決裁権限を有する代表取締役が起こした不正との側面が強く、一定の内部統制シ

ステムが構築されている NOSにおける従業員による不正である本件案件の発生を予

見すべき特別な事情とまでは断じ難い。

したがつて、2013年事案との関連では、本件案件の発生を予見すべき特別な事情

があつたとはいい得るものの、NOSにおいて、2013年事案を踏まえて何らその再発を

防止 し得るような体制を構築しなかったものではないため、過去に同様の手法によ

る不正事案が発生していたことのみをもつて、内部統制シス>ム構築義務を果たし

ていなかったとまでは認められないと考える。

イ.内部統制システムの運用の監視 。監督

前記第 4及び第 5でも詳述したとおり、NOS内の内部統制システムには、営業部門

内のチェック機能の欠如、技術部門及び購買部門によるチェック機能の欠如、RCC、

法務・CSR室、TQM推進部及びリスク管理室によるリスク管理活動の不十分性並びに

内部監査室における不正リスクに対する意識の希薄性等の問題があり、外形的・形式

的には整理はされていたとしても、一部の運用において、実体を伴っていない状態に

なっていたといわざるを得ない。

しかしながら、当委員会の行つた関係資料の精査、関係者に対するヒアリング及び

メールデータのレビュー等の調査においても、かかる内部統制システムの運用にお

いて、取締役や従業員が職務を適正に遂行 していないことを疑 うべき特段の事情を

取締役が具体的に認識 していたという事情は認められなかった。
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したがって、取締役において内部統制システムの運用に関する監視 。監督義務違反

があつたとまでは認められないと考えられる。

ウ。その他

なお、前記第 5。 1(3)工 のとおり、NOSの 」SOXに係る内部統制評価業務において

は、運用評価業務における不適切なサンプリング等の問題点が存在 したことが明ら

かになったものの、」SOXに係る内部統制評価は、あくまで金融商品取引法に基づく

情報開示の適正を確保する観 J点 で実施 されるものであり、仮にその手続に不備があ

つたとしても、直ちに、会社法上の内部統制システム構築義務違反があることになる

ものではないと考えられる。そして、NOSは、前記アのとおりの内部統制システムを

構築しており、内部監査において指摘された不備の内容等を踏まえても、上記内部統

制システム構築やその運用が直ちに否定されるものではなく、それをもつて内部統

制システム構築及び運用に関する監視・監督義務違反があつたとはいえないとの上

記結論を覆すには至らない。

工.小括

以上より、本件案件に関し、NOSの取締役に内部統制システム構築 。運用に係る法

的義務の違反があつたとまでは認められないと考えられる。

8.小括

以上のとおり、本件案件が発生したことに関し、経営陣に内部統制システム構築義

務違反があるとまでは認められないものの、本件案件の発生については、経営 トップ

を中心とする経営陣に経営責任があるといわぎるを得ない。
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第8「 目安箱」の結果

1.目安箱設置の経緯

当委員会は、NOSにおいて不適切な事案が繰 り返される原因についての役職員の意見を

確認するため、また、役職員の声も踏まえた上で実効的な再発防止策を提言するため、

2021年 1月 4日 から同月 25日 までの間に「目安箱」を開設 した (た だし、期間経過後に

投稿された意見も受け付けた。)。 目安箱は、NOSグループの役職員を対象として、選択式

ではなく、自由回答の方式で、かつ匿名による回答も可とした上で、NOSにおいて繰 り返

される不適切な事案についての根本原因及び改善策について意見を募集するとともに、

その他のカテゴリーを設け広く役職員からの意見を募集 した。

目安箱には、171件の意見が寄せられた (根本原因に関する意見が 65件、再発防止策

に関する意見が 57件、その他が 49件である。)。 目安箱に投稿された意見のサマリーは、

別紙第 8の とおりである。

目安箱の結果のサマ リーについては、投稿 した役職員を特定できないよう必要に応 じ

て処置を施 した上で、経営陣に対して共有 した。

2.投稿意見の紹介

目安箱には種々の意見が寄せられたが、その多くが、①内部統制に関する声、②経営陣

の体質 (ガバナンス)に関する声、③企業文化に関する声及び④人事評価 。人事制度に関

する声であつた。
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※複数の項目に関する意見は該当する項目にそれぞれ計上した。

前記のとおり目安箱は選択式ではなく、自由回答の形式で役職員の意見を募集したも

のであり、目安箱に投稿された意見は、全て役職員の「生の声」として、当委員会が本件

案件の原因分析及び再発防止策の検討を行うに当たり、大変貴重な検討材料となつた。以

下では、前記の視点ごとに、目安箱に投稿された意見を適宜抜粋して紹介する。なお、投

稿された意見は、一部、趣旨を変えない範囲で加筆、修正している。

(1)内部統制に関する声

内部統制という観J点からは、「営業が一置健くバツクオZ五 スは言われたことをやれと

ヤ｀ の め として営業部門

が優位な立場にあり、牽制機能を果たすべき部署が積極的に牽制機能を働かせていない

と指摘する声が目立った。さらに「 イま、 システムや手順に してお ず 、

担当者の説明のみで承認を行2ているこぃと辺ミ人多数」、「送J聾遂理速歪皿主2【Ln盛4
いこぃと土を理鰹するこ部とが先決」、堕遡韮湿賀∠壕数辺盤雄整盪迎典吐Knh適辺▲上長
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が管理するべきJと いうように案件を審査する上席の役職員が適切なチェック機能を果

たしていないのではないかという声も寄せられた。

また、業務処理のルール、システムという観点からは、「業務システムに関して操佐が

異重L握雄」との声、「社内業務ルールが複雑かつ実態に沿つていない」との声も多く、

業務ルールやシステムが現場におけるビジネスのオペレーションを踏まえていない可能

性が窺える結果となつた。さらに、このような業務ルール、シスケムの弊害として、「現

ど日 ヤ｀
の

して つ

摘する意見や、「 の ァレー ル

て イこ 1こ つ と例外処理の常態化を指

つ こ と し

となり、それを回避するために新 しい処理方法を 白i暫子う者が出 て
処 理 が必要

負ね建瑳滋芝述立釦 と現状の業務手続の潜脱のおそれを指摘する意見があつた。

(2)経営陣の体質 (ガバナンス)に関する声

NOSの経営陣の体質 (ガバナンス)に関する意見としては、NOSにおいて繰り返される

不適切な事案への対応について、性懸査"を問題にすることで解迭する風潮がある」、「彼

の が べ 己 の ヤ｀ 「ヽ

生した際に堕隠ぺいが基本」等、NOSの経営陣の責任回避の姿勢に対して疑義を呈す

見が寄せられ、「経営者Q貢任は重く、報酬の返還及び退陣をすべき」等、具体的な

追及の方法に言及する意見も少なからず寄せられた。

また、「経営層が長く集団色也【壼盪ェ震堪耀歴区渡生選制饉Y邁藝4燿観理卿動Ltことコ〔it生I

翔 」等と経営陣のなれ合いを指摘する意見や、「声が大きく影饗力がある人やア

ピールが 上 イこ つ 彰｀ 等、そのような経

営陣の姿勢が役職員にも波及していることを指摘する意見も存在した。

さらに、「(吉野氏は)会社を私物色していないか」等、吉野氏による経営支配を懸念す

る意見も投稿されていた。

こうした現状を改めるために、「経営陣の入れ査え」(外部からの人材登用を含む。)を

求める声も多数見られた。

(3)企業文化に関する声

企業文化に関する意見としては、「数字至上主義」、「社具Q競争意識をlナ房り続嵯ェ無理

型 噛 穀 画 厳 皿 錮 越 逮 堂 鋤 幽 鐘 区 羞 k「と期 娘

せ というように日標数字の達成に過度に重きが置

る意

責任

の レ シ

々 で
か れ 、 ひいては「プ ル が の

ヽ
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い の つ い 等、ノルマの達成以外に統一的な経営理念が十分に浸透

していなかつたと分析 した意見が寄せられた。

また、営業部門内においても「フロン

ヽ

い

ロ ン ヤ｀ で の べ

し い と担当者間で、あるいは、担当者 と上席の間で、
コ ユ ー

― シ

案件の把握が十分にできていない旨指摘する声も存在 した。

さらに、人間関係に関して、「

謀ム雲基と立h」 、「先輩生後輩Q回歪Qェ恒極閲堡盛五里An」 等、上意下達の社風、及

びそれによる上司と都下の信頼関係の欠如を指摘する意見が見られた。

このような原因分析に対 して、「 ゴ ー …
ル の 至 ロ

失敗ヰゝ含めて、前向きに えていこうとする姿勢 支 え られ る
セ ス ャレンジ、

基佐上上とn」 等、組織文化の改善方法に言及する意見もあつた。

なお、「ヤ` い コ ン ン ス ってい

重園立適風上丞p咀と述璽塾仰 等、不適切な事案が繰り返し発生するのは東 1・ 第 1営業

部であるとして、他部署の負担が増えていることに対する不満の声も寄せられた。

(4)人事評価 。人事制度に関する声

人事評価に関する意見としては、営業部においては「数字だけの評価体制」であるとい

うように、営業実績やノルマの達成度合いが人事評価において過度に重視される雷指摘

する声が数多く見受けられた。「 か シ 正

な行為童助長した」、「                                                                           」ヽ 「現場は

(原 付替によ り) 黒字をアピーフレし、 益率を高めてインセンティブを多く け取

っている」等、NOSにおいて繰り返される不適切な事案の遠囚が数字絶対主義や過度なノ

ルマの存在にあつたと分析する意見も少なからず存在した。

人事制度に関する意見としては、「 に ロ ロ し

等、長期にわたつて異動がなく部署や職務が固定された結果、担当間、部門間の連携不足

今回の事案のよう1こ担 営業マ ンの中で悪い思 が生

ヤ
レ

― シ

や、「長期に顧客担当することで、

まれてしまったのかもしれません」といつた問題点を指摘する声が多くみられた。このよ

うな問題に対して「複数螢 同一の顧客との取引のある営業担当者は人事異動2裁象上立

ればよい」等役職員の異動を積極的に行うことで特定の顧客との癒着を防止することを

解決策として挙げる声もあつた。このサ点に関し、現在の人事制度運営については、「自分

の いのが 上 し つ

ン 立 て ま

ゴh上遭立⊇姓疸二量切理軽穀 」`というように、役職員の希望に基づく異動が困難である
プキ
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ことを指摘する意見もあり、「 て ロー ン

等会社主導の人事ローテーシヨン制度を望む声も見受けられた。

3.社内意識調査との整合

NOSは、2014年度から2020年度までの期間 (2018年度は除く。)、 役職員の意思を把握

し、自社施策に関する課題を検討するため、NOSグループの役職員を対象として、意識調

査を実施 していた (以下、2014年度から 2020年度までの各調査を、それぞれ「N14調

査」、「FY15調査」、「FY16調査」、「FY17調査」、「FY19調査」及び「FY20調査」という。)。

FY14調査からFY17調査までは、NOS人事部による「人事制度意識調査」として実施され

ており、人事制度一般や、当時新たに導入した人事制度に対する役職員の評価等に重点が

置かれた調査であつたが、FY19調査とFY20調査は経営企画部が「社内意識調査」として

実施 し、質問のカテゴリーも人事制度のみならず、仕事、業務負荷、職場、上司、トップ

マネジメン ト、お客様志向及びコンプライアンスが含まれる等総合的な意識調査であつ

た。

いずれの調査も、各項目に対して役職員が 5段階評価を行い、その結果をとりまとめる

ことで問題点及び改善点を分析している。なお、FY19調査及び FY20調査においては、各

項目の平均値について、4.0以上は「良好」、3.5以上 4.0未満は「及第」、3.0以上 3.5未

満は 「注意」、3.0未満は「問題」と整理されていた。

(1)内部統制に関する意識

業務におけるコンプライアンス意識に関して、FY19調査及び FY20調査における「Q68

あなたは、自分の業務に関連する法令や社内ルールを充分に理解 し、意識 した行動をして

いる」、「Q69 あなたの職場では、関連する法令や社内ルールを守つて、仕事が進められ

ている」との質問は、いずれも4.0を超える平均値 〔良好〕であり、コンプライアンス意

識の高さが窺える結果であつた。もつとも、職位別に FY19調査におけるQ69の平均値を

見ると、本部長/副本部長以上が 4.76、 部長/室長/副部長が 4.43、 マネージヤー職が 4.24

とスコアが高い一方で、エキスパー ト職は 4.09、 一般社員は 3.90と 、職位が下がるごと

に職場での関連法令等の遵守への評価が下がつていく結果となり、現場と上位層との間

でコンプライアンスヘの感覚に差異があることが認められた。また、FY19調査及び FY20

調査に係る結果報告書にも記載のとおり、「【コンプライアンス】項目については得点が高

くなる傾向があるため、否定害1合の大きさに対しても注意する必要がある」ことに留意す

る必要がある。

(2)経営陣の体質 (ガバナンス)に関する意識

― シ
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経営陣についての役職員の評価を問う「トップマネジメン ト」の項目について、FY19調

査においては、例えば、「Q61 経営 トップは、当社をよりよい会社にするためにリーダー

シップを発揮 している」の設間は、平均値 2.94〔問題〕という低い結果であり、他にも

「Q56 当社では、第一線 (現場)の情報が会社施策に活かされている」、「Q60 当社は、

社員を大切にしようとする風土がある」の設間について、平均値が 3,0〔問題〕を下回る

等、他社平均 (3.5を 上回る)と 比べて [105]低調な結果であり、経営陣のマネジメント

能力について疑間が呈される結果であつた。なお、マネージャー職が トップマネジメント

を評価 していないことも、課題として指摘されていた。

FY20調査においては、かかる「トップマネジメント」に関する設問の平均値にそれぞ

れ上昇が見られ、改善傾向が確認できるが、前記の各設問 (Q56、 Q60及び Q61)の 平均値

は 3.5未満 〔注意〕であり、〔及第〕評価はなされていない。

また、同年の調査における「Q74:あなたがさらに活き活きと働き、能力を発揮できる会

社、職場にするために、当社に必要だと思われることは何ですか、また意識 して行動 して

いることがあれば記入 してください」の設問 (自 由回答形式)に対しては、「不正やでっ

ちあげが横行 して、何かあればすべて個人の責任」、「この会社は自己保身の役員が多すぎ

る」等の回答が存在 した。

FY19調査及び FY20調査のいずれも一般的な意識調査であり、一連の不適切な事案との

関係で募集された目安箱への投稿意見とは目的を異にするものではあるが、経営陣の ト

ップマネジメントに関する不信感を NOS役職員が有 しているという点、及び経営陣の責

任回避の姿勢を問題視 している点で目安箱への投稿意見との整合性が確認できる。

(3)企業文化に関する意識

数字・業績を過度に重視する価値観については、FY14調査の時点で、「評価対象外の業

務は全く考慮されず数字が全て」、「数字しか価値がないと会社が思つている」等、調査の

自由回答欄において不満の声が寄せられているところ、FY15調査及び FY17調査でも同様

のコメントが複数確認できた。また、FY19調査及び FY20調査においても、「Q59 当社は、

利益追求のみに走らず、誠実な経営を行っている」の設間に対する回答の平均値はそれぞ

れ 2.71〔 問題〕、3.20〔注意〕と低い水準であつた。NOSの役職員が、NOSにおいて数字・

業績が評価項目として過度に重視されているのではないかとの問題意識を持っているこ

とは、目安箱に投稿 された意見からも確認できたが、社内意識調査においても 2014年度

から継続して確認できることであつた。

また、FY19調査及び FY20調査における「Q17 職場では、誰かが仕事で困つていれば

見逃すことなく、サポー トしたり声をかけたりしている」、「Q30 職場では、他の職場と

FY19調査及び FY20調査に係る結果報告書には、他社比較レーダーチャー トが載つてお り、他社の平

均値 との比較がなされていた。
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の情報交換が活発に行われている」の設問における平均値は他社平均に比べて低く、「Q8

仕事を進める上で、必要以上に報告を求められることはない」の設問における平均値が他

社平均に比べて高いことをもつて、FY19調査及び FY20調査に係る結果報告書では、「個

人主義の傾向が強く表れている」と分析されている。FY14調査からFY17調査では同趣旨

の設問はないが、自由回答欄には、営業が 「個人商店」である旨のコメントが毎年 10件

余 り寄せられていた。これらは、営業における業務の属人化、個人商店化の傾向を示す目

安箱の投稿意見と整合するものである。

なお、目安箱では上司との信頼関係の欠如を挙げる意見が寄せられていた一方、社内意

識調査では、「Q42 上司には、悪い情報でも相談・報告しやすい」の設問につき、FY19調

査では平均値 3.82〔及第〕、FY20調査では 3.98〔及第〕であり、「Q45 あなたは、上司

を信頼している」の設間につき、FY19調査の平均値は 3,78〔及第〕、FY20調査の平均値

は 3,94〔及第〕である等、役職員の満足度が高い結果であつた。

(4)人事評価・人事制度に関する意識

人事制度に関する一般的な評価を問う「Q52 当社の人事制度は、社員の成長と意欲の

向上に役立っている」の設間について、FY19調査では平均値 2.63〔問題〕、FY20調査で

は平均値 2.85〔問題〕と、どちらもその年度の調査項目中最低の平均値であった。また、

FY15調査における「設問 H 貴社では、適切な人財が、適切な階層やポジションに配置

されていると思いますか」との設問に対して、5段階評価にすると平均値 2.77と いう低

い結果となった。かかる結果は、NOSの役職員が、人事制度一般について数年来不満を持

つていることを示すものであるといえる。

人事評価については、前記のとお り、NOSの役職員が、数字・業績が評価項目として過

度に重視されているのではないかとの問題意識を数年来持っていたことが確認できた。

なお、FY14調査、FY15調査、FY16調査及び FY17調査における自由回答欄においては「部

長以上は下を数字でしか見ていない (FY14調 査)」 、「数字の出るお客を担当させてほしい

(FY15調査)」 等、数字を出さなければ評価されないとする意見が多数存在 した。

人事異動制度に関して、「Q50 当社では、人事異動において本人の育成が考慮されてい

る」の設問につき、FY19調査では平均値 2.84〔問題〕と低い結果であつた。この点、FY14

調査からFY17調査においても「あなたはジョブローテーションを希望しますか」という

設間があるところ、FY15調査を例にすると、その結果は、「とてもそう思う」と答えた割

合が 11%、 「そう思 う」と答えた割合が 21%、 「どちらともいえない」と答えた割合が 34%、

「そう思わないJと 答えた割合が 20%、 「全くそう思わない」と答えた割合が 14%であり、

様々な意見はあるものの、一定数の役職員がローテーションを希望していたことが確認

できる。
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このように、FY14調査からFY20調査を通じて NOSの役職員が人事制度一般について問

題ありとの意識を持つていたことが明らかとなる結果であつた。特に数字を過度に重視

する業績評価の弊害、人事異動制度の機能不全を指摘する声は、本件案件の発生当時、あ

るいはそれ以前から存在していたものであり、これらの事項が本件案件の遠因となつた

旨指摘する目安箱の意見と整合するものである。

4.小括

このように、目安箱に投稿された NOSの役職員の声は、①内部統制、②経営陣の体質

(ガバナンス)、 ③企業文化及び④人事評価・人事制度の問題点を指摘するものであつた

が、そのいずれについても前記第 4で当委員会が認定した本件案件の原因と主要な部分

で重なり合うものといえる。

また、目安箱に投稿された意見の内容は、N(lSが数年来実施してきた役職員の意識調査

の結果とも整合し、本調査において当委員会が指摘する NOSの問題点について NOSの役

職員が長年声をあげていたことがわかる。

2013年事案調査委員会も指摘するとおり (2013年事案調査報告書 [開示版]43頁 )、

NOSの役職員の大多数は「真面目な社員」なのであり、現に、自社の問題J点 を肌で感じ、

声をあげていたのである。NOSの経営陣が今後、再発防止策を策定するに当たつては、こ

うした役職員の意見を踏まえることが肝要である。

125



第 9 2019 引事案関連

1.再発防止策について

(1)原因分析、再発防止策及び進行中の改善策の内容

ア.原因分析

NOSは、2019年 ■月、東京国税局による税務調査の過程で、一部取引について納

品の事実が確認できない取引がある雷の疑義があるとの指摘を受け、調査し、2019年

特別調査委員会調査報告書において、納品の事実が確認できない取引及びこれに類

似する不正の有無及び態様の確認並びに原因究明等、NOS連結財務諸表への影響額の

算定及び判明した事実を踏まえた再発防止策の検討の提言を受けている。

当該報告書においては、ルール等の形骸化、リスク管理体制上の問題、リスク管理

活動上の問題、内部統制に係る問題、コンプライアンス活動に関する問題、経営層及

び幹部層の取組の姿勢の問題、2013年事案を踏まえた再発防止策の不徹底並びに組

織風土の問題 といつた原因分析がなされている。

イ.再発防止策

NOSは、上記の原因分析を踏まえ、下記のとおり組織体制等の変更及びルールの変

更に関する再発防止策を策定し、現在も実施中である [106][107][108][Ю
9][110][111]。

(ア)組織体制等の変更

2020年 6月 5日 付け 「改善報告書」。

2020年 12月 16日 付け「改善状況報告書」。

2020年 12月 2日 、社内ポータルで公開された「【更新】>【重要】 再発防止に関するルール変更に

ついて」並びに添付資料 「【添付 I】 再発防止に関するルール変更 vl.3」 及び 「【添付Ⅱ】再発防止

に関するルール変更サマリーvl,3」 。
2021年 1月 14日 変更「営業業務ガイ ドライン」。

別紙第 6の 3。

2020年 4月 1日 付け「機構改革及び幹部人事異動」。
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【図表第9。 1の 1:組織体制等の変更の概要】

N0 分類 項 目 百羊糸田

1 リスク管理 リスク・コンプライアン

ス委員会の分離

従前のリスク・コンプライアンス委員

会をリスク管理活動の評価 と統制の責

任を担 うリスク管理委員会とコンプラ

イアンス活動の評価と統制を担 うコン

プライアンス委員会に分離 し、各活動

の取組みを強化する。

2 リスク管理 リスク管理の責任部門明

確化

不正 リスクを含めたリスク管理活動全

般の責任部門をリスク管理室 と定め

る。

3 リスク管理 CROの役害1の 明確化 リスクの識別、リスク対応、リスク管

理活動の有効性評価、継続的改善、そ

の他の ジスク管理プロセスといった

CROの役割を明確化する。

4 リスク管理 リスク管理実行計画の策

定

全部門を対象としたオペレーショナル

リスクの評価及び改善施策、不正 リス

クの評価及び改善策並びに活動スケジ

ュールを内容とするジスク管理実行計

画を策定する。

5. リスク管理 リスク調査シー トの運用 各部門が自部門業務におけるオペレー

ショナルリスク及び不正ジスクを四半

期ごとにリスク管理室で作成した調査

シー トにより洗い出し、リスク管理及

びリスク管理委員会に対し、リスクに

対する認識及び取組状況を報告する仕

組みを運用する。

6. 業務統制 購買部門の独立 組織変更により、購買・物流部から購

買機能を「グループ購買部」として独

立させ、購買業務の見直しを行い、統

制の強化を行 う。

7 業務統制 営業統轄室の設置 営業取引の管理及び統制並びに営業業

務プロセスに関する周知及び統制等を

職責とし、再発防止策の実行に関する

業務ルールの変更やモニタリングを推
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NO. 分類 項 目 百羊糸田

進するため、新たに社長直轄組織とし

て営業統轄室を設置する。

8. 業務統制 営業統轄室との連携 従前、営業のサポー ト業務を行ってい

た営業支援室の業務内容に営業統轄室

と連携して業務統制を行うことを追加

し、名称を営業管理室に変更する。

9. 内部監査 監査手法の追加 従来の監査手法に加え、営業担当者や

その上司へのヒア リング等を取 り入

れ、監査実効性を確保する。

10 内部監査 監査対象の拡大 会計監査人の監査対象となっているか

否かにかかわらず、NOSの基準に則つ

て、より広く内部監査の対象を決定す

る。

11 人事制度 人事ローテーションの導

入

人材の固定化傾向を避けるため、同一

顧客の担当期間が 5年以上の営業職に

ついては、異動又は担当顧客の変更を

実施する。

12. コンプライア

ンス活動

内部通報制度の見直し ハラスメン トに関する通報窓口と不正

に関する通報窓口を分離 し、それぞれ

の窓口を責任部門 (リ スク管理室、法

務 。CSR室及び常勤監査役)が務め、通

報内容に応 じて適切な担当者が対応で

きる体制を整える。

13 コンプライア

ンス活動

コンプライアンス活動計

画の策定

各部門で職場環境やハラスメン ト防止

等のコンプライアンス活動に関する計

画を策定し、CRO及び法務・CSR室によ

り定期的なレビュー並びにコンプライ

アンス委員会での共有及び指導を行

う。

14. コンプライア

ンス活動

コンプライアンス教育の

実施

参加者が主体的に参力日できるワークシ

ョップ形式での意見交換会等の取組み

や上司と部下の個別面談におけるコン

プライアンス活動宣言 (社内に公表し

ている自身が取り組むコンプライアン

スに関する活動)の実践状況に対する
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N0 分類 項 目 両羊糸田

フィー ドバック等をコンプライアンス

教育の一環として実施する。

15. 企業風土形成 ビジョン浸透委員会 [112]

の再設置

社外取締役を含んだ、企業風土改善へ

の取組みを目的としたビジョン浸透委

員会を再設置する。

16. 企業風土形成 ビジョンブックの再編集

と浸透活動

10年以上見直されていなかった NOSの

企業理念を示すビジョンブックの再編

集を行い、社員の行動指針の見直しを

実施するとともに、社員意識の改善に

向けた取組みを行 う。

17 企業風土形成 報酬制度の検証 2018年度より運用されている新人事制

度 (イ ンセン>ィ ブ制度の変更等)の

運用状況を検証し、改善の必要性につ

いて評価する。

18. その他 霞が関オフィスの閉鎖 2019年循環取引事案が生じ、組織マネ

ジメン トとして管理不全の状況にあっ

た霞が関オフィスを閉鎖する。

(イ)業務ルールの変更等

【図表第 9・ 1の 2:業務ルールの変更等の概要】

ビジョン浸透委員会は、2009年から、同年に作成 された NOSグループのビジョンブック及びビジョン

達成のために策定された必要な 7つのミッション及び 8つの行動指針を、社内で浸透 させるための活

動を行っていたが、2015年に解散した。
「付加価値」とは、NOSが 統合サービス事業として提供するサービスを指 し、具体的には、品質検査、

役務、コンサルティング、プロジェク トマネジメン ト、設計・建築、保守・運用、モニタリング、教

育、クラウド等の各サービスをいう。
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NO. 分類 項 目 内容

1 見積提案 付加価値 [H3]案件のみ対

応

案件登録時や見積時において、案件の

付加価値を担当者に記載させ、承認者

にその内容を確認させることとし、原

則付加価値を明確化できない案件を承

認させないこととする。営業統轄室に

より審査を行 う。



NO. 分類 項 目 内容

2 見積提案 全案件の実在性等確認 見積承認について、マネージャー及び

部長により、案件の実在性、発注の妥

当性及び見積の妥当性を確認の上、承

認の適否について、エビデンスをもつ

て判断する。営業管理室及び営業統轄

室により実行状況のモニタリングを行

い、内部監査によリサンプルの内容監

査を行 う。

3. 見積提案 商流の明確化と実在性の

確認

商流を明らかにするため、一定の仕入

先及び売上先を除き、仕入先及び販売

先を原則 1階層のみに限ることとす

る。営業統轄室では、一定の規模以上

の案件全件について、商流の全体像を

把握 し、営業部門によるエンドユーザ

ーヘの訪問実施状況のヒアリング及び

エビデンスの確認を行 う。商流が一階

層を超える場合には、マネージャーに

申請させ、営業部長及び営業管理室長

の承認を得るものとする。

4. 見積提案 一式表記の禁止 受注時において、根拠 となる内訳記載

や明細の添付を必須とし、取引関連書

類における「一式」という表記及び所

定外書式の使用を禁止する。NOS所定

外書式の見積書等を使用する場合に

は、マネージャーに申請にさせ、営業

部長及び営業管理室長の承認を得るも

のとする [lμ ]。

5 注文及び受注 支払条件の徹底 原則、NOSの基準に従わせることとす

る。NOSの基準と異なる支払サイ トで

契約を締結する場合には、マネージャ

ーに申請にさせ、営業部長及び営業管

理室長の承認を得て、マスタ登録情報

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。
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NO. 分類 項 目 内容

システム担当による処理を必要とする

[H5]。

6 注文及び受注 仮注文 [1硲]の運用禁止 仮注文の運用を原則禁止とする。仮注

文による受注が必要な場合には、顧客

との間の基本合意書を提出させ、マネ

ージャーに申請にさせ、営業部長及び

営業管理室長の承認を得て、事後的な

正式注文書の取得 と確認を必要とする

[117]。

7 注文及び受注 先行手配 [118]のアレール強

化

先行手配が必要な場合には 1か月以内

に正式な注文書を受領することを条件

に、マネージャーに申請にさせ、営業

部長及び管理本部本部長の承認を得

て、グループ購買部担当者による発注

の登録及びマネージャーによる受注の

登録を必要とする [119]。

8. 注文及び受注 受注の処理方法明確化 案件登録時に、営業担当者に取引先及

び仕入先等を記載させ、営業マネージ

ャーに案件登録時の情報と顧客からの

注文内容について確認の上、承認させ

る。

9. 注文及び受注 受注変更のルール確立 受注を変更する場合には、営業マネー

ジャーに申請させ、営業部長及び営業

管理室長の承認を得て、情報システム

担当による伝票の修正を必要 とする

[120]。

10 手酉己 仕入の妥当性担保 グループ購買部が定める仕入先からの

手配を基本 とする。グループ購買部が

定める仕入先以外から手配する場合に

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。

顧客との契約締結及び顧客からの注文書の受領 (正式な受注)が遅れる場合に、正式な受注なしに仮

注文書等において受注の処理を行 うことを指す。

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。

顧客から正式な注文書等の書類を受領する前に、案件に係る商品等の手配を行 うことを指す。

拒否権を有する営業本部長、営業管理室長及びグループ購買部長ヘメールによる通知も行 う。

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。
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NO 分類 項 目 内容

は、‐ 円以上の発注の場合にはグ

ループ購買部へ見積申請を行い、■■

■円未満の発注の場合には、営業部が

2社以上の見積徴収を行 う。

11. 手配 顧客への直送の禁止 品質管理センターヘの入荷を原則とす

る。顧客への直送がやむを得ない場合

には、マネージャーに申請させ、営業

部長及びグループ購買部長の承認を得

て、営業管理担当及びグループ購買担

当による処理を必要とする [121]。

12. 売上 売上の計上 必要な証憑及び作業完了又は仕入完了

を確認後、売上申請を行い、営業マネ

ージャーが承認する。

13. 売上 売上の取消処理ルールの

確立

売上を取り消す場合には、営業部長に

より申請させ、営業管理室長及び経理

部長の承認を得て、情報システム担当

による伝票の修正を必要とする [姥
2]。

(2)評価

ア.再発防止策に対する評価

NOSは、上記のとおり、原因分析を踏まえた再発防止策を策定してお り、現在、再

発防止策推進会議 [123]を 中心に、より実効的な再発防止策を検討 しながら進めてい

る。そのため、今後、上記再発防止策が糸睦続されれば、一定の効果が期待できると思

われる。

もつとも、再発防止策は現在実施の途上であるため、その最終的な評価は困難では

あるが、本調査において、一部、既に以下のような問題が認められる。

(ア)例外ルールの周知方法に関する問題

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。

拒否権を有する営業本部長ヘメールによる通知も行 う。

再発防止策推進会議は、2020年 6月 、再発防止策を全社的かつ総括的に取り組むことを目的として

設置された。営業統轄室及び法務・CSR室を主管部門とし、有効性ある再発防止策の方針、実行方法

の検討及び進捗状況の確認を行つている。
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まず、再発防止策に関するルール変更に関する研修及びその資料においては、例外

的な処理を原則的な処理と同等のルールとして容認するかのように見受けられる部

分がある。例えば、2019年循環取引事案においては、循環取引であることが発覚さ

れにくいよう多段階の商流を用いられていたことに鑑み、各取引の商流を明らかに

するため、仕入先及び販売先を原貝11階層のみに限る再発防止策を策定しているが、

当該研修資料においては、「仕入先及び販売先のいずれも、商流が 1階層を超える場

合は次ページの対応をしてください」と一定の手続を踏めば当然のように 1階層を

超える取引が認められているように窺える (図表第 9・ 1の 2、 NO。 3)。 また、循環取

引等の実態のない取引は、納品事実を欠くため、納品事実の確認が類似の不正防止の

ために有用であるとして、納品事実の確認のために直送の禁上が謳われているが、
「顧客への直送がやむを得ない場合」には、所定の承認さえ取得できれば直送も可能

であると示されている (図表第 9・ 1の 2、 NO,11)。 さらに、担当者等による恣意的

な操作による会計不正を避けるため、一度確定した受注及び売上について取消し又

は変更しないことを再発防止策の原則 としているにもかかわらず、当該研修資料に

おいては、「受注の変更」や「売上げの取消」が正面から認められているかのように、

その手続方法が説明されている (図表第 9。 1の 2、 NO,9及び NO.13)。 これらの再発

防止策に関する研修資料においては、その他にも、原則ルールよりも例外ルールの説

明に紙面が割かれている部分があり、原則ルールが重要であることやその理由が十

分に説明されていない上、例外ルールが通常避けるべき取扱いである旨が従業員に

伝わりにくい記載となっていた。このような周知方法からは、従業員に対して、再発

防止策において策定された原則ルールを周知 し、やむを得ない場面を除き原則ルー

ルを徹底させようとする姿勢が強くは感 じられない。

(イ)実行性に疑義がある再発防止策 (エ ン ドユーザーヘの全件訪問)

上記再発防止策の中には、現場のオペレーションや実行性に考慮した上でルール

が策定されているか疑問が残るルールもある。例えば、一定規模以上の案件について

は、営業部門がエンドユーザーヘ訪問することとされているが (図表第 9・ 1の 2、

NO.3)、 再販案件において現実的でない場面があること及び直接取引を行う顧客との

関係においてもビジネス上難しいことなど実行性が乏しく、現状実行できているの

かを疑問視する意見が現場から多く挙がっている。再発防止策の策定及び実行の場

面において、現場の実態が十分に考慮されていない可能性がある。

(ウ)営業統轄室及び営業管理室の役割の不明確さ
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上記再発防止策のとおり、組織体制も変更されているが、各部署が与えられた役割

を遂行できる態勢となっていないように見受けられる部分がある。例えば、営業取引

の管理及び統制等を主たる業務 とする営業統轄室及び営業管理室を設置したことか

ら (図表第 9・ 1の 1、 NO,7及び NO.8)、 NOSの営業業務に対する統制体制は、形式上

は整ったように見える。しかしながら、実際には、職務分掌規程によれば、営業統轄

室は営業管理室と連携 し営業取引等の管理及び統制を行 うこととされており、営業

管理室は営業統轄室と連携 して業務統制を行 うこととされているが、他の規定類に

おいても、具体的な両部門間の役割や関係性が明確化されている定めは見受けられ

ない。また、営業管理室は、従前営業のサポー ト業務を行つてきた営業支援室から名

称が変更されたものであるが、室内のメンバーに大きく人事異動があったものでは

なく、実際の業務としても従前のサポー ト業務を継続している部分があり、名 目上は、

サポー ト業務から管理業務へと業務内容が大きく変更されているにもかかわらず、

役割を遂行するための内実が伴っていない側面がある。さらに、営業統轄室において

は、そもそも 5名 のみのメンバーで幅広い業務を担当しているところ、営業管理室か

ら個別事案についての相談を受ける場面が多いことから、営業管理室からの相談対

応に追われているとい う実態も確認されており、両部門において、その役害1を 達成で

きる人員と体制が整えられているか疑問が残る。

イ.再発防止策に対する社内の意見

また、本調査における従業員へのヒアリングにおいて、現在掲げられている再発防

止策に関しては、妥当と評価する声がある一方で、以下に挙げるとおり、問題意識を

含む意見が存在 している (一部、趣旨を変えない範囲で加筆 している。)。 そのため、

今後、当該再発防止策の有効性等を再検証する際の有益な資料 とすることも企図し

て、以下でその概要を列挙する。

(ア)再発防止策 (新ルール)が既に形骸化 している/す るおそれがあるとの意見

γ 「再発防止に伴い、 というシステムで案件の申請を上げるように

なったが、 リスクがないものとあるものとの区別をせずに一律に承認 してい

るような形になり、申請を上げることが目的となってしまっている。」、「営業

マネージャーが における申請作業に追われており、上司による

承認、判断する機能が失われている。」

γ 「商流案件を 1個ずつ申請するというルールだつたはずが、複数まとめて申

請できるように変更されており、ルールが緩和されている。緩和の隙間をつい

て何かしらの不正が行われるように思 う。」
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γ 「『システム上はルールに反したこともできる』ということはある。システム

が追いついていないと思う。」

(イ)再発防止策 (新ルール)に基づく手続の負荷が大きすぎる、改善を求める等の意見

γ  「再発防止に伴い何度もシステム改修があり、結果システムが連携 していな

い点が不便である。」

γ  「多様な契約があり、一律のシステムではそぐわないものを手動で処理する

必要がある。」

γ  「管理側も現場を分かつていないままシステムを作つている。現場に無理が

かかつていると思う。」

γ 「『再販案件については、企ての商流を報告する』というルールとの関係で、

営業のマネージャーは再販案件を承認する作業に忙殺されている。」

(ウ)再発防止策 (新ルール)の内容が不明確/分からないとの意見

γ 「不正事案を受けて、現場としての注意すべき事項等が分からないと感じる。

また、会社から指示や説明もない。2020年 10月 の業務ルールに関する規程変

更についても突然のことであり、内容の説明がないまま、対応している状態で

ある。」

γ 「例えば部長レベルの承認を必要とする場合に副部長の承認で足りるのか、

部長の承認まで必要なのかが明確でない点があり、現場は混乱している。」

γ 「(新ルールに対する)理解は完全には追いついていない。不明点は都度確認

するようにしている。」、「ルールは毎年変わるため、追いついていない。」

(3)小括

上記 (1)の とおり、NOSは、2019年循環取引事案に対する再発防止策を策定し、現在

も実効性を検討 しつつ、継続 して実施 していることから、今後も一定の効果が得られるこ

とが予想される。一方で、上記 (2)の とお り、その内容には一部問題が認められ、また

従業員からも、新ルールが形骸化するおそれがあること、現場の負荷が大きすぎること及

び現場が新ルールの内容を十分に理解できていないこと等の問題意識を含んだ意見及び

不満が一部で挙がっている。当委員会としては、必ず しもこれらの意見等に沿って再発防

止策を直ちに変更すべきである旨をここで述べるものではないが、NOSにおいては、過去

にも現場の声を十分に聞かずにルールの策定を行い、これが奏功しなかったことがある

という反省を踏まえれば、今後の社内のルール作りの際には、現場の声に十分に耳を傾け
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る姿勢を期待 したい。かかる趣旨で、本報告書において、上記 (2)の とおり、従業員の

声を紹介するものである。

2.経営陣、第 1ライン・第2ラ イン、三様監査等の認識可能性

(1)経営陣の認識可能性及び経営陣の対応

ア.概要

本調査において、取締役が、2019年循環取引事案について具体的に認識していた

ことは認められなかった。しかし、後記イないしオのとおり、各取締役において、2019

年循環取引事案を認識する契機となり得る事情 (以 下「端緒情報」という。)があっ

たことが認められたため、本調査では、各取締役が、端緒情報を踏まえて深堀調査を

行 うことにより、2019年循環取引事案を認識すべきであつたか否かを検討した。結

果としては、以下詳述するとおり、端緒情報があることをもつて、取締役に2019年

循環取引事案の認識可能性があつたとはいえず、取締役に善管注意義務違反の事実

は認められなかったものの、平)II氏、吉野氏及び竹下氏については、端緒情報への姿

勢等において、必ずしも適切とはいい切れない部分があつたと考えられる。

イ。平川氏

(ア)2017年の会計監査人からの指摘について

a. 会計監査人からの指摘及び平)II氏の対応等

平川氏は、2017年 7月 26日 、当時 NOSの東 1・ 第 1営業部副部長であつた■

■■■氏 (以下「J氏」という。なお、現在は       部長である。)、 C

氏、K氏等を宛先として、己-2案件及び己-3案件について、以下のメールを送

信した。なお、これらの取引は、2019年循環取引事案に係る案件である。
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」さん、各位

本件について

①エンドユーザー主

NOSが仕入れ先に支払つてから、入金するまでの期間が長すぎます。8カ月オ

会社のキャッシュフローに影響します。交渉ください。

② l、 両案件とも納入物品からして、各エンドユーザーヘ本当に納入される

かの信憑性が必要です。 (ト ーマツから指摘。)

2、 商流も含めて記載ください。

3、 コンサルとの関連性が確認できません。コンサル行つた結果、どういっ

た製品が納入できているのか過去も含めて報告ください。本当にコンサルの

戦略的実効性があつたのか?

何とか押して通るつもりですが、

明日の経営委員会次第では、本件別途経営委員会で許可をとれという話にな

るかも知れませんので

本件の価値と信憑性、キャンシユフロ~について準備お願いします。

S.HIRAKAWA@NOS

平川氏によれば、会計監査手続の一環として四半期ごとに行われる会計監査

人からのヒアリングにおいて、これ ら二つの案件の実在性についての指摘を受

けたことから、」氏らに、上記メールでの指示を行ったとのことである。その後、

平)|1氏は、」氏又は C氏が、会計監査人に対して、直接の売上先である売上先 j

社が、エン ドユーザーに納品を行つたことを述べる書面を提出し、実在性がある

ことについて会計監査人の確認を得たことの報告を受けたが、エンドユーザー

であるエンドユーザーi又はエン ドユーザーkが作成 した納品書を確認すること

などの更なる調査を指示することはなかったとのことである。

また、平)II氏 は、この時以外に、会計監査人から取引の実在性について指摘を

受けたり、実在性について、都下に指示をしたりしたことはない旨述べており、

本調査において、ほかに、平)|1氏 が、会計監査人からの取引の実在性についての

疑義について認識する機会があったことを窺わせる事実は認められなかつた。
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b.評価

前記 aの メール記載の二つの案件では、エン ドユーザーヘの納品は行われて

いないのであるから、この時にエン ドユーザー作成の納品書を確認 し、又は、直

接売上先の担当者の上司に当たる者に会つて当該案件についてのや り取 りをす

るなどしていれば、実体のない取引であることが判明した可能性がある。しかし

ながら、平ナII氏及び 」氏によれば、商流取引かつ直送取引の場合、エン ドユーザ

ーから、又は、直接の売上先から、エン ドユーザー作成の納品書を徴求すること

は NOSでは通常行つていないとのことであり、また、平)|1氏 自身は売上先等との

直接のや り取りを行 うことはなく、さらに、」氏によれば、売上先の担当者の上

司に当たる者等と会ったとしても、個別の取引の金額等についてまでや り取 り

をすることはないとのことである。そうすると、前述のとおり、会計監査人が有

していた取引の実在性の疑義について認識する機会が他になく、また、売上先 j

社がエンドユーザーに納品を行ったことを述べる書面が提出され、これにより

納品の事実が一定程度示されていたという事情の下では、前述のような、通常の

業務フローを超えた調査・対応をすべきであったとまではいえないと考えられ

る。 したがつて、前記 aの事実により、平サ|1氏 に、2019年循環取引事案の認識

可能性があったとまではいえない。

そうであるとしても、平川氏は、東 1の本部長として管掌の従業員が行 う取引

を承認する立場にあり、当該承認を行 うに当たっては、当然、不正な取引でない

かという観点からの確認も必要となると考えられる。しかしながら、平)|1氏 によ

れば、自身が不正な取引に係るチェック機能を果たすべき立場にあることにつ

いての意識はなく、会計監査人から指摘を受けた案件の実在性については全く

疑いを持っていなかったとのことであり (かかる意識は、上記メールの「何とか

押 して通るつもりですが」という文言にも表れているといえる。)、 かかる姿勢は、

(それが法的義務に違反するとまではいえないものの)東 1の本部長の姿勢と

して必ずしも適切ではなかったとも考えられる。

(イ)2019年 7月 11日 の経営委員会での河上氏からの指摘について

2019年 7月 11日 の経営委員会の議題 6「支払金額 大型案件報告の件」において、

平)|1氏 が、エンドユーザー1をエンドユーザーとする己 1案件 (かかる案件も 2019

年循環取引事案に係るものである。)についての報告を行ったところ、河上氏から、

「これは循環取引ではないのか」との質問がなされた。平サ|1氏及び複数の取締役は、

かかる質問に対して、平チ|1氏が、特に確認することなく、その場で問題ない旨の回答
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を行った旨述べており、取締役の間で、循環取引についてそれ以上の議論がなされる

ことはなかったと考えられる [124]。

上記案件では、エン ドユーザーヘの納品は行われていないのであるから、この時に

エン ドユーザー作成の納品書を確認し、又は、直接売上先の担当者の上司に当たる者

に会って当該案件についてのや り取りをするなどしていれば、実体のない取引であ

ることが判明した可能性がある。

しかしながら、前記 (ア)の とおり、これらの対応は、NOSにおける通常の業務フロ

ーを超えたものであるところ、河上氏の上記質問のみから、C氏へのヒアリングや取

引の実在性の帳票提出の指示等を超えてそのような対応を期待することは困難であ

ると考えられる。 したがつて、上記の事実により、平)|1氏 に、2019年循環取引事案

の認識可能性があったとまではいえない。

そうであるとしても、前記 (ア )の とおり、平)|1氏 は、管掌の従業員が行 う取引につ

いて、不正な取引でないかという観点からの確認も行 うべき立場にあつたのである

から、 (それが法的義務であるとまではいえないものの)河上氏の指摘に対 しては、

C氏に対するヒアリングや、納品書等の徴求等により慎重に確認を行 うことが望まし

かつたといえ、その場で問題ない旨即答したことは、東 1を管掌する取締役の姿勢と

して必ず しも適切ではなかったと考えられる [125]。

ウ.吉野氏

(ア)2016年 6月 16日 付け経営者確認書について

a. 2016年 6月 16日 付け経営者確認書に係る吉野氏の対応等

吉野氏は、2016年 6月 16日 、会計監査人に対し、片山氏及び当時 NOSの財務

経理部長であった■■■■氏 (以下「L氏」という。)と連名で、以下の記載を

含む経営者確認書を提出した。なお、以下で言及されている取引は、己 5案件、

己 6案件、己 7案件、己-8案件、己 9案件であると考えられ、これらの案件

も、2019年循環取引事案に係る案件である。

河上氏の質問に対し、平ヴ|1氏 が「確認 しておく」旨回答 したと述べる者もいたが、平川氏が事後的に

確認結果を報告 したことなどを述べた者はいないことから、いずれにせよ、取締役の間で、循環取引
についてそれ以上の議論がなされることはなかったものと考えられる。
この点に関し、平)II氏 は、その場で問題ない旨の回答を行つた理由として、河上氏からの上記指摘に
ついて、K氏や J氏等から、発注書等の通常徴求すべき伝票等の書類が整つていないなどの報告を受

けていなかったことから、問題ないとの認識を有 していたためである旨述べているが、循環取引は、

通常徴求すべき帳票類を偽造することなどにより行われることからすると、そのような書類が整って

いない旨の報告を受けていないからといって、直ちに循環取引でないとはいえず、結論 としてはより

慎重に確認することが望ましかったと考えられる。
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売上先 d社に対する 2016年 2月 26日 付け及び 3月 7日 付け注文書に基づく

製品の販売取引及び売上先 」社に対する 2015年 12月 24日 付け及び 2016年

3月 30日 付け注文書に基づく製品の販売取引については、当社が取扱った製

品は最終的な販売先であるエンドユーザーmに対し納品されたことを確認 し

ており、当社の売上高は取引実体を伴つたものであります。なお、当該 2つ

の取引においては、一方の取引で売上先 d社から仕入を行なった製品と同種

の製品を、もう一方の取引で同社に対して販売してお りますが、両取引にお

いて対象とした製品は別の製品であり、同一の製品を対象としたものではあ

りません。

L氏によれば、上記記載は、会計監査人から、上記取引について、エンドユー

ザーであるエン ドユーザーmに納品された事実が確認できていないとして、記載

を求められたものであるとのことである。また、L氏及び片山氏によれば、L氏

が、上記記載が事実であることについて確認を行つた上で片山氏に報告を行い、

さらに片山氏から吉野氏に対して報告を行い、吉野氏の押印を得たとのことで

ある。また、吉野氏は、片山氏から報告を受ける際に、経営者確認書の内容が問

題ないかは片山氏に確認を行つたが、それ以上確認を求めることはなかつた旨

述べている。

なお、吉野氏によれば、この時点においては、この時以外に、会計監査人が取

引の実在性について疑義を有していることを認識する機会はなかったとのこと

であり、ほかに、この時点において、吉野氏が、会計監査人からの取引の実在性

についての疑義について認識する機会があつたことを窺わせる事実は認められ

なかった。

b.評価

前記 aの経営者確認書記載の案件では、エン ドユーザーヘの納品は行われて

いないのであるから、この時にエン ドユーザーに納品がなされたことを示す当

該エン ドユーザー作成の納品書の確認などを指示していれば、実体のない取引

であることが判明した可能性がある。しかしながら、経営者確認書の内容につい

て確認を行 う役割を有する経理部を管掌する片山氏から、問題ない旨の報告を

受けていれば、片山氏が虚偽の報告をしていることなどを窺わせる事情がない

限り、当該報告を信頼することもやむを得ないと考えられる。そうすると、前述

140



のとお り、他に取引の実在性についての疑いを生じさせる事実がない状況にお

いては、追加の調査の指示などをすべきであつたとまではいえないと考えられ

る。 したがつて、前記 aの事実により、吉野氏に、2019年循環取引事案の認識

可能性があつたとまではいえない。

そうであるとしても、会計監査人が、経営者確認書において取引の実在性の確

認を求めるということは、会計監査人として、当該取引の実在性を強く疑つてい

た状況にあつたことを意味すると考えられることから、吉野氏としては、経営者

確認書における確認を求められたことの意味を十分理解して、 (それが法的義務

であるとまではいえないものの)よ り慎重に確認を行い、また、同様の疑いが生

じないよう、十分な注意喚起をすることがより望ましかったとも考えられる。

(イ)会計監査人からの監査報告について

a. 会計監査人からの監査報告に係る吉野氏の対応

吉野氏は、2017年 5月 19日 の監査役会に出席し、会計監査人から第 30期会

計監査報告を受けた。その際に配布された「監査覚書 (第 30期 )」 12.(1)にお

いては、己 10案件、己 11案件及び己-12案件 (こ れらの案件も 2019年循環取

引事案に係るものである。)について、以下の記載がなされていた。

「(注 :上記各案件は)貴社が直接取引をする仕入れ先、得意先、納入先は全

てエンドユーザーやベンダーではなく、またすべての物品は貴社倉庫を経由

しない直送取引となっています。」

「一般的に直送の案件は、自社倉庫からの出荷や貴社作業を伴 う案件と比べ

て案件関与者が少なくなり、物流業者によるエンドユーザーヘの実際の出荷

や客先で作業を実施 した後のエン ドユーザーの作業確認を客観的に確認でき

る証票を貴社が適時に入手していない場合もあり、案件の実在性や収益認識

の期間帰属を誤るリスクが相対的に高いと考えられます。

近年貴社の事業環境の変化により、自社倉庫から出荷する機器販売のみのビ

ジネスモデルから、作業案件やライセンス等のベンダーからエンドユーザー

ヘの直送案件の重要性が相対的に増加 しているため、貴社の収益認識方法も

複雑化・多様化 してきています。 したがつて、直送取引はエン ドユーザーに

対する納品事実を示す証票を別途得意先から入手し、取引の笑在性と期間帰

属を管理部門にて確認 したうえで売上計上することを徹底する必要がありま

す。」
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吉野氏は、かかる報告を受け、平)|1氏に対 して確認を指示し、実在性は問題な

い旨の報告を得た旨述べている [126]。

b.評価

前記 aの監査覚書記載の各案件でも、エンドユーザーヘの納品は行われてい

ないのであるから、この時にどのような証票を確認したのかを確認 した上で、そ

れは適切であつたのかを検討 し、不適切であるならば追加での調査を指示する

などしていれば、実体のない取引であることが判明した可能性がある。しかしな

がら、上記の監査覚書の記載は、取引の具体的な疑義を示すものというよりは、

直送案件については実在性の確認を徹底すべきことを一般的に指摘するものと

も解される。また、吉野氏が述べるとおり、当該取引を担当する東 1の本部長で

ある平)II氏 に確認し、問題ない旨の報告を受けたのであれば、平川氏が虚偽の報

告をしていることなどを窺わせる事情がない限り、当該報告を信頼することも

やむを得ないと考えられる。これらのことからすると、吉野氏が、上記のような

確認及び指示等をすべきであったとまではいえないと考えられる。 したがつて、

前記 aの事実により、吉野氏に、2019年循環取引事案の認識可能性があったと

まではいえない。

そうであるとしても、前記 (ア)の とお り、約 1年前に経営者確認書による確認

が求められたことがある状況を踏まえれば、吉野氏としては、 (それが法的義務

であるとまではいえないものの)前記 aの会計監査人からの指摘を踏まえ、社内

で実在性に疑義のある取引が行われるリスクがあることを強く認識 し、より慎

重な確認や注意喚起をすることがより望ましかったとも考えられる。

(夕)2019年 7月 11日 の経営委員会での河上氏からの指摘について

前記イ (イ )の とお り、2019年 7月 11日 の経営委員会では、2019年循環取引事案に

係る取引について、河上氏から、「これは循環取引ではないのか」との質問がなされ

たが、平)|1氏からはその場で問題ない旨の回答がなされた後、取締役の間で、循環取

引についてそれ以上の議論はなされなかつたものと考えられ、その結果、追加の調査

等は行われず、実体のない取引であることが判明することはなかった。

しかしながら、河上氏からの上記質問のほかに、具体的に循環取引であることを疑

わせる事情はなく、また、当該取引を担当する東 1の本部長である平川氏から問題な

い旨の回答がなされており、かつ、平)|1氏が虚偽の報告をしていることを窺わせる事

もつとも、平川氏においては、吉野氏からかかる指示を受けたか否かについての記憶はないとのこと

である。
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情は認められなかったため、吉野氏が、平サ|1氏の回答を信頼 し、更なる調査を求めな

かつたこともやむを得ないと考えられる。したがつて、上記事実により、吉野氏に、

2019年循環取引事案の認識可能性があったとまではいえない。

そうであるとしても、前記 (ア)及び (イ)の とおり、会計監査人から三度にわたり取引

の実在性について指摘をされていた事実を踏まえれば、代表取締役である吉野氏と

しては、 (それが法的義務であるとまではいえないものの)平)|1氏 に対 して、河上氏

からの指摘に対 してより慎重に確認を行 うよう求めることがより望ましかったとも

考えられる。

工.竹下氏

(ア)2016年 4月 19日 の会計監査人のヒアリングヘの同席について

a. 2016年 4月 19日 の会計監査人のヒアリングヘの同席及び竹下氏の対応

2016年 4月 19日 、当時執行役員であった竹下氏は、会計監査人が四半期ごと

に実施 している営業部へのヒアリングに、C氏、L氏等とともに出席した。竹下

氏によれば、この日のヒアリングにおいては、己 5案件、己 6案件、己 7案件

及び己 9案件 (こ れらの案件も 2019年循環取引事案に係るものである。)につ

いて、会計監査人から事前に質問があつたため、それに回答するために、C氏が

出席 して説明することとなつていたとのことである。なお、当該ヒアリングに竹

下氏が出席することとなった理由は、当時、東 1と 東 2が分離されておらず、東

日本事業本部として一体であつたところ、その本部長であつた■■■■氏 (以下

「M氏」とい う。)の管掌が広すぎたことから、竹下氏が、M氏の補佐として同本

部の営業部のいくつかを管掌しており、当該管掌の中に C氏が所属する第 6営

業部が含まれていたためとのことである。

当該ヒアリングにおいては、会計監査人から、C氏が取 り扱っているエンドユ

ーザーmをエンドユーザーとする案件について、実在性についての説明を求めら

れ、C氏からは、案件の機密性のためにエンドユーザーmから直接納品の事実を

確認することはできないが、直接の売上先である売上先 j社や、売上先 d社から

エン ドユーザーmへの納品が完了していることなどの書面での回答を得ている

旨の説明があつたとのことである。しかしながら、その後、東 1と 東 2が分離さ

れ、竹下氏は、東 2を管掌することになったこともあり、ほかに会計監査人から

取引の実在性の指摘があつたことは認識 していない旨述べており、本調査にお

いて、ほかに、竹下氏が、会計監査人からの取引の実在性についての疑義につい

て認識する機会があつたことを窺わせる事実は認められなかった。
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b.評価

前記 aの ヒアリングの対象となった案件でも、エン ドユーザーヘの納品は行

われていないのであるから、同ヒアリングの際に、当該エンドユーザーに納品が

なされたことを示す当該ユーザー作成の納品書の確認等を指示 していれば、実

体のない取引であることが判明した可能性がある。

しかしながら、前記イ (ア)の とおり、エンドユーザーから、又は、直接の売上

先から、エンドユーザー作成の納品書を徴求することは NOSでは通常行つてい

ないとのことであるところ、前述のとおり、会計監査人からの疑義について認識

する機会が他になかった状況において、通常の業務内容を超えた調査 。対応をす

べきであつたとまではいえないと考えられる。 したがつて、前記 aの事実によ

り、竹下氏に、2019年循環取引事案の認識可能性があったとまではいえない。

そうであるとしても、竹下氏は、当時、東日本事業本部の本部長であるM氏の

補佐 として、C氏の所属する営業部を管掌していたのであり、そうである以上、

管掌の従業員が行 う取引について、不正な取引でないかを確認すべき立場にあ

つたと考えられる。そのため、竹下氏としては、 (それが法的義務であるとまで

はいえないものの)会計監査人から指摘されていた取引の実在性の疑義につい

て、より慎重な姿勢で対応することがより望ましかったとも考えられる。

(イ)2019年 7月 11日 の経営委員会での河上氏からの指摘について

前記イ (イ )の とおり、2019年 7月 11日 の経営委員会では、2019年循環取引事案に

係る取引について、河上氏から、「これは循環取引ではないのか」との質問がなされ

たが、平)II氏 からはその場で問題ない旨の回答がなされた後、取締役の間で、循環取

引についてそれ以上の議論はなされなかったものと考えられ、その結果、追加の調査

等は行われず、実体のない取引であることが判明することはなかった。

しかしながら、河上氏からの上記質問のほかに、具体的に循環取引であることを疑

わせる事情はなく、また、当該取引を担当する東 1の本部長である平サ|1氏 から問題な

い旨の回答がなされており、かつ、平サII氏が虚偽の報告をしていることを窺わせる事

情は認められなかったため、竹下氏が、平)|1氏 の回答を信頼 し、更なる調査を求めな

かつたこともやむを得ないと考えられる。したがつて、上記事実により、竹下氏に、

2019年循環取引事案の認識可能性があったとまではいえない。

そ うであるとしても、前記 (ア )の とおり、会計監査人から取引の実在性について指

摘をされていた事実を踏まえれば、竹下氏としては、 (それが法的義務であるとまで

はいえないものの)平川氏に対して、河上氏からの指摘に対 してより慎重に確認を行

うよう求めることがより望ましかつたとも考えられる。
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オ.その他の取締役について

2019年 7月 11日 の経営委員会には、取締役、執行役員及び監査役の全員が出席 し

たところ、前記イ (イ )の とおり、同経営委員会では、2019年循環取引事案に係る取引

について、河上氏から、「これは循環取引ではないのか」との質問がなされたが、平

川氏からはその場で問題ない旨の回答がなされた後、取締役の間で、循環取引につい

てそれ以上の議論はなされなかつたものと考えられ、その結果、追加の調査等が行わ

れず、実体のない取引であることが判明することはなかった。

しかしながら、前記イないし工以外の取締役については、平サII氏、吉野氏及び竹下

氏とは異なり、会計監査人から取引の実在性についての疑義が指摘されたことや、そ

の他循環取引の存在を窺わせる事情を認識 していた者がいたことは認められなかっ

た。また、当該取引を担当する東 1の本部長である平)|1氏から問題ない旨の回答がな

されていたのであり、そのほかに平川氏が虚偽の報告をしていることなどを窺わせ

る事情は認められなかったため、当該回答を信頼 し、更なる調査を求めなかったこと

もやむを得ないと考えられる。したがって、上記事実により、前記イないし工以外の

取締役に、2019年循環取引事案の認識可能性があったとまではいえない。

(2)第 1ラ イン・第 2ラ インの認識可能性

ア.第 1ラ インの認識可能性

(ア)概要

2019年特別調査委員会調査報告書では、C氏は、第 1チーム (そ の前身である東 日

本事業本部第 6営業部営業第 2チームを含む。)に所属 していた 2015年 2月 より架

空循環取引を始めた旨認定されている。そして、当時、第 1ラ インである営業部門の

上席役職者として C氏の架空循環取引につき最終承認を行っていたのは、主に K氏

でぁった [127]。

したがつて、本項では、K氏において 2019年循環取引事案の認識可能性があつた

かという観点から検討を加える。具体的には、K氏が接 した不正の端緒情報と、それ

に対する同人の対応を確認 し、当該端緒情報から認識可能性を肯定できるか、肯定で

きなかったとして同人の対応に問題はなかったかという点を評価する。

K氏 は、2015年 4月 1日 より東 1・ 第 1営業部 (そ の前身である東 日本事業本部第 6営業部を含む。)

の部長を務め、2018年 4月 1日 から東 1の副本部長を務めてお り、2019年循環取引事案が実行され

たほとんどの期間にわたり、C氏 の上席役職者として架空循環取引の承認を行つていた。
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(イ)己 4案件について

(a)端緒情報の内容

K氏は、C氏の架空循環取引の一部であつた己 4案件について、当初は受注先

の売上先 d社からの入金が 2019年度末に一括でなされる予定であったものを、

同年 H月 より4期に分けて入金させるようC氏に求め、その結果、同案件は K

氏の指示どおりに入金サイ トを短縮 して実施されることとなった。

(b)K氏の対応

当該案件に係る当委員会のヒアリングに対し、K氏は、以下のとおり説明した。

すなわち、当該案件では、与信管理上の問題意識から、支払サイ トを短縮でき

るのであれば承認 し、できなければ承認できないという指示を C氏に対 して行

つた。そして、支払サイ トの短縮、つまり納期の前倒 しができるかどうかは、発

注者である売上先 d社 と、実際に作業を行 う仕入先 f社の間の問題であつて、商

流に関与するだけの NOSの問題ではないと思っていた。そして、仮に NOSが納期

を前倒 ししなければならない場合には、それが実際に可能であるかを検討した

が、作業を行 う仕入先 f社が納期を前倒 しできるかどうかを NOSが検討する必

要はないと考えていた。

(c)評価

支払サイ トの短縮は納期の前倒 しを意味し、受注額約 ■■ 円規模の案件の納

期を前倒 しすることは本来容易でないところ、それができてしまつたこと自体

が、同案件の実在性を疑 う端緒となり得たとも考えられる。しかも、上記案件に

おいて、NOSは商流に「入れてもらう」立場であったのだから、そのような NOS

が希望したからといって、受注者であり納期の前倒 しにより不利益を被る仕入

先 f社が容易に応 じるというのはあまり考え難く、そのこと自体が案件の実在

性を疑わせる事情として、不正の端緒情報となり得た。この点、K氏は、仕入先

f社が納期の前倒 しに応 じたことにもう少し疑問を持つことは可能であったと

思われる。

一方で、K氏がこの点に疑問を持ち、仕入先 f社に対して納期の前倒 しが可能

となった理由を聞い合わせたとしても、同社の担当者は当該架空循環取引の実

施について C氏 と共謀 しているから、その回答をもつて上記案件が架空循環取

引であることが判明したかというと、難 しかったものと推沢1さ れる。そもそも、
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なぜ納期の前倒 しが可能であったのかという確認を受注者に対 し行 うことは一

般的な対応 とはいい難く、それをしなかったことに落ち度を求めるのは難しい

上、納期の前倒 しの可能性について確認することを飛び越えて案件の実在性を

問い合わせることを求めるのは現実的でなかろう。

K氏の対応については、NOSの ことでないからという理由で納期の前倒 しが実

施できたことに疑問を持たないとい う対応 自体は残念な部分があるものの、そ

のJ点 に疑間を持って調査したとしても、C氏及びその共謀者が偽 りの報告をする

可能性が高かったことを考慮すると、それによって架空循環取引が判明してい

たとまではいい難く、認識可能性を認めることまではできない。

(ウ)小括

以上のとおりであるから、第 1ラ インである営業部門の最終承認権者であった K氏

においては、不正の端緒となり得る情報に接していたとはいい得るものの、仮に当該

情報をきつかけに調査を行ったとしても、発注者及び受注者 と共謀 して実行された

架空循環取引に容易に気付くことができたとまでは認め難く、2019年循環取引事案

の認識可能性があったと評価することは難 しいといわざるを得ない。

そうであるとしても、K氏は、2016年 に売上先 d社及び売上先 j社との間の取引

(2016年 6月 16日 付け経営者確認書 35項において指摘された取引)について C氏

とともに会計監査人からヒアリングを受け、取引の実在性について確認することの

重要性を知る機会があり、かつ、部署の従業員が行 う取引について、不正な取引でな

いかを確認すべき立場にあつたと考えられることからすれば、取引の実在性の疑義

について、より慎重な姿勢で対応することがより望ましかったとも考えられる。

イ。第 2ラ インの認識可能性

(ア)概要

第 2ラ インを構成する管理部門のうち、法務・CSR室、リスク管理室、営業統轄室

については、2019年循環取引事案に気付くべき端緒情報に接 したことは確認されず、

その他同事案の認識可能性があったことを窺わせる事情も見当たらなかつた。

これに対し、経理部は、毎年度の会計監査業務において、会計監査人より、例えば

下記 (イ)の ように、2019年循環取引事案を構成する取引の一部につき疑義を呈されて

調査を求められており、端緒情報に触れていたものと考えられる。

したがって、経理部に関して、より具体的に認識可能性を検討する。
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(イ)経理部が接 した端緒情報の内容及び経理部の対応

a. 2016年 3月 期経営者確認書 35項記載の取引について

2016年 3月 期の経営者確認書 35項では、NOSが売上先 d社及び売上先 j社を

受注先とする製品の販売取引について、取引実態があることを確認 している。同

経営者確認書の記載がなされた経緯は、次のとおりである。

すなわち、当初、会計監査人からNOS経理部に対し、当該取引の実在性につい

て疑義を伝え、実在性を示すエビデンスを提出するように求めた。これを受け、

経理部は、エン ドユーザーからの納品書を入手できなかった代わりに、売上先 j

社が作成 した書類を受領 して納品書の代わりとして提出したが、それに加え、会

計監査人は、経営者確認書において、当該取引の実在性を経営 トップに陳述させ

た上で、同期の監査意見を出したものである。

この点、監査対応において会計監査人のカウンターパー トとなる経理部は、会

計監査人から当該取引の実在性について疑義を示されており、かつ、会計監査人

が経営者確認書での陳述を求める程度に当該取引の実在性が監査上議論になつ

たことについて、当然認識 していたものであるから、監査意見を得られた後とな

つてでも、当該取引の実在性の確認を継続 して実施することが望ましかった。

しかし、一方で、経営陣又は監査役から継続調査の指示が出されなかったこと、

実在性確認のためにはエン ドユーザーヘの納品の有無を確認する必要があり、

営業部門の協力を要し経理部独自の確認には限界があつたことなどの事情も認

められる。これらの事情に鑑みれば、経理部に対し、当該取引の実在性の確認を

継続 しなかったことを強く非難することは酷な面も否定できず、これをもつて

2019年循環取引事案の認識可能性があったとまでは評価できない。

なお、会計監査人からの同種取引の実在性に対する指摘は、翌年度の「監査覚

書 (第 30期 )」 1212)においても指摘されている。同年度も会計監査人による監

査意見は出されており、その後に経営陣や監査役から調査を継続することを求

められたことはなかつたため、経理都が深堀調査に及ばなかったことを全面的

に非難することは酷ではある。しかし、経理部として、同種取引の実在性につい

て繰 り返 し指摘を受けていることを重く受け止め、監査意見を得 られたことに

安堵するのではなく、同種取引に対 しより深度の深いチェックを行 う契機 とす

べきであった。

b, 「監査覚書 (第 30期 )」 12(1)記載の取引について
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2017年 3月 期監査覚書 12(1)では、売上先 j社→NOS→仕入先 d社という商流

取引において、NOSが仕入先の仕入先 d社に代金支払をしてから、発注者の売上

先 j社より代金の入金を受けられるまで約 5か月間空くため、その間、NOSが仕

入代金約 ‐ 円を立替金として計上しなければならなくなつていたことについ

て、「
■■グループの企業環境と同社の与信状況につき、留意する必要がある」

と、会計監査人から懸念が示されている。

このような懸念が示されている以上、経理部としては、立替払いが発生する理

由を確認 してその合理性を検証することが望まれた。

しかし、経理部は、このように立替金が発生する取引に対する疑念を持った場

合であつても、当該態様の取引が従前より糸睦続 しているものであったことや、い

ずれの取引も営業部において承認手続を経ていること、立替金は発生している

ものの代金の入金は期限どおりになされていたこと、最終的に会計監査人が監

査意見を出していることなどの事情から、立替金が発生している取引について

深堀 りをして確認をしなかったということである。

本来であれば、経理部は、営業部門に対して積極的な牽制力を発揮すべきであ

つて、同様の取引が継続して実施されていることや、営業部内の承認手続を経て

いることなどは、経理部が深堀 りをして確認をしない理由にはならない事情で

あり、この点は強く反省を促 したい。とはいえ、立替金が発生していることのみ

から、架空循環取引であることまで認識可能であったとはいい難い。

(ウ)小括

以上のとおり、第 2ラ インを構成する管理部門のうち、法務 。CSR室、リスク管理

室、営業統轄室は具体的な端緒情報に触れた事実は確認されておらず、また、経理部

については会計監査人の監査対応を補助する中で会計監査人より架空循環取引の端

緒となる情報を得ていたものの、それによつて 2019年循環取引事案の認識可能性が

あつたとまでは認められない。

しかし、繰 り返 しになるが、経理部には、今後、会社の会計不正は自分たちが見つ

けるのだという主体的積極的な気構えを求めたい。

(3)三様監査の認識可能性

ア.内部監査室

(ア)内部監査室が接 した端緒情報の内容
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本調査においては、内部監査室において、2019年循環取引事案を具体的に認識 し

ていた又は認識 し得たと認めるに足 りる事情は確認されていない。

しかしながら、内部監査室長及び内部監査室員の一部は、2017年度の会計監査人

による四半期 レビュー報告会に同席していた。当該報告会では、会計監査人から監査

役に対して、2019年循環取引事案に係る循環取引を構成する売上先 j社 との取引 (以

下「己-13案件」という。)について「客観的なエビデンスが入手できていない」、「エ

ン ドユーザに納品されたかどうかが分かり難いので、ヒアリング等により妥当性を

確認 している。」といつた報告が行われており、かかる各報告会においては、会計監

査人が結果的に 2019年循環取引事案に係る循秦取引であった己-13案件に関する取

引の実在性に疑いを持っていたことから、取引の実在性を確認するためのや り取 り

がなされていたと認められる [128]。

そして、当時内部監査室長であった G氏は、己 13案件に係るや り取りが行われた

2017年度の会計監査人による四半期レビュー報告会のうち、2017年 7月 28日 付け

のものには出席 していなかったが、2017年 10月 26日 及び 2018年 1月 29日 付けの

ものには同席 していたことから、会計監査人の己-13案件に係る報告内容を認識 して

いたと認められる。

(イ)評価

前記 (ア)の とおり、内部監査室において、かかる各報告会における会計監査人との

や り取 りを通じて、己 13案件に係る取引の実在性ひいては循環取引について認識し

得たとまでいうことはできないが、他方で、会計監査人が結果的に 2019年循環取引

事案に係る循環取引であつた己-13案件に関する取引の実在性に疑いを持つており、

取引の実在性を確認するためのや り取 りがなされていたと認められることからする

と、内部監査室において取引の実在性について疑念を持ち得たといえる。

特に、会計監査人によるヒアリングの実施対象となること自体が、当該事項に関す

る不正等の疑念を生じさせる事情であるから、内部監査室において、取引の実在性に

ついての疑念を持ち、経理部及び会計監査人の調査とは別に調査を行い、又は経営陣

に対 して指摘するなどの対応を行 うことはできたといえる。

この点に関して、2017年及び 2018年当時財務経理部長として本文記載の各四半期 レビュー報告会に

同席 していた L氏は、2017年 7月 28日 付け四半期 レビュー報告会に関して、「トーマツから取引実

体があるかどうかという点はずっと問われていた。この時も報告会後に経理の方で トーマツの同席な

くC氏にヒアリングをし、その後、私の方からトーマツに回答をした」と、2017年 10月 26日 付け四

半期 レビュー報告会 (における「エン ドユーザーに納品されたかどうかが分かり難いので、ヒアリン

グ等により妥当性を確認している。」という報告内容)に関して「トーマンは額が大きくなっている

ことから架空であるかどうかということについて疑念 (関心)が強くなっていた」と述べてお り、L

氏においては会計監査人が取引の実在性に疑念を抱いていたことを認識 している。
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この点、確かに、仮に内部監査室において調査等を行った場合であっても、取引の

実在性がないことを確認 し、循環取引を発見することができた可能性は低かったと

考えられるが (そ のため、当時循環取引を発見することができなかったことについて

内部監査室の責任が大きかったとまではいえないが)、 そうであつても、当時の対応

としては、かかる調査等を行 うことが望ましかつたといえる。

なお、この点について、本調査において、上記の G氏は、「トーマツが見ている取

引を内部監査室の監査対象から外すことがあった」旨述べているが、かかる供述は三

様監査についての誤解に基づくものであって、内部監査室は、本来であれば、会計監

査人の監査対象となった案件であつても、独 自により注意深く監査すべきであった

といえる。

イ.監査役

(ア)会計監査人からの情報連携

本調査においては、NOS監査役において、2019年循環取引事案に係る循環取引につ

いて、具体的に認識していた又は認識し得たと認めるに足りる事情は確認されてい

ない。

しかし、以下の a及び bの とおり、会計監査人からの情報連携において、監査役で

ある松田氏が 2019年循環取引事案に係る循環取引を認識する契機となり得る事情が

あつたことは認められる。

a. 2016年 5月 13日 の監査役会において、2016年 3月 期の経営者確認書につい

て会計監査人から説明がなされているところ、常勤監査役の松田氏は、当該経

営者確認書の内容は確認 しているつもりである旨述べており、少なくとも説

明を受けた当時においては、 (提出日以降ではあるものの)売上先 d社との取

引に関する経営者確認書の記載について認識 していたことが認められる。

b。 また、前記ア (ア)記載の 2017年度の会計監査人による匹l半期レビュー報告会

において、2019年事案の循環取引を構成する取引に係るや り取 りが行われて

いたことが認められるところ、松田氏は、当該四半期レビュー報告会に出席 し、

会計監査人から循環取引を構成する取引に係る報告を受け、当該報告内容に

ついて認識 していたと認められる。また、松田氏は、その後の 2018年から2019

年の会計監査人による決算発表前監査役報告会や四半期レビュー報告会にお

いても、2019年循環取引事案の循環取引を構成する取引に係る報告を受けて

いた。
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(イ)監査役の認識可能性

松田氏は、前記ア (ア)記載の「納品されたかどうかが分かり難い」という会計監査

人の報告について、実在性ではなく妥当性の話であると理解していたことや、実在性

について会計監査人から指摘はなかったことなど、会計監査人の報告により実在性

について問題があるとの認識は持たなかった旨述べており、確かに前記 (ア)b記載の

事情から監査役が当該取引の実在性ひいては循環取引について認識 し得たとまでは

いうことができない。

しかし、2016年 3月 期経営者確認書には「納品されたことを確認」、 「取引実体

を伴つたもの」などと記載されており、取引実体の有無に関して明確に言及されてい

る。また、前記ア (ア)記載のとおり、会計監査人が結果的に 2019年循環取引事案に係

る循環取引であつた己 13案件に関する取引の実在性に疑いを持っており、取引の実

在性を確認するためのや り取りがなされていたと認められ、特に会計監査人による

ヒアリングの実施対象 となること自体が、当該事項に関する不正等の疑念を生 じさ

せる事情であることからすると、2016年 3月 期経営者確認書の内容を認識 し、会計

監査人による四半期 レビュー報告会等に出席 していた松田氏においては、取引の実

在性について疑念を持ち得たといえる [129]。

したがつて、松田氏としては、経理部及び会計監査人の調査とは別に内部監査室に

対 しての調査を指示 し、又は経営陣に対 して指摘するなどの対応を行 うことはでき

たといえる。

この点、確かに、仮に松田氏が内部監査室に対して調査の指示等を行い、内部監査

室が経理部及び会計監査人の調査とは別に調査を行った場合であっても、取引の実

在性がないことを確認 し、循環取引を発見することができた可能性は低かつたと考

えられるが (そ のため、当時循環取引を発見することができなかったことについて松

田氏の責任が大きかつたとまではいえないが)、 そうであっても、当時の対応として

は、かかる調査の指示等を行 うことが望ましかつたといえる。

なお、この点について、松田氏は、本調査において、「C氏の循環取引の件が含ま

れているが、会計監査人は重点監査対象として確認 していた。ただし、ヒアリングも

行っており、キャッシュフローも改善しているということだつたため、我々としては

安心していたとい うのが本音である」と述べているが、監査役である松田氏としては、

本来であれば、会計監査人が監査対象としてヒアリングを行つている案件について

は、独自により注意深 く監査すべきであったといえる。

前記脚注 128参照。
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ウ.会計監査人

前記ア (ア)及びイ (ア)記載のとおり、会計監査人においては、内部監査室及び監査役

に対して、2019年循環取引事案についての一定の情報連携を行っており、その範囲

において 2019年循環取引事案に係る循環取引を認識する契機 となり得る事情があっ

たことは認められる。

他方で、会計監査人においては、K氏や C氏に対するヒアリングを行 うなど必要な

範囲で監査手続を行つた上で、かかる情報連携を行つていると認められ、本調査にお

いては、2019年循乗取引事案に係る循環取引を認識する契機 となり得る事情があっ

たということ以上に、会計監査人が 2019年循環取引事案に係る循環取引を具体的に

認識 していた又は認識 し得たと認めるに足 りる事実までは確認されていない [130]。

もつとも、前記第 5・ 3(2)の とおり、会計監査人としては、職業的懐疑心を強く持

ち、より慎重に NOSに対する会計監査を行 うことが期待される状況にあつたことも

踏まえれば、会計監査人としては、必要とされる監査手続の範囲を超えて、より慎重

に、監査手続を実施し、その上で、より積極的に内部監査室や監査役、経営陣との間

で連携を図ることが期待されていたともいい得る。

3.2019年循環取引事案の端緒に関する調査

2019年特別調査委員会調査報告書によれば、C氏による「本不正行為 [131]」 は2015年

2月 頃に始まったとされている [132]。 しかし、NOSは、2019年循環取引事案の調査の過

程において、実体のない架空発注がそれよりも前に始まつていたことを把握していたに

もかかわらず、ステークホルダーに対して、かかる点について NOSか ら説明はなされなか

つた。C氏が一連の架空循環取引に至った手口や動機、根本原因を解明するためには、架

空循環取引がどのような経緯でいつから始まったのか検討することが不可欠であり、し

たがって、かかる意味での C氏による架空循環取引の「端緒」ないし「起点」[133]が ど

こにあるのかというのは非常に重要な事実といえる。以下では、C氏による架空循環取引

130 
前記第 5。 3(2)の とお り、当委員会への委嘱事項については前記第 1・ 2の とお りであり、会計監査人

による会計監査についてもその委嘱事項の範囲内で検討 している。そのため、当委員会は、本調査に

当たつては、会計監査人における監査調書の閲覧を行つておらず、本報告書はその前提で記載された

ものであることには念のため留意されたい。
131 2019年

特別調査委員会調査報告書 [開示版]16買によれば、「本不正行為」は、「第 1、 1記載の納

品の事実が確認できない取引は、中央省庁をエン ドユーザーとする架空の物品販売を内容とする商流

取引を順次繰 り返す形で行われていた (以下「本不正行為」という。)」 と定義されている。
132 2015年 2月 頃に最初の架空循環取引が行われた趣旨と思われる。
133 ここでぃぅ「端緒」、「起点」とは、最初の架空循環取引ではなく、その契機 となる取引を意味してい

る。
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の起点に関する事実関係を明らかにした上で、2019年循環取引事案の調査の際、事実上、

取締役の中で当該調査を統括する立場であつた荒井氏の認識や姿勢を検討する。

(1)2019年循環取引事案の端緒に関する事実関係

ア.2019年特別調査委員会調査報告書の記載

2019年特別調査委員会調査報告書によれば、「本不正行為」の始期は 2015年 2月

頃であるとされており (2019年特別調査委員会調査報告書 [開示版]19頁 )、 納品実

体のない架空取引であることから損益修正仕訳において売上高、売上原価のいずれ

も取り消すとされている (同 31買 )。

イ。2019年循環取引事案の調査の際に NOSが認識していた事実関係

NOSにおいては、2019年特別調査委員会の支援及び トーマツによる会計監査の対

応のために社内調査チームが存在したが、NOSの社内調査では、2020年 2月 21日 頃

(2019年特別調査委員会の中間報告書開示後、最終調査報告開示前のタイミングで

ある。)までに以下の事実が明らかになっていた。

① 2019年特別調査委員会が最初の架空循環取引であると認定した「

■■■」案件 (2015年 2月 に売上先 d社より受注。以下「己 14案件」という。)

について、売上高は架空であるものの、売上原価約 |■円については、実在する

案件 (2014年 12月 受注。以下「己-15案

件」という。)の原価として利用された事実、すなわち、己-15案件で発生した

原価を己 14案件に付け替えるという原価付替が行われた事実

② 己 15案件の仕入の一部に実在性がない、すなわち、仕入先 d社に対する架空発

注により約 |■■円が仕入先 d社に流出し、そのうちの約 |■■円が仕入先 d社

から仕入先 n社に流出した事実

③ 己-15案件の売上原価の一部が、2012年 4月 受注の

■■■」等の案件 (以下「庚-1案件」という。)及び 2013年 9月 受注の「
■■

案件 (以下「庚-2案件」という。)の原価として利用さ

れた事実 (それぞれ約‐ 円の原価付替)

その結果、NOSは、2020年 3月 12日 、2019年特別調査委員会調査報告書の開示と

併せて、仕入先 d社を介して流出した前述の約 ■■■円について特別損失を計上し
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た [134]。 また、2019年特別調査委員会調査報告書の記載を前提とした場合には取 り

消されることとなるはずの己 14案件の売上原価約 ■■円についても取り消すこと

なく売上原価として計上したままとした [135]。

案件名

受注時期

売上高

売上原価

(原価付替 )

売上原極

(架空発注)

庚■案件

及び庚-2案件
己■5案件

の架空舞滋が存在
(待 ,,ll機失船上)

架
空

③2案件の原価を己■5案件に付替

己■4案件

2015年 2月

架

空
⇒循乗 l餃 け|ヘ

①こ…15案件の原儘を己-14案件に付替

吹

命

(2)2019年循環取引事案の端緒にかかるNOSの説明

このように NOSは 2019年循環取引事案の調査において、己 14案件と己 15案件の間

で約 |■円の原価付替が行われた事実、己 15案件において架空取引により約 |■■円が

NOSか ら流出した事実、並びに己 15案件と、庚 1案件及び庚 2案件との間で原価付替

が行われた事実のいずれについても把握 していた。 しかし、2019年特別調査委員会調査

報告書、あるいは、NOSに よるプレスリリースにこれらの事実関係については記載がなく、

NOSか らステークホルダーに対して説明がなされていない。なお、2019年特別調査委員会

調査報告書においては、過年度決算の修正として、己 14案件を含む架空循環取引につい

ては売上高、売上原価のいずれも取り消すとされていることから (2019年特別調査委員

己 15木安件と庚-1案件及び庚 2案件との間での原価付替については、営業年度を跨いだ原価付替で

あるものの金額が僅少であるため、決算訂正は要しないとされた。
NOSの社内調査チームによれば、2019年 特別調査委員会の委員である N会計士・弁護士に紺して、己
-14案件と己 15案件について、NOSが行 う過年度決算の修正内容と、2019年特別調査委員会調査報

告書における過年度決算の修正の方向性の内容が異なることから、両案件の関係性等について調査報

告書に記載する必要がないか尋ねたが、N会計士・弁護士からは、重要性の観点から調査報告書にす
べてを記載する必要性はなく、結果として、調査報告書の内容と実際に訂正した連結財務諸表の数値

に差異があつても問題はない旨の返答があつたとのことである。
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会調査報告書 [開示版]31頁 )、 己-14案件の売上原価約 |■円について、NOSに よる最

終的な整理 (己 14案件の売上原価約 ■■円は売上原価として計上したままとする整理)

とは異なる内容の記載がなされていたともいえる [R6]。

不正の調査においては、不正の手日、特に、初期段階の不正の手口を把握することは、

不正の根本原因、再発防止策等を検討するに当たり重要な手がかりとなることは指摘す

るまでもなく、公表されている他社の不正事案の調査報告書においても不正の端緒を可

能な限り遡つて明らかにしようとするものが少なくない。NOSは、2019年循環取引事案の

調査において、最初の架空循環取引の契機 という意味での「端緒」や「起点」を把握して

いたのであるから、自社で発生した不正を教訓として自社の問題点を矢り出し、実効的な

再発防止策を策定するためにも、C氏による架空循環取引がどのような経緯で、いつから

始まったのか、ということについて NOSが可能な限り明らかにすることは、 (仮に NOSが

適時開示として開示義務を負 うものではないとしても)ステークホルダーに対する丁寧

な情報提供という観点からも重要であつたと思われる。

したがつて、以下では、NOSか らかかる説明がなされなかったことについて、2019年循

環取引事案の調査の際、事実上、取締役の中で当該調査を統括する立場であった荒井氏の

認識や姿勢 (あ えて説明を避ける動機の有無も含む。)を検討する。

(3)荒井氏に対する報告内容

荒井氏は、2019年循環取引事案の調査の際、事実上、取締役の中で当該調査を統括す

る立場にあつた。そして、NOSの社内調査チームは、荒井氏に対 しては、己-15案件にお

いて NOSか ら仕入先 d社、仕入先 n社 と流出した約 ■■■円について特別損失を計上す

ること及び己 14案件の売上原価約 ■■円を取り消さずに売上原価 として計上すること

を説明する際に、少なくとも、己 15案件において約 ■■■円が流出することになった

NOSの仕入先 d社に対する発注が架空であつたこと事実及び己-14案件と己 15案件との

間で約 |■円の原価付替が行われていた事実を説明していたとのことである。

荒井氏はかかる説明を受けたことを否定するものではないものの、明確に記憶はない

とのことである。しかし、己 15案件において NOSか ら流出した約 |■■円の会計処理が

2019年特別調査委員会による中間報告以降の NOSにおける重要論点の一つであったとこ

ろ、約 |■■円という規模の特別損失を (一連の架空循環取引との関係で計上予定であっ

た約 ‐ 円の特別損失に加え)追加で計上することは経営陣にとって重要な関心事項で

あつたこと、己 14案件の売上原価約 |■円について 2019年特別調査委員会の中間報告

2019年特別調査委員会の委員であるN会計士・弁護士によれば、己 14案件の売上原価が己-15案件
の原価 として利用された事実及び己-14案件の売上原価約 |■円は売上原価 として計上したままとす

ることについて NOSの社内調査チームから報告を受けていた、己 14案件の売上原価の処理について

調査報告書に記載をしなかった理由は、原価付替と架空循環取引が連続 しているとは思っていたが、

明確にどこからが循環だという特定ができなかったため、とのことである。
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において示された会計処理とは異なる処理が必要になつたことに鑑みれば、これらの会

計処理と関連する上記架空発注及び原価付替についても説明がなされたと考えられる。

また、2020年 3月 27日 の監査役会の議事録によれば、松田氏は、当該監査役会におい

て、社外監査役及び社外取締役に対し、C氏が架空循環取引に至った経緯について、以下

の説明を行ったとされ、松田氏自身もこれを認めている。

① 調査報告書 (当委員会注 :2019年特別調査委員会調査報告書を指す。)では架空循環

取引が 2015年 2月 から開始されたとあるが、実際には 2012年頃から実案件での原

価付替が行われていた

② 追加原価の金額が億単位にまで膨らんだことから、実案件だけでは補填できず、実態

のない架空取引を考え出したと思われる

③ 本事案 (当委員会注 :2019年循環取引事案を指す。)では、追加原価に対するプレッ

シャーから原価付替を考え出し、それが容易にできてしまつたことで、大規模な架空

循秦取引へと繋がり、結果として多額の現金を不正収受するに至ったと推測される

松田氏によれば、これらの説明は、2019年特別調査委員会調査報告書の内容に加え、

社内調査チームからの報告に基づくものであるとのことであるから、社内調査チームは、

松田氏に対して 2019年循環取引事案の起点となる取引に関連して原価付替が存在した事

実を説明していたと考えられる。そして、当時荒井氏が事実上、取締役の中で 2019年循

環取引事案の調査を統括する立場にあつたことを踏まえれば、社内調査チームにおいて

かかる事項を松田氏に報告しながら、荒井氏に対して報告していなかったとは考え難い。

したがって、荒井氏は、2019年特別調査委員会調査報告書において最初の架空循環取

引とされた己-14案件と実在 した己 15案件の間で約 |■円の原価付替が行われた事実及

び己 15案件において仕入先 d社に対する架空発注により約 |■■円が NOSか ら流出した

事実について報告を受けていたと認められる。

(4)荒井氏の姿勢について

荒井氏によれば、2019年循環取引事案の調査においては、架空循環取引の実態を解明

することに重点を置いてお り、最初の架空循環取引に関連 して原価付替及び架空発注が

存在 した事実について重要性を認識するに至らなかったとのことである。しかし、実在す

る己-15案件において仕入の一部が架空発注であつた事実は、C氏が、2019年特別調査委

員会のヒアリングにおいて述べた、架空循環取引の最初の案件は、もともと実在 していた

1つの案件を 2つに分けて、実在 しているラインと架空のラインを作つた、別の会社に二

重に発注する形をとり、そこから架空循環取引が始まつた、という内容と一致するもので

あつた。かかる C氏の供述内容の概要は荒井氏にも報告がなされていた以上、荒井氏にお
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いて、少なくとも己 15案件の時点から架空発注が存在 し、2019年特別調査委員会が認定

した「本不正行為」の始期 (己 14案件)よ りも前に C氏が架空発注を始めていた可能性

を認識 し得たといえる。そして、己-15案件において約 |■■円を架空発注によりNOSか

ら流出させた結果、実在する己 15案件で本来用いるべき予算が不足し、架空循環取引を

構成する己 14案件との間で約 ■■円の原価付替が行われたという事情が窺われること

に鑑みれば、C氏が架空循乗取引に及んだ手口や動機の解明、換言すれば、アレー トコーズ

の解明のため、己-15案件に関心を払 うきつかけは存在 していた (なお、C氏のヒアリン

グに参カロしていた 2019年特別調査委員会及び社内調査チームのメンバーについてはより

強く同様のことがいえる。)。

一方で、NOSは、2019年特別調査委員会に対し、2019年循環取引事案の原因究明につ

いても委W届 していたところ [137]、 2019年特別調査委員会は、架空循環取引が始まった己

-14案件に関連 して原価付替が行われた事実及び己 14案件との間で原価付替がなされた

己 15案件において架空発注により NOSか ら資金が流出した事実について調査報告書に

記載 していない。また、2019年特別調査委員会の N会計士・弁護士によれば、C氏による

架空循環取引のはじめに複数の原価付替が存在 したことは把握 していたが、担当者に対

してアンケー トを送付 し原価付替の有無について確認するなど当時可能と思われる調査

は行っており、これに加えて、アンケー トの回答の信用性を疑い、証票を確認するなど原

価付替について網羅的に調査を行 うとすれば、決算発表までに調査が完了しないため、原

価付替に関する問題点について NOSに対して積極的には問題提起しなかったとのことで

ある。荒井氏において 2019年循環取引事案の最初の架空循環取引に関連 して存在した原

価付替及び架空発注の重要性を十分に理解することができなかった要因として、これ ら

の事実が影響した可能性は否定できないとは思われる。しかし、前述の事実関係を前提と

すると、2019年循環取引事案の調査の際において、荒井氏として、C氏による架空循環取

引の根本原因の解明をどこまで徹底的に行 う姿勢であったのか、疑問なしとはいい切れ

ない。

もつとも、荒井氏によれば、架空循環取引に関する調査及びそれに基づく原因分析、再

発防止策により、原価付替の問題も対処できているというのが 2019年循秦取引事案の調

査の際の認識であり、C氏による架空循乗取引の起点に原価付替が存在した事実を隠そう

とする意図 (例えば、2019年循環取引事案の端緒が遡ると、2013年事案、2014年事案と

も近接することになり、NOSにおいて、複数の不正を招 く構造的な欠陥が存在 したのでは

ないか、との示唆を与えることになるため、2019年循環取引事案の端緒の解明を行わな

かった、といった意図)は全くなかったとのことである。当委員会としても、2019年循

環取引事案の端緒についての説明を荒井氏が意図的に又は無意識に避けた、とい う事情

は認定していない旨付言 しておく。

2019年 12月 13日 付け「特別調査委員会設置に関するお知らせ」。
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(5)霞が関オフィスにおける原価付替の源流について

前述のとおり、2019年循環取引事案の最初の架空循環取引となる取引に関連 して複数

の原価付替が存在 したわけであるが、このような原価付替を行い得る環境が NOSに当時

存在 したことが、C氏が 2019年循環取引事案を引き起こした遠因の一つになったことは

否定できないと思われる。この点、当委員会の調査により、NOSの霞が関オフィスにおい

ては、原価付替ないしそれに類する行為が 2000年頃から存在 した事実が確認できた。こ

れらの原価付替ないしそれに類する行為と2019年循環取引事案の関係性は明らかでない

が、霞が関オフィスにおいては、オフィス開設以来、原価管理のルールが不明確、ないし

運用が徹底されておらず、原価付替ないしそれに類する行為が形を変えて脈々と行われ

てきたことがわかる。

ア.2000年頃の幸案件について

NOSの霞が関オフィスは、

辛案件の受注を契機 として 2000年 10月 頃に開設された。そのメンバーの大半は、こ

れと関連する案件である である‐ 案件

を担当した     株式会社の出身者等で構成されていた。辛案件は大型プロジ

ェク トであり、同プロジェク トのもとに複数の個別の案件が紐づいていたが、霞が関

オフィスにおいては、ある個別の案件で発注した外注 SEの時間が余つた場合に他の

個別の案件の作業をさせていたことがあった。その後、2002年の終わりごろから2003

年にかけて辛案件が終息してきたため、霞が関オフィスにおいては、中央省庁をエン

ドユーザーとする案件を受注することが目標 となった。しかし、その時′点において中

央省庁から具体的な案件を受注していたわけではなかったことから、中央省庁に対

して提案活動 (いわゆるプリセールス活動)を行 うにしても、担当する外注 SEの予

算がなかった。そのため、辛案件で発注した外注 SEについて余った時間を中央省庁

案件の提案活動のために稼働 させていたことがあった。

イ。2010年 頃の 「保管金」について

霞が関オフィスにおいては、少なくとも 2009年の時点においては「保管金」が存

在 した。かかる保管金は、ある案件において見積段階で予想できない将来の出費に備

えるために見積 りの承認段階において社内の予算に余裕を持たせておくことにより

生じるものであり、当初の想定のとおり同一案件内で使用されることもあれば、予算

が不足する他の案件の原価として利用されること (すなわち、原価付替のために利用

されること)も あった。かかる「保管金」はリス トとして管理されていたが、当該 リ
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ス トが含まれるメールのや り取りには当時の公共部門担当の取締役である鈴木剛氏、

首都圏の公共部門の本部長である■■■氏、部長である■■■■氏も含まれていた。

ウ.2013年頃の仕入先 n社担当者 0氏の人件費の原価付替

仕入先 n社担当者 0氏は 2005年 8月 から2015年 6月 頃まで NOSの霞が関オフィ

スに常駐 していたが、同人は特定の案件において稼働するものではないことからそ

の人件費は (個別の案件に紐づかない)部門の経費として支払われていた。しかし、

2013年 8月 頃に、外注費用の削減という経営 トップの判断により2013年度下半期の

外注スタンフの予算が突如減額され、部門の経費として仕入先 n社担当者 0氏の人

件費を支払 うことができなくなつた。そのため、仕入先 n社担当者 0氏の半年分の

人件費約 ■■■円は仕入先 n社担当者 0氏が稼働 しない (したがって、本来であれ

ば仕入先 n社担当者 0氏の人件費の支払に充てることができない)案件の予算から

仕入先 n社に支払われた。なお、当時公共部門担当の執行役員であった平川氏及び参

事であった■■■■氏は、仕入先 n社担当者 0氏の人件費をこのような方法で支払

うことについて部下から報告を受けていた。なお、仕入先 n社担当者 0氏の 2014年

度の一年分の人件費約 ■■■円についても仕入先 n社担当者 0氏が稼働しない案件

の予算から仕入先 n社に支払われていた。
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4.原価付替に関する調査一二次訂正に至った経緯―

(1)二次訂正により 11億 8800万円を追加費用計上したこと

2019年特別調査委員会調査報告書において、①仕入先 n社を介 して流出したとされた

約 ■■ 円及 (以 下「エンドユーザーo」 という。)

をエンドユーザーとする案件に関連して仕入先 n社が得たとされた約 4000万 円につい

て、NOSは、2020年 3月 12日 の一次訂正の際には、これらの資金の一部が NOSの実在す

る案件の原価 として利用された事実を認定するには至らなかつた。しかし、その後、■■

これらの資金の一部が

NOSの実在する案件の原価 として利用された可能性が浮上したため、NOSは調査を行つた

結果、同年 12月 16日 、これらの資金の一部について売上原価 として計上する旨の二次

訂正を行った。

ア 仕入先 n社を介して流出した約 ‐ 円についての訂正

C氏による架空循環取引により仕入先 n社を介して約 ‐ 円が流出したが、2019

年特別調査委員会及び NOSの社内調査チームは、仕入先 n社から先の資金の流れに

ついて認定するに至らなかったため、NOSは、一次訂正において、婆該約 ‐ 円に

ついては、2019年循環取引事案に係る立替金について計上した特別損失 (約 ■■ 円)

に含まれると整理していた。しかし、

■■■仕入先 n社を介 して流出した前述の約 ‐ 円の一部について、仕入先 n社か

ら仕入先 c社等に支払われ、仕入先 c社等において NOSの実在案件にかかる役務や

物品の提供のための原価として利用された可能性が発覚した。そのため、NOSにおい

て当該約 ‐ 円に紐づく仕入先 n社と仕入先 c社等との間の取引について社内調査

を行つた結果、約 15億 6900万 円が NOSの実在案件にかかる役務や物品の原価とし

て利用された事実が明らかになり、NOSは、一次訂正において当該売上原価を取り消

していたため、二次訂正において、約 11億 8800万円を追加費用計上した [138]。

イ.仕入先 n社との直接取引に関する約 5400万円の不明金についての訂正

2019年特別調査委員会は、エンドユーザーoをエンドユーザーとする案件におい

て NOSが売上先 j社に対して上乗せ して請求した約 5400万円について、C氏は、仕

入先 n社から約 1400万 円の検証機器を購入する際に、仕入先 n社に対して約 5400万

売上原価として再計上された約 15億 6900万円のうち、約 3億 8100万 円については特別損失からの

振替額であり、親会社株主に帰属する当期純利益への影響額は約 11億 8800万 円となっている。
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円を支払い、仕入先 n社がその差額である約 4000万 円の利益を得たと認定した (2019

年特別調査委員会調査報告書 [開示版]30頁 )。 しかし、

かヽる約 4000万円のうち、最大で約 1722万 円に

ついて、実在するエンドユーザーiの案件について仕入先 n社が NOSに対して提供 し

た役務の原価であることが明らかになり、NOSは、二次訂正において、約 1722万円

を特別損失から売上原価に振 り替えた。

(2)2019年循環取引事案の調査時点において認識 し得た問題であること

以下に述べるとおり、前記 (1)のいずれの資金の流れについても、2019年循環取引事

案の調査時点で、問題となる資金の一部が、仕入先 n社又は仕入先 c社等において NOSの

実在する案件の原価として利用されていた可能性があることは明らかとなつており、仕

入先 n社との間の取引に関して行われた原価付替についての調査を行 うきつかけが存在

していたといえる。

ア 仕入先 n社を介 して流出した約 ■■ 円についての調査

仕入先 n社を介して流出した約 ■■ 円の使途を調査するためには、仕入先 n社 と

その下流の取引先との間の取引の内容をまず把握する必要があるところ、2019年特

別調査委員会が実施したデジタルフォレンジンクにより、C氏 と仕入先 n社の担当者

0氏の間でや り取りされた、2016年 における仕入先 n社の霞が関案件に関する取引

のリス ト (以下「霞が関リス ト」という。)は見つかつていた。仕入先 n社の霞が関

リス トには、案件名、仕入先 n社の受注先、受注金額、仕入先 n社の仕入先、仕入先

への支払金額、 (一部の取引について)内訳として仕入先 n社の仕入の用途等が記載

されていた。したがって、少なくとも 2016年 の仕入先 n社の取引については、どの

案件について、どこの法人に対して仕入先 n社からいくら支払われたか資金の流れ

を把握することは不可能ではなく、加えて、仕入先 n社から2016年以外の霞が関リ

ス トの開示を受けていれば、2016年以外についても仕入先 n社より先の資金の流れ

を把握できた可能性がある。

次に、仕入先 n社を介して流出した約 ‐ 円の使途を調査するためには仕入先 n

社より先の取引先 (仕入先 c社等)に対して当該資金の使途を確認する必要があると

ころ、2019年循環取引事案の調査の際に、NOSは、 (前述の霞が関リス トからも明ら

かなとおり)仕入先 n社に流出した約 ■■ 円の一部の資金が仕入先 n社から仕入先

c社に対 して流れていたことを把握 していた。そして、仕入先 c社の■■■■氏は、

2019年特別調査委員会によるヒアリングにおいて、仕入先 c社と仕入先 n社の取引

は基本的には NOSのために行 う取引であり、仕入先 c社とNOSの間の商流に仕入先 n
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社が介在するかどうかは NOSの都合で決められていたとの認識であること、また、仕

入先 c社に支払われた資金については全て実働が伴っており、架空の取引は存在し

ない旨回答 していた。しかし、NOSは、仕入先 c社に対 して、流出した資金によりNOS

のためにいかなる案件のために、いかなる役務又は物品を提供したか (霞が関リス ト

により把握 した 2016年の取引についてさえ)確認することはなかった。

この点、2019年循環取引事案の調査の際に NOS社内の事務方 トップであつた G氏

によれば、仕入先 n社、仕入先 c社はいずれも NOSに よる調査に協力しなかったた

め、仕入先 n社を介して流出した約‐ 円について調査することができなかったと

のことである。 しかし、仕入先 n社の代表取締役である■■■氏は、2019年特別調

査委員会によるヒアリングにおいて、仕入先 n社 とNOS以外の発注先 (仕入先 d社、

売上先 j社等)と の取引について、各発注者の同意が得られた場合には当該取引先と

の取引リス トの開示が可能である旨回答していた。それにもかかわらず、NOSが、各

発注者に対してかかる同意を取得する働きかけを行った事実は確認できない。むし

ろ、荒井氏とG氏 との間で交わされたメールによれば、十分な事実関係の調査を行 う

ことなく、仕入先 n社及び仕入先 c社が NOSか ら金銭を臨し取つたと判断し、2019

年 12月 24日 の時点において十分な説明を行 うことがないまま両社への支払を停止

する等、 (両社との取引を停止 したことの是非は別として)NOSにおいてそもそも両

社に対 して真摯に調査への協力を求めるという姿勢が乏しかったことが窺われる。

イ.仕入先 n社との直接取引における原価付替について

NOSは、2019年循環取引事案の調査の過程において、NOSが仕入先 n社に対して発

注 した 2010年以降の直接取引のうち、一定金額以上の取引について、証票の確認や、

NOSの担当者へのヒアリング等の方法により取引の実在性について確認をしていた。

かかる調査において実在性がないとされた案件については架空発注であつたとして

仕入先 n社への発注が取り消される会計処理がなされていたが、更に進んで、仕入先

n社において NOSの他の案件の役務や物品を NOSに対 して提供 したかどうか、すなわ

ち、仕入先 n社との取引が NOSの原価付替に利用されたかといつた観 J点からの検討

はなされていなかった。

この点、仕入先 n社の担当者 0氏は、2019年特別調査委員会によるヒアリングに

おいて、エンドユーザーoをエンドユーザーとする案件で NOSか ら仕入先 n社に支払

われた約 5400万 円について、NOSが仕入先 n社から購入した検証機器の価格 (約 1400

万円)と の差額である約 4000万 円の一部は、エンドユーザーiの案件での出張経費

等として仕入先 n社において処理 した旨回答していた。また、C氏 自身も 2019年特

別調査委員会によるヒアリングにおいて、 (かかる案件との関係ではないが、一般論

として)仕入先 n社 との間で原価付替を行つていたことを認めていた。したがって、
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少なくともかかる案件については、NOSの担当者に対 してヒアリングを行 う、証票を

確認する、仕入先 n社に対 して更なる情報提供を求める等の手段により NOSにおい

て原価付替が行われていた事実の有無を確認するきつかけは存在 していたとい うべ

きである。そして、前述のとおり、

■■かかる案件において実際に原価付替が行われた可能性が高いことが確認された

わけであるから、2019年循環取引事案の調査の際に同様の調査を行っていれば、仕

入先 n社が得た約 4000万円の一部が NOSの原価 として利用された事実について把握

できた可能性がある [139]。 このように、2019年循環取引事案の調査時点で、仕入先

n社を介 して流出した約 |■■円についても、また、エンドユーザーoをエンドユー

ザーとする案件において仕入先 n社が得たとされた約 4000万 円についても、その一

部が NOSの実在する案件の原価として利用されていた可能性を認識 し、深度のある

調査を行 うことは不可能ではなかった。

(3)原価付替の調査に関する取締役 (社内・社外)の感度

本調査において、NOSの取締役 (社内・社外)が 2019年特別調査委員会又は社内調査

チームに対 して原価付替の調査を行わないよう指示をした事実は確認できなかった。ま

た、2019年循環取引事案の調査当時、前記 (2)で挙げた霞が関リス トや仕入先 n社、仕入

先 c社の関係者のヒアジングの内容の詳細を NOSの取締役 (社内・社外)が認識 していた

事実は認められなかった。しかし、2020年 2月 14日 付けの四半期報告書の提出期限の延

長申請書において延長理由の一つとして原価付替の調査が挙げられていたこと、仕入先 n

社との取引において原価付替が存在 した事実は 2019年特別調査委員会調査報告書にも記

載されておりNOS経営陣も容易に認識 し得たこと (2019年特別調査委員会調査報告書 [開

示版]29頁 )、 仕入先 n社を介して流出した金額は約 ‐ 円と高額であること、それに

もかかわらず流出した約 ‐ 円について仕入先 n社以降の資金の流れは解明できていな

かつたことを踏まえれば、NOSの 取締役 (社内 。社外)が、流出した約 ‐ 円について

資金の流れを可能な限り解明すべきではないか、あるいは、仕入先 n社との取引において

仕入先 n社との直接取引の調査において原価付替についてより深度のある調査がなされなかった要

因の一つとして、NOS社内調査チームの事務方の トップであった G氏の姿勢についても触れざるを得

ない。すわなち、かかる調査において NOSの仕入先 n社への発注に実在性がないとされた NOS→仕入

先 n社→             式会社 (以下「p社」という。)の取引について、G氏 は、p社
が仕入先 n社の裏帳簿会社か、C氏につながる トンネル会社であり、p社について調査することはや

ぶへびである旨部下に姑 して伝えていた。2019年循環取引事案においては、仕入先 n社を通 して資

金を他社に流出させることが典型的な手口であり、また、そのような流出先の中には NOSの案件のた

めに資金を利用 した旨述べる法人もあつた以上 、かかる取引についても原価付替の可能性を疑い p

社に紺して取引内容を照会する等の姑応を採ることを検討 してしかるべきであつたとも思われる。な

お、G氏 によれば、仕入先 n社に紺して p社について質問したとしても、同社が仕入先 n社の裏帳簿

会社か、C氏 につながる トンネル会社であり、仕入先 n社は回答 しないだろう、したがつて、質問し

ても意味がないという意味でやぶへびという言葉を使ったとのことである。
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原価付替が他にも存在するのではないか、といった問題意識を持ち、取締役同士で、ある

いは、2019年特別調査委員会又は社内調査チームに対して問題提起をするということも

(そ れが法的義務とまではいえないとしても)お よそ不可能というものではなかつたと

思われる。NOSの 取締役 (社内 。社外)のいずれについても、2019年循環取引事案の調査

において、当事者意識、換言すれば、自社従業員が起こした不正を自社の問題点と捉え徹

底的に解明するという姿勢が足りていなかつたことは否定できないであろう。

加えて、取締役の中でも、事実上調査を統括する立場にあった代表取締役である荒井氏、

荒井氏とともに当時代表権を持ち、社内調査チームから調査の進捗についてメールで報

告を受けていた吉野氏及び管理部門を管掌し、社内調査チームから調査の進捗について

メールで報告を受けていた川日氏については、以下のとおり、危機対応時における「姿勢」

として十分であったかとい う観点から特に指摘が必要である。

ア.荒井氏について

荒井氏は、2019年循環取引事案の調査当時、仕入先 n社を介して流出した約 ‐

円について、2019年特別調査委員会及び社内調査チームから、これ以上の調査はで

きない、調べてもわからないといった旨の報告を受けていたため、かかる約■■円
について資金の流れを更に調査することはできないと思ったとのことである。

しかし、荒井氏が、2019年特別調査委員会や社内調査チームに対して、かかる約

‐ 円の資金の流れの解明のためにどういつた追加調査が考えられるのか、追加の

調査の障害となる事由が何か、どうすればその障害を解消できるか、といつた事情を

確認 した事実や資金の流れを解明するよう強く指示を出した事実は認められず、こ

れ以上の調査ができないとの 2019年特別調査委員会や社内調査チームからの報告を

ただ受け入れたとも評価できる状況であつた。荒井氏は、取締役の中で事実上調査を

統括する立場にあり、2019年特別調査委員会及び社内調査チームから調査の進捗に

ついて NOSの取締役の中で最も報告を受けていたわけであるから、仕入先 n社を介

して流出した約 ‐ 円について、仕入先 n社に調査の協力を求める等更なる追加調

査を行 うよう指示をする、あるいは、他の取締役 (社外取締役を含む)に も調査の状

況について進捗を共有し、多角的な観点 [140]か ら意見を求めることが、 (それが法

的義務とまではいえないとしても)危機対応時におけるリーダーの姿勢として望ま

例えば、2019年循環取引事案においては原価付替という会計不正も問題となっていた以上、会計、法

律を専門とする社外取締役に対して原価付替に関する調査を行 うことの重要性を確認する、調査方法

を相談する、ということも考えられたであろう。また、第 1営業部を含む東 1を管掌する平川氏 (な

お、第 9。 3(5)の とお り、平)II氏 も過去に原価付替に関与していた事実が認められる)に封して霞が

関オフィスにおける原価付替の実態について本音ベースで尋ねるということも考えられたであろう。
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しかったといえる [141](他方で、荒井氏以外の取締役も、荒井氏に対して詳細な情

報提供を求めたり、調査の方針について荒井氏と何度も協議したりすることはなく、

取締役会を構成するメンバーとして荒井氏を積極的に支えようという姿勢があった

かどうかには疑間がある。)。

このJ点、荒井氏によれば、当初こそ全容解明を最重要目標にしていたものの、2020

年第 3四半期報告書の提出期限が近づくにつれ、調査に一定の段階で目途をつけ、投

資家や取引先に対 して四半期報告書の提出という形で情報提供を行 うことを優先す

る気持ちがあつたとのことであり、かかる姿勢により結果として仕入先 n社との取

引に関する原価付替についての深堀調査に至らなかった可能性は否定できない。

一方で、2019年特別調査委員会から荒井氏に対し、原価付替が 2019年循環取引事

案の端緒の一つであるとして原価付替について徹底的に調査するよう助言がなされ

なかったことが、荒井氏が仕入先 n社の取引に関する原価付替の追加調査の指示を

積極的に行お うとしなかった要因の一つになったであろう。 しかし、2019年循環取

引事案に関連 して複数の原価付替が行われた事実は既に発覚 していたことを踏まえ

ると、荒井氏において、少なくとも、仕入先 n社との取引に関する原価付替の問題に

ついての調査の方向性について、2019年特別調査委員会と協議をするといつた対応

を採ることも (それが法的義務とまではいえないとしても)期待できないわけではな

かつたと思われる。

イ.吉野氏について

吉野氏によれば、NOSに おいて原価付替が問題となつているとの認識を持ったのは

当委員会が発足した頃 (2020年 11月 頃)と のことである。 しかし、2020年 2月 14

日付けの四半期報告書の提出期限の延長申請書においてその理由の一つとして原価

付替の調査が挙げられていたこと、 (一般論としてではあるものの)仕入先 n社との

他にも、荒井氏の危機姑応時におけるリスク感度については指摘が必要である。すなわち、NOSは、
2019年循環取引事案の調査の際に、架空循環敢引に関与した会社との間における C氏が関与した受

発注の実在性を確認 したが、その過程で、NOSが 売上先 d社から‐ 円で受注した 「
■■■■■

」案件         について取引の実在性に疑義が生じた。そのため G氏は

売上先 d社に対してかかる取引の実在性に関する売上先 d社の認識を確認 したところ、売上先 d社 と

しては、NOSか ら提供された完成図書 (約 30頁 のプレゼン資料)を もつて成果物の提供があつたと

し、取引の実在性があるとの認識であるとの回答がなされた。G氏は、売上先 d社とのや り取りを踏

まえ、荒井氏に姑し、かかる完成図書を示した上で、成果物に ‐ 円の価値があるとは到底思え

ないが、実在性があると売上先 d社が回答する以上、NOSに おいても実在性があるとせざるを得ない

と報告した。これに紺 して、荒井氏も、NOSが売上先 d社に提供した成果物は価値がないこと、すな

わち、取引が架空である可能性があることを認識 していたが、G氏 に姑し、ただ トーマツに対 して説

明するようにと伝えるのみで、買文引の実在性がないことを前提に会計処理を行 うよう指示を出した

り、取引が行われた経緯を調査するために売上先 d社に封して事実関係を更に確認するよう指示を出

したりすることはなかった。最終的にかかる取引は実在性があるものとして NOSにおいて整理されて

いる。
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取引に関連 して原価付替を行つていたことを認める C氏のヒアリング結果の概要は

吉野氏にも共有されていたこと、実際に 2019年特別調査委員会調査報告書において

仕入先 n社との取引に関する原価付替が指摘されていること等からすれば、2019年

循環取引事案の調査の際に既に原価付替は重要な論点の一つになっていたのであり、

かかる吉野氏の発言は、吉野氏が 2019年循環取引事案の調査に主体的に関与し、事

案を解明しようとの意識を持っていなかつたことを端的に示 しているといえる [H2]。

このような吉野氏の姿勢は、自社において約 548億円 (総額ベース)の架空循環取引

が発生したとい う非常時においては、危機感にかけた姿勢であつたといわざるを得

ない。吉野氏は約 12年 NOSの代表権を持ち NOSの ビジネスを最も知 り得る立場にあ

る経営陣の一人であつたこと、2013年事案や 2014年事案の調査対応も経験し、危機

対応時における経営者としてのあるべき姿について学ぶ機会があったことを踏まえ

れば、 (それが法的義務とまではいえないとしても)荒井氏を支え、荒井氏と二人三

脚で危機に対応すべきであったと思われる。

ウ.サ |1口 氏について

川口氏は、2019年循環取引事案の調査の際に、管理部門を管掌する取締役であり、

荒井氏及び NOS社内の事務方 トップであった G氏を支援する立場にあつた [143]こ と

から、調査の進捗 (例 えば、C氏のヒアリングの概要)に関する社内調査チームから

のメールも受信 していた。 しかし、川口氏において、 (それが法的義務とまではいえ

ないとしても)荒井氏又は G氏 との間で、2019年特別調査委員会又は社内調査チー

ムの調査範囲を確認 したり、方針に関し積極的な協議をしたりすることはなかった。

管理部門を管掌する取締役としては、NOSの危機的局面において積極性に欠けていた

とも考えられる。

(4)小括

2019年循環取引事案の調査の際に NOSの取締役は社内取締役 。社外取締役いずれも当

事者意識が十分といえるものではなかった。加えて、荒井氏は、(2019年特別調査委員会

から問題提起がなかったことなど酌むべき事情は存在するが)原価付替の存在を認識 し

ながら、仕入先 n社との取引に関する原価付替について徹底 した調査を指示することは

現に、2019年特別調査委員会の中間報告が開示された後、NOSの取引先からNOSにおいて不正が繰 り

返されることから経営陣の責任の取り方について問い合わせがなされていたが、荒井氏は、吉野氏は

責任を感 じることが全くなく、他人事である旨他の取締役に対して伝えている。

川口氏によれば、荒井氏との間では、2019年循環取引事案の調査は荒井氏及び G氏が主体的に対応

を行い、サ|1口 氏はその支援を行 うという棲み分けがなされていたとのことであり、実際に、川 口氏は、

G氏 から相談を受けた事項について検討を行 う等の支援を行つていたとのことである。

167



なかつた。また、吉野氏及び川口氏は 2019年循環取引事案の調査へ積極的に関与してい

たかどうかという点に疑義がある。NOSの取締役 (社内 。社外)の うちの一人でも「仕入

先 n社との取引に関する原価付替が他にも存在 しているのではないか」、「C氏 による架空

循環取引と原価付替はどのように関連 しているのか」、「2019年循環取引事案のきっかけ

は原価付替だつたのではないか」などといった非常時における上場企業の経営者として

持つことが望ましい疑問と危機意識を持ち、仕入先 n社との取引に関する原価付替につ

いて徹底した調査を行 うことを提案 していれば、

■原価付替を 2019年循環取引事案の調査の際に発見することができた可能性もあつたと

考えられる。

したがつて、2019年循環取引事案の調査において仕入先 n社との取引に関する多数の

原価付替を発見できなかったこと及びその結果として二次訂正に至ったことの原因の一

つとして、荒井氏、吉野氏、川日氏をはじめとするNOSの取締役 (社内。社外)の危機感、

コンプライアンス意識及び会計 リテラシーの低さがあつたことは否定できない。

5 経営 随 の などL今の決 市プ ロセ スの禾 滴 楓 1チr

(1)概要

2019年循乗取引事案を受け、吉野氏、荒井氏及び平川氏については、1か月間、報酬の

10%を 自主返上することとされた (以下「2020年 3月 処分」という。)。 同処分は、2020年

2月 13日 の諮問委員会 (以 下「本諮問委員会」という。)の承認を経て同年 3月 12日 の

取締役会において決定されたが、このうち、本諮問委員会の承認に係る手続は、以下述べ

るとお り、諮問委員会の目的・機能等に照らし不適切なものであったといわざるを得ない。

(2)諮問委員会の目的 。機能等

諮問委員会は、独立社外役員を主要な構成員として [144]、
「取締役会の諮問機関として、

経営の透明性 。公正ll生 を高め、コーポレー トガバナンスを強化するため、取締役会の議長

の諮問を受けて、取締役及び執行役員の選任、解任及び報酬等に関する事項を審議及び答

申すること」を目的とした機関であるとされており (諮問委員会運営規程 1条 )、 取締役

の報酬等の典型的な会社と取締役 との利益相反が生 じ得る局面について、取締役会の判

断の独立性及び客観性を確保するために設置されたものと考えられる。かかる諮問委員

会の目的・機能に鑑みれば、諮問委員会における承認は、十分かつ正確な基礎情報に基づ

き、独立かつ客観的になされるべきである。

委員は、代表取締役、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役である (諮問委員会運営規程 2条 3項 )。
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本件でいえば、2020年 3月 処分は、取締役の法的責任を明確にするものではないもの

の、2019年循環取引事案に対する取締役の経営責任及び監督責任を明確にするために行

われたものと考えられることから [145]、 処分の妥当性を判断するに当たっては、取締役

の経営責任及び監督責任の有無及び程度を検討する必要がある。そして、取締役の経営責

任及び監督責任の有無及び程度は、当該事案を防止するために何らかの対応を取つてい

たか、当該対応は十分であつたかなどの観点から検討されるべきものであるところ、かか

る検討は、事案の内容及び原因分析が十分に行われた後で、それを踏まえて行 うべきもの

と考えられる。したがつて、諮問委員会としては、上記の目的・機能を十分に果たす観点

からは、事案の内容及び原因分析に関する十分かつ正確な情報を踏まえて処分の妥当性

について判断する必要があつたといえる。

(3)2020年 3月 処分の決定プロセスの問題点

2020年 3月 処分は、以下のとおりのプロセスを経て決定された。

2020年 2月 12日

2020年 2月 13日

午前 9時 30分

2020年 2月 13日

午前 10時

2020年 3月 12日

経営委員会において、荒井氏から、翌日の取締役会で、2019年

特別調査委員会の中間報告が行われる旨の報告がなされた (中

間報告書の開示版は経営委員会に先立ち配布されていた。)。

諮問委員会において、荒井氏から報酬の自主返上案 (2020年 3

月処分と同内容のもの)が提案され、承認された。

取締役会において、2019年特別調査委員会から、中間報告書の

概要についての報告がなされた。

NOSは、2019年特別調査委員会調査報告書を受領 し、その後、

取締役会において、2020年 3月 処分が決定された。

このように、本諮問委員会による 2020年 3月 処分の承認は、2020年 2月 13日 の取締

役会において 2019年特別調査委員会から同委員会の中間報告書の概要が説明される前の

時点で行われていた。 しかしながら、この時点では、2019年特別調査委員会による原因

分析は未了であり、また、2020年 2月 12日 の経営委員会に先立ち中間報告書の開示版が

配布されていたとはいえ、配布されたのは直前であつて、諮問委員会における 2020年 3

月処分の承認に当たり、諮問委員会の委員が事案を十分に把握できる時間が確保 されて

いたとはいい難い。

また、本諮問委員会の場では、2019年循環取引事案について、「経営及び管理職の関与

が無く、ある程度のガバナンス、コンプライアンスも守られていたが、業務処理の不備を

2020年 3月 処分を公表 した NOSの 2020年 3月 12日 付けプレスリリース 「特別調査委員会の調査結

果と今後の対応に関するお知らせ」2.(2)ア。
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突き、他社担当と協力 し不正を働いた」事案であることの説明はあつたものの、それ以上

に詳細な事案の説明等が行われたことは認められなかった。

さらに、2020年 3月 処分の提案の理由としては、2013年事案を受けた取締役の処分案

も同等の内容であったことが説明されていたが、2013年事案を受けて吉野氏に対して行

われた処分は、実際には、1か月分の月額報酬を 10%減額するものではなく、1か月分の

月額報酬を30%減額するものであり、2020年 3月 処分の内容とは異なるものであった [146]。

以上のとおり、本諮問委員会においては、事案の内容及び原因分析に関する十分かつ正

確な情報を踏まえて 2020年 3月 処分の妥当性が判断されたとはいい難い状況にあつた。

このような状況においては、諮問委員会の委員としては、処分の妥当性について、独立か

つ客観的な判断をすることはできないとして、十分な情報提供を経営側に求め、又は、NOS

が 2020年 3月 12日 に 2019年特別調査委員会調査報告書を受領 した後に、当該報告書に

記載された原因分析等を踏まえて、改めて 2020年 3月 処分の妥当性について検討すべき

であつたと考えられるが、本諮問委員会において、諮問委員会の委員から、上記の状況に

ついて特段問題視する指摘がなされることはなく [147]、 2019年特別調査委員会調査報告

書を受領 した後に、改めて処分の妥当性が検討されることもなかった。このことからすれ

ば、本諮問委員会の承認に係る手続は、諮問委員会の目的・機能に照らし不適切なもので

あったといわぎるを得ない。かかる一連の手続については、諮問委員会の委員自身からも、

適切ではなかった旨の反省の声があつた。

また、諮問委員会に対して諮問を行 う経営陣としても、諮問委員会の目的・機能を十分

理解 した上で、適切な情報提供を行 うべきであつたが、前述の状況を踏まえると、適切な

情報提供を行 う姿勢が欠けていたといわざるを得ない。さらに、前記脚注 147の とおり、

2013年事案を受けた取締役の処分内容の誤 りについての委員からの指摘に対 し、荒井氏

及び吉野氏が改めて確認を行わなかつたことも不適切であったと考えられる。加えて、

2020年 3月 処分の案が、処分を受けるべき立場にあつた荒井氏自身により提案されたこ

とや、2019年特別調査委員会による事案解明及び原因分析は終了していなかったにもか

かわらず、2019年循環取引事案について、「経営及び管理職の関与が無く、ある程度のガ

バナンス、コンプライアンスも守られていたが、業務処理の不備を突き、他社担当と協力

し不正を働いた」事案であると説明し、NOSがいわば被害者的立場にあつたことを前提と

していたことも、諮問委員会に対 して処分案につき諮問を行 う荒井氏及び吉野氏の姿勢

としては問題であったと考えられる。

以上のとおり、本諮問委員会の承認に係る手続は、諮問委員会の目的・機能等に照らし

不適切なものであったといわざるを得ず、その結果を踏まえて決定された 2020年 3月 処

2013年事案を受けた処分を公表した NOSの 2013年 3月 8日 付けプレスリリース 「当社元社員による

不正行為に係わる調査結果に関するお知らせ」。

ただし、前述の 2020年 3月 処分の案の参考とした 2013年事案を受けた取締役の処分内容の誤 りにつ

いては、本諮問委員会において、委員から指摘がなされていた。しかしながら、荒井氏及び吉野氏は、
これを受けて改めて確認を行 うことなく、2020年 3月 処分の案が修正されるには至らなかった。
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分も、2019年循環取引事案の取締役の経営責任及び監督責任を適切に反映したものであ

つたかには疑間が残る [148]。

6.有事対応の難 しさ-2019年循環取引事案関連総括

前記 1ないし5において記載 したとおり、当委員会は、2019年循環取引事案について、

NOSの経営陣、3ラ イン、監査役等の循環取引の認識可能性や NOSにおいて二次訂正に至

った経緯を検証しつつ、その過程で判明した、当該事案に関する経営陣の処分の決定プロ

セスの問題点についても検討を行つた。また、前記第 6の とおり、2013年事案及び 2014

年事案を踏まえて策定された再発防止策について、会計的な側面からの視点が不足して

お り、その結果、一部の再発防止策の実効性に弱さがあつたことも指摘 した。

「架空循環取引」に係る問題は、IT業界においてもこれまで時折発生していたが、2019

年循環取引事案は、その中でもまれにみる巨額の経済不祥事であつた。そのような事象が

外部からの指摘により発覚した場合、企業は、突如として「危機的な状況」に陥り、有事

対応の巧拙が問われることとなる。かかる有事対応の巧拙は、経営 トップだけの問題だけ

ではなく、牽制機能を担 う他の取締役、さらには、社外役員においても「有事における役

員の役割」を十分に果たしていたかどうかが問題となる。

企業の存続が揺らぐような不正を認識 した場合に、即座に適切に対処することは容易

ではない。調査委員会が設けられたとしても、選任された調査委員会のメンバーにとつて、

限られた時間の中で事実関係の解明を行い、経営陣の責任に迫る構造的な調査を行 うこ

とは、調査委員会の形態がどのようなものであれ、高度なスキルが求められる作業である。

また、経営陣が持ち得るさまざまなバイアスに鑑みれば、経営陣に対して徹底 した事案の

究明を必ず しも期待できない場合があり得ることはいくつもの調査報告書が示唆すると

ころである。

この点、NOSに よる 2019年循環取引事案の調査 (2019年特別調査委員会による調査及

び社内調査チームによる調査)について、対応の不十分さを否定できないと思われる点が

あり、その不十分さが最終的には経営 トップの姿勢に起因すると考えられることについ

ては、前記 3ないし5の とおりである。有事においては徹底 した調査を行 うとともに、適

切な 「事後対応」 (再発防止策の履践やステークホルダーヘの情報提供)を行 うことによ

つてのみ、様々なステークホルダー (株主、従業員、取引先のみならず関係する外部当局

処分内容に関しては、複数の取締役・従業員から軽すぎるのではないかとの声があつた。なお、2020

年 3月 処分の案を作成 した荒井氏は、当初は最低でも 3か月分の月額報酬を 30%～40%減額する程度

の案を作成するイメージを持っていたが、弁護士に相談の上、2019年循環取引事案への関与があつた

他社との比較や訴訟 リスク等に鑑み、軽くした方がよいとの助言を得て 2020年 3月 処分の内容を提

案することとしたとのことである。また、荒井氏としては、2020年 3月 処分の内容には十分納得して

いなかったため、吉野氏に代表権を外すよう進言し、荒井氏及び平川氏については、昇級時期であつ

たが昇級をとりやめたとのことである。
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も含む。)か ら向けられる疑いの目を食い止めることができる。しかし、剛Sは、2019年

循環取引事案の調査の際にかかる疑いを完全に払拭させることができず、そうであるか

らこそ、同一の不正事案について別の外部当局から再度の指摘を受ける事態に至ったこ

とは否めない。

2013年事案、2014年事案、2019年循環取引事案、そして、本件案件 と直近 10年で数

度の不祥事が発生した NOSグループとしては、今一度、「上場企業における不祥事対応プ

リンシプル」 (2016年 2月 24日 付け 日本取引所自主規制法人)を十分に念頭に置きつ

つ、有事対応の基本となるルールを整備 しておくことも不可欠であろう。
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第10再発防止策の提言

1.は じめに (企業の在 り方の抜本的見直しの必要性)

本報告書においては、前記第 3ないし第 7の とおり、内部統制 。内部通報 。企業文化、

三様監査、過去調査の対応及びガバナンスの各観点から、本件案件の原因を指摘してきた

が、後記 2以下では、各観点から指摘された原因に応 じて、主に不正リスクの防止・コン

プライアンス強化の観点から再発防止策を提言する。

もつとも、これまで指摘した本件案件の原因の根底には、NOSの組織の在り方がビジネ

スモデルや経営環境の変化等に対応 しきれていないことがあると考えられ、三度と同様

の不祥事を繰 り返さないためには、個別の再発防止策の実施にとどまらない抜本的な組

織改革が急務であると考えられることから、個別の再発防止策の提言に先立ち、組織の在

り方の見直しの必要性について述べる。

すなわち、NOSにおいては、従来、ネットワーク機器の仕入販売を行 うというビジネス

モデルが中心であったところ、かかるビジネスモデルにおいては、定型的な取引が中心で

あつたこともあいまつて、案件の規模にかかわらず一人の営業担当の個人責任で案件を

遂行するという、前記第 4・ 2(2)ウ や同 5(3)で も述べたような「営業の個人商店化」と評

されるべき状況が生み出され、その結果、NOSにおいては、「営業部門がいかに効率よく

収益を上げられるか」が最優先事項とされる一方、営業部門以外の者は牽制機能を十分に

果たさず、営業のサポー ト役に徹するという企業風土が醸成されてきたものと考えられ

る。

一方、現在の NOSにおいては、ネットワーク機器の仕入販売にとどまらず、技術や商品

を利用 したネットワークシステムの構築から高付加価値サービスの提供まで広く取り扱

われるようになり、顧客の多様化も進んでいる状況にある [149]。 このように非定型化 。

複雑化したビジネスモデル及び経営環境の下では、1人の営業担当の責任の下で案件を遂

行することは現実的でなく、「非庁型イヒ。梅雑イヒモノたビジネスモデルにチームで対応でき

る健全な組織づくり」を行 う必要がある。

2012年 3月 期には、通信事業会社 (2012年 3月 期においては通信事業会社及び ISP)を 主なマーケ

ットとする SP事業の売上高が全体の約 53.8%を 占めていたが、翌年以降その比率は年々低下し、2020

年 3月 期には、約 18,9%と なっている。一方、一般民間企業を主なマーケットとするENT事業 (2012

年 3月 期における EP事業)の売上高が全体に占める割合は、約 20.6%(2012年 3月 期)から約 29,7%

(2020年 3月 期)に、中央省庁・自治体、文教及び社会インフラを提供 している企業を主なマーケッ

トとする PUB事業 (2012年 3月 期における AP事業。当時は「官公庁・自治体及び地域民間企業等を

主なマーケットとする事業」と説明されている。)の売上高が全体に占める割合は約 16.3%(2012年
3月 期)から約 29.9%(2020年 3月 期)に、NOPに よるパー トナー企業との協業に特化したパー トナ

ー事業 (2012年 3月 期時点では「ネットワンパー トナーズ株式会社が主幹する事業」と説明苔れてい

る。)の売上高が全体に占める割合は約 9.1%(2012年 3月 期)か ら約 20.8%(2020年 3月 期)にそれ

ぞれ増加 した。
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そのためには、「いかにして顧客に最良のソリューションを提供するか」を最優先事項

として、営業部門のみならず、技術部門・購買部門がそれぞれ責任を持ってチームとして

主体的・能動的に案件に取り組むことができる組織を構築する必要がある。また、このよ

うに複数の関係者が主体的・能動的に関与する前提として、婆該部門間の健全な牽制機能

が機能していることが必須となる。さらに、管理部門や内部監査部門も十分な主体性・能

動性を持って、企業の牽制機能の構築、リスク管理、コンプライアンス強化等に取り組む

必要があると考えられる。

そして、このような組織づくりを実効的に行 うためには、役職員全体の意識改革、すな

わち企業文化の改革が必要となることは言 うまでもない。

このように、同様の不祥事を三度と繰 り返さないためには、前述のビジネスモデル及び

経営環境の変化を踏まえ、組織の在 り方を抜本的に見直すことが急務であり、経営 トップ

をはじめとする経営陣がリーダーシップをもつてその取組を徹底することが必要となる。

2.ガバナンスに関する再発防止策

(1)概要

本項では、第 7におけるガバナンスに関する原因分析を基に、ガバナンスに関する再発

防止策を提言する。

まず、経営陣においては、自身の姿勢が企業文化に与える影響の重大性を認識 した上で、

不正 リスク管理に対する意識改革を行 うとともに、役職員全体の会計リテラシーの向上

を行 うことが肝要である (後記 (2))。

その上で、経営陣、特に経営 トップは、リーダーシップをもつて、従業員に対するコン

プライアンス推進のメッセージの発出により、不正 リスク管理やコンプライアンスの重

要性を企業文化として浸透させていくとともに (後記 (3))、 営業部門・技術部門・購買部

門 。管理部門の対等なパー トナーシップを実現することなどによリリスク管理体制を強

化することが求められる (後記 (4))。 また、再発防止のためには、現場が抱える課題やそ

こに潜むリスクの実態を把握するとともに、経営陣の考えるコンプライアンスに対する

哲学を現場と共有することが重要であり、経営陣と現場のコミュニケーションの強化が

必要不可欠である (後記 (5))。

他にも、十分な情報提供を通 じた取締役会の監督機能の強化を図ること (後記 (6))、 社

外役員に射 しても必要十分な情報共有を行い、社外役員からの提言を真摯に検討するこ

とで、社外役員による監督 。監査機能の強化を図ること (後記 (7))、 各部門・部署等の役

害1・ 機能に応 じた適切な人員配置に取 り組むこと (後記 (8))も 、重要な再発防止策の一

つである。
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そして、これらの再発防止策を実施する際には、過去の不正事案対応の際に再発防止策

への取組が不十分だつた点にも留意 しながら、その徹底に努めることが強く要請される

(後記 (9))。

また、今後万が一不祥事が発覚した場合に備え、平時から、緊急時の対応についての基

本ルール整備を行っておくことも重要である (後記 (10))。

(2)経営陣の意識改革・役職員の会計ヅテラシーの向上

ア.経営陣の意識改革

役職員が共有する基本的な価値観 。理念や行動規範、すなわち企業文化は、内部統

制の仕組みを実効性あるものとするための屋台骨として位置付けられるところ、経

営陣、特に経営 トップの姿勢が、企業文化に大きな影響を与えるものであることは、

前記第 7・ 4で指摘したとお りである。

そして、NOSにおいて、経営陣の営業部門重視、技術部門・購買部門・管理部門軽

視の姿勢、あるいは、「正しい仕事」を軽視する価値観・倫理観が、人員配置や人事

評価の指標等を通じて役職員に共有され、東 1を中心とする NOSの企業文化として

醸成された結果、本件案件の原因の一つとなつたことは、経営陣においても重く受け

止められるべきである。経営陣には、今後、自らの姿勢や価値観・倫理観が NOSの企

業文化に対して良くも悪くも影響を与えること、及びその影響が極めて重大ともな

り得ることを自覚した上で、リーダーシップをもつて再発防止策の徹底に取 り組む

ことが求められる。

とりわけ、NOSにおいては、不正が何度も繰 り返されてきたことに鑑みると、経営

陣において、不正の芽は常に存在 し得ること及び不正 リスクは常に変容 し得ること

を十分に理解 した上で、自律的・継続的に不祥事予防に取り組むことが肝要である。

そして、経営陣がかかる意識改革を行 うためには、少なくとも、経営陣に対し、上

場会社における取締役の役割 と責任、コーポレー トガバナンスやコンプライアンス

の在 り方、リスク管理の在 り方等に係る研修等を実施することが必要となるが、これ

にとどまらず、各経営陣において常日頃から自己の姿勢を省みるなど、徹底的な意識

改革が求められる。

なお、経営陣においてかかる意識を醸成するためには、当該経営陣がコンプライア

ンスに関する資質・能力を十分に有していることが必要となるから、今後経営陣の候

補者を選出するに当たっては、かかる観〕点も踏まえた慎重な人選を行 うべきである。

イ.役職員の会計 リテラシーの向上
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NOSにおいては、情報サービス業という業種や過去の不正事案から、特に会計不正

リスクについては十分な注意を払って管理をすることが求められていたにもかかわ

らず、会計不正 リスクに対する取組が不十分であったこと、そして、その背景には、

NOSの経営陣の会計リテラシーの低さが存在することは、前記第 7・ 3で指摘 したと

お りである。また、本件案件を主体的に行った従業員は言 うまでもないが、前記第 4・

2(か のとおり、その上席役職者 (管理職)における会計 リテラシーの低さにより上席

の承認機能が不全に陥つていたことが本件案件の一つの原因となつたと考えられる。

以上を踏まえると、NOSにおいては、役職員全体を通じた会計リテラシーの向上が

急務であるといえ、NOSの経営陣においては、役職員全体に対し、会計知識の重要性

や会計不正が会社等に及ぼす影響の重大性を十分に認識させることが求められる。

その手段としては、公認会計士等の会計専門家や他の上場企業において CFOの経験

がある者等を講師とした研修、あるいは、今般の会計不正の振 り返 りのみならず将来

的な類似事案発生防止を見据えた他社の会計不正事例の検討等を目的とした勉強会

を実施すること等が有用と考えられる。

(3)経営 トップによるコンプライアンス推進のメッセージ発出 (経営 トップの廉潔性・倫

理観と「コトバ」の大切さ)

少なくとも 2020年 3月 事案発覚前において、経営 トップをはじめとするNOSの経営陣

は、NOSにおけるコンプライアンス推進について、実効的なメンセ~ジの発出を行つてこ

なかった。

不正 リスク管理の観点からは、経営 トップが発出するコンプライアンス推進に関わる

メッセージは、抽象的な哲学を打ち出すに留まるべきではなく、経営側が考えるコンプラ

イアンスの内容をその趣旨。目的とともに日月示し、コンプライアンス推進のための具体的

な目標や方法を示すことが必要となる。加えて、企業文化の改革は長い時間をかけて笑現

する必要があることから、メンセ~ジの内容を役職員に企業文化として浸透させるため

には、繰 り返 しメンセ~ジを発出するとともに、他の役職員 (特に現場の従業員)の意見

を取 り入れ、議論を重ねることが適切である。

特に NOSにおいては、一部の組織部門で見られたコンプライアンス意識が欠如した企

業文化を改革し、4度の会計不正を総括するこの機会に、全社的なコンプライアンス意識

を醸成するラス トチャンスとして、経営 トップによる具体的かつ「力強い」メッセージの

発出を検討すべきである。

そのためにも、まずは経営 トップが廉潔性と高い倫理観を保持し、各役職員の得心がい

く「コトバ」で、会社全体にコンプライアンス推進のメンセ~ジを強く発 し続けることが

必要であり、全役職員宛のビデオメンセ~ジや電子メール、社内報、全社 ミーティング等

を通じ、コンプライアンスの徹底が最重要経営課題の一つであることを伝えることが必
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要である。また、経営 トップが繰 り返しメンセ~ジを発出する都度、経営 トップや他の役

職員との間で、NOSにおけるあるべきコンプライアンスヘの取組について、意見交換を行

う場を設けたり、経営 トップ自ら現場を回つて直接コミュニケーションをとつたりする

などして議論を重ねるとともに、現場の従業員に対 してもその本気度を伝えることが有

効と考えられる。

このように継続的にメンセ~ジを発 し、コンプライアンスを重視した経営判断を重ね

ることは、従業員をはじめステークホルダーからの信頼を得ていく上でも重要といえる。

(4)リ スク管理体制の強化

ア.営業部門・技術部門 。購買部門・管理部門の対等なパー トナーシップ

NOSにおいては、従前より、経営陣を中心として、営業部門を重視 し、技術部門 。

購買部門・管理部門を軽視するという組織風土が存在 しており、2013年事案調査報

告書によってこの点が指摘されてもなお、かかる組織風土は是正されることなく残

存 していた。その結果、技術部門・購買部門・管理部門が営業部門に対して健全に牽

制を効かせることができず、本件案件発生の原因の一つとなつた。

2013年事案調査報告書における提言とも重なるところではあるが、NOSと しては、

改めて、営業部門・技術部門・購買部門・管理部門の対等なパー トナーシンプ及び健

全な牽制関係が NOSの企業価値の向上の基礎となるという意識を全社的に浸透させ

ることが必要である。企業においてビジネスモデルは常に変容 し得るものであつて、

それに伴い企業に発生 し得るリスクの内容も変容 し得るものであるところ、このよ

うな四位一体の運営スタイルは、かかるリスクの変容への対応にも資するものとい

える。

そして、このためには、経営陣が、従業員に対し、上記の対等なパー トナーシップ

の重要性や意義を訴えるメンセ~ジを定期的に発出するとともに、営業部門・技術部

門・購買部門・管理部門の各部門の役割を明確に規定した上で、従業員がこれを相互

に理解する場を設けることが重要である。

また、例えば、各部門に対応する担当役員を置き、各部門が対等に意見を述べ、牽

制することができるように経営陣が部門間のバランスを図ることは対等なパー トナ

ーシップの形成のために有効と考えられる。

イ.リ スク管理活動に関する取締役会のモニタリング体制の構築

本件案件発生の要因の一つとして、NOSにおけるリスク管理体制の不備が挙げられ

る。このようなリスク管理体制の不備を予防するためには、取締役会において、各リ
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スク管理体制が適切に構築・運用されているかを継続的にモニタリングし、モニタリ

ングの結果として不備が発見された場合には、その是正のための具体的な方策を検

討 し、実行することが必要となる。そして、かかるモニタリングを実行するためには、

経営陣において、各 リスク管理部門等から定期的に具体的な活動計画、活動内容及び

括動結果の報告を受け、また、ジスク発見による有事の場合にはタイムリーな報告を

受けることでリスク管理体制が機能しているか (各 リスク管理部門等が果たすべき

役割を果たしているか)を確認するとともに、リスク管理体制の不十分性を認識した

場合には主体的にその是正をするべきである。さらに、社長を含む経営陣がリスク委

員会及びコンプライアンス委員会に出席し、NOS内のリスク管理に積極的に関与でき

る環境を整えることもまた有用といえる。

(5)現場とのコミュニケーション強化

ア.概要

前記第 7・ 2の とおり、平サII氏 をはじめとする経営陣が、東 1の現場の実態を把握

していなかったこと、また、その背景として、経営陣として、現場の声を把握する意

識・姿勢が不十分であつたことが、本件案件等の不正行為の一因となつたものと考え

られる。したがつて、再発防止のためには、経営陣が、 (多種多様なバックグランド

と価値観を持つ)現場とのコミュニケーションを強化し、現場が抱えている課題や懸

念 している顕在・潜在的なリスクの実態を把握するとともに、経営陣の考えるコンプ

ライアンスに対する哲学を現場に共有し根付かせることで、NOSと して一体感のある

コンプライアンス意識の醸成を行 うことが必要である。具体的には、経営陣として、

現場の声を尊重・把握する意識・姿勢を持ち、現場がものをいいやすい土壌を作つた

上で (後記イ)、 経営陣と現場のコミュニケーションの場の設定 (後記ウ)、 及び中間

管理層を通じたコミュニケーションの強化 (後記工)を行 うことが有効である。

イ。現場がものをいいやすい土壌づくり

不祥事予防の観点から、経営陣と現場との間のコミュニケーションを有効に機能

させるためには、現場から、経営陣に対して、現状の課題やバッドニュース (例えば、

追加原価や赤字の発生等)も含め、正確な実態を安心して伝えられる土壌づくりが必

須である (逆 にいえば、かかる土壌がなければ、後記ウ以下の対策が有効に機能しな

い可能性がある。)。 そのために、経営陣としては、まず、現場からのバッドニュース

や不満を NOSの改善のチャンスと捉え、それらを歓迎する意識を持つとともに、現場

からの意見を歓迎する旨の全社的なメッセージを繰 り返し発出すること等により、
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そのような姿勢を現場に向けて示すべきである。また、現場が上げた意見等が、NOS

の改善につながった事例を公表すること等も、現場から意見を発出するモチベーシ

ョンにつながると考えられる。

ウ.経営陣と現場のコミュニケーションの場の設定

経営陣は、現場の真の実態を把握するとともに、NOSと して一体感のあるコンプラ

イアンス意識の醸成を行 うために、現場との直接的かつ双方向的なコミュニケーシ

ョンの場を積極的に設定すべきである。具体的には、経営陣と現場との意見交換会の

設定や、定期的な目安箱の設置等が考えられる。また、このように、「イベン ト」と

して意見交換等を行 うのみならず、経営陣が現場を訪れる機会を増やし、従業員に対

し積極的な声がけを行 う等、日常的に経営陣と現場との間でコミュニケーションを

行 うことが、実を伴った実態把握にとつては重要である。さらに、この観点からは、

コミュニケーションを積極的に取るべき部署・役職員の勤務場所を統合することも

検討に値すると考えられる。

エ 中間管理層を通じたコミュニケーションの強化

経営陣は、現場の真の実態を把握するとともに、NOSと して一体感のあるコンプラ

イアンス意識の醸成を行 うためには、通常の職制を通じたレポーティング・ラインを

有効に機能させることも重要である。そのためには、通常の職常1を通じたレポーティ

ング・ラインにおける中間管理層の機能の強化が必要である。具体的には、中間管理

層は、経営陣のメッセージを正確に理解・共有 して現場に伝え根付かせるとともに、

現場の声を束ねて経営陣に伝えるという極めて重要な役割を担つていることから、

経営陣としては、中間管理層に対 し、そのような役割を担 うべき存在であることを明

確に示 し、またそのような役割を果たしているかとい う観点からの評価を行 うこと

等により、中間管理層に対して、かかる役割を担う者としての意識を浸透させるべき

である。また、かかる観点からの中間管理層の教育や人材登用にも注力すべきである。

また、こうした中間管理職の意識の強化のみならず、経営陣としては、中間管理職と

の定期的なミー>ィ ングを設けることや、経営陣が現場を直接訪れること等により、

中間管理職と積極的かつ双方向的なコミュニケーションを図るべきである。なお、そ

の際、中間管理職が安心して現場のバッドニュースや不満等を経営陣に伝えること

ができるよう、中間管理職にとつても、「ものがいいやすい土壌」 (前記イ参照)の

醸成に努めるべきである。

(6)取締役会による監督機能の強化
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取締役会は会社の業務全般について監督する義務を負 う。

そして、取締役会が、各取締役の管掌する部署における不正の兆候や不正リスクに関す

る情報を敏感に察知し、当該取締役に対して一早く調査や改善を求めていくことを可能

とするためには、各取締役が、自らの管掌する部署に関する情報を取締役会の場に適時十

分に提供するとともに、当該情報を不正の兆候や不正 リスクを示すものであると気づき

得るような形で的確に報告することが重要である。

そのためには、経営陣主導で現状の取締役会資料の在 り方や業務報告の在 り方を見直

し、議案の論点や従前の社内での検討状況を十分に把握 。理解できる資料の作成、十分な

検討時間を確保できる時点での当該資料の配布、当該資料を踏まえた的確な業務報告に

よる情報提供を行 うことが考えられる。

また、インフォーマルなものも含めて取締役間の積極的なコミュニケーションの場を

設けることも重要であろう。

その上で、各取締役は、取締役会が会社の業務執行一般について監督義務を負っている

ことを自覚し、相互に忌憚なく質問や意見交換を行 うことを通じて、判断に必要な情報を

十分に顕出させた上で、多方面からの議論を交わすことが必要である。

(7)社外役員による監督・監査機能の強化

ア.社外役員に対する十分な情報提供

社外役員については、社内の状況について必ずしも十分に精通しているとは限ら

ないことを踏まえ、社内役員との間で情報の非対称が生じないよう、社外役員の十分

な理解・判断に資する情報提供を行うべきである。具体的には、前記 (6)で掲げた形

での情報提供 (そ の中でも特に十分な検討時間を確保できる時点で資料を配布する

ことが重要となる。)に加え、社外者にわかりにくい専門用語等には説明を加えるこ

と、必要に応じて議案等に関する事前説明の機会を設けること等が重要となる。

また、取締役会以外でも、社外役員と経営陣等とのコミュニケーションの場をイン

フォーマルなものも含めて設けることで、業務執行の状況について一層の情報共有

を図るとともに、社外役員が社内の情報や実情にアクセスし、会社への提言を行いや

すい県境を整えることも考えられる。

イ.社外役員の提言に対する真摯な検討及びフィー ドバックの実施

前記第 7・ 6の とお り、NOSでは、社外取締役から経営陣に対して不正リスクを意

識 した指摘が複数なされていたにもかかわらず、必ず しも経営陣による真摯な対応

がなされていない面があつた。したがって、再発防止のためには、経営陣が社外役員
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の指摘を積極的に取り上げ、十分な検討・対応をするとともに、その指摘がどのよう

に業務執行の場へ反映されたのかを社外役員に対して適時にフィー ドバックする体

制を構築することが重要である。

(8)適切な人員配置

これまで述べてきたとおり、本件案件の原因として、技術部門及び営業部門の人員不足

(前記第 4・ 2(3)イ 、同(5)工 )、 内部監査室の人員の偏 りや能力の不十分性 (前記第 5・

1(2)イ )等が挙げられ、NOSにおいては、必ずしも適切な人員配置が行われていなかっ

たことが窺われる。また、前記第 4・ 3において指摘 したとおり、本件案件の原因として

は、リスク管理等に関連する部門 (RCCや法務 。CSR室、TQM推進部及びリスク管理室、

経理部門等)について、会計不正を防止する十分な体制が備わつていなかったことも挙げ

られるところ、その背景には、それぞれの部署の役割・機能に応 じた人員の配置がなされ

ていなかったこともあるものと考えられる。

したがつて、再発防止のためには、経営陣として、各部門 。部署 。委員会等の役割や機

能を正確に捉えた上で、それらを最大限発揮できるよう、それぞれの役割や機能に応 じた

十分な知見や能力を有する者を各部門・部署・委員会等に配置することが必要であり、ま

た、その前提として、中長期的な視野に立って従業員の育成に努めることが求められる。

(9)過去事案を踏まえた対応

ア.原因分析及び再発防止策の提言に対する十分な理解

NOSでは 2013年事案調査報告書及び 2014年事案調査報告書による再発防止に向け

た提言に基づき再発防止策が策定されたが、前記第 7・ 3の とおり、その内容は、必

ず しも同提言の趣旨を踏まえたものではなく、実効性のあるものとはなっていない

部分があつた。

外部の調査委員会等からの提言に基づく再発防止策を実効性のあるものとするた

めには、経営陣自らが、当該不正の原因や再発防止の提言の趣旨・目的を理解 した上

で、その再発防止策の策定に主体的に関与しなければならない。このためには、調査

委員会が分析 した当該不正事案の原因や、その原因に基づく再発防止の提言につい

て、十分に咀畷することが必要である。

そのため、経営陣においては、当委員会が分析した本件案件の原因や当委員会によ

る再発防止の提言内容について、主体的に理解し、再発防止策の策定に当たっては、

外部専門家の意見等を聴取するなどして、本件案件の原因や再発防止の提言に照ら

し、NOSに求められる再発防止策が何であるかを十分に議論し、検討する必要がある。
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イ.再発防止策のモニタリング

前記第 6・ 1(3)ウ及び第 7・ 3の とおり、NOSの 2013年事案調査報告書及び 2014年

事案調査報告書による提言に基づく再発防止策は結果として一部において形骸化す

る部分があつた。また、再発防止策を形骸化させないためには、再発防止策を策定し、

実践した後も、絶えずそれが継続的かつ実効的に運用されているかをモニタリング

していかなければならない。

そのためには、再発防止策の運用状況を継続的にモニタリングできる体制を整え、

経営陣が、取締役会や経営委員会を通じ、主体的に同モニタリングに関与し、運用状

況の不備をチェックし、不備があれば是正 し、是正した結果を報告させることが有効

である。特に、運用状況に不備がある場合に、単に不備について指摘するに留めるの

ではなく、その不備について、どのように改善したのか、担当者に十分かつ正確な報

告を指示し、その報告内容についてもリスクベースで検証することで、より確実な改

善につなげることが必要である。

ウ.過去の不祥事 (2013年 事案、2014年事案、2019年循環取引事案及び本件案件)の

周知

NOSでは、2013年事案、2014年事案及び 2019年循環取引事案と三度にわたって会

計不正が発覚し、都度、調査委員会を立ち上げて調査を行い、再発防止策を実施 して

きたにもかかわらず、今回、四度 目といえる会計不正が発覚した。不祥事を踏まえた

再発防止策をより有効に実施するためには、再発防止策の前提となる過去の不祥事

を知る必要がある。そのため、経営陣は、NOSにおいて三度と不祥事を起こさないた

めにも、歴史に学ぶべく、役職員全体に対 してこれら過去の不祥事を周知 していくこ

とが重要であり、新入社員や中途採用者といった未来の NOSの構成員にも過去の不

祥事を認識 してもらうためには、かかる周知活動は定期的かつ継続的に行っていく

必要がある。特に、今後新たに選任される NOSの役員 (社外取締役及び社外監査役を

含む。)については、このような過去の不祥事やそれを踏まえた再発防止策の内容を

正確に理解させることはより重要といえよう。

(10)有事対応マニュアルの整備等

前記第 9・ 4で述べたとおり、今般、NOSが二次訂正に至った背景として、2019年循環

取引事案の調査時の NOSの経営陣の対応の不十分性があったことは否定できない。もつ

とも、不祥事を認識 した場合に、即座に、かつ、適切な対処をすることは容易でなく、特
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に、様々なバイアスにH西 される経営陣自らに対して経営責任に追る調査を期待すること

の困難さは、いくつもの調査報告書が示唆するところである。

そこで、三度と不祥事を繰 り返さないという気概で再発防止に当たるべきではあるも

のの、万が一不祥事が発覚した場合には、バイアスに阻害されない徹底した聖域なき調査

を実現させることができるよう、平時から、緊急時の対応についての基本ルールとして、

危機管理委員会の設置等を含む緊急時の対応要領を定めた危機管理規程や、有事対応マ

ニュアルの整備を行つておくことが重要である。

これらの規程又はマニュアルは、有事の際の行動準則 といえる徹底した調査、原因究明

(ルー トコーズの探求)、 実効的な再発防止の策定と遂行、当該企業の信用の維持や 「上

場企業における不祥事対応プリンシプル」(2016年 2月 24日 付け 日本取引所自主規制法

人)を十分に念頭に置いたものとすべきである。

具体的な内容としては、①初動対応 (調査体制の構築、調査 。対応方針の策定)、 ②ス

テークホルダー対応 (事案の公表、対外対応方針の策定)、 ③再発防止 (徹底的な原因分

析、再発防止プロセスの決定)のそれぞれの段階で、誰が、どのような点に注意し、何を

すべきかを提示することが望ましい。例えば、①としては、第二者委員会の設置の基準や

調査委員会の委員の選定の基準、件外調査を含む調査範囲の設定基準等を、②としては、

ステークホルダーに対する正確かつ適切な情報開示のために、不祥事に係る調査結果等

に関する情報開示の基準を、また、③としては、再発防止策の策定 。実行のみならず、再

発防止策が定着しているかの定期的な検証の実施等をそれぞれ定めることが考えられる。

さらに、不祥事に対してバイアスに阻害されない聖域なき調査を徹底するためには、社

外役員からの監視・監督が平時に比べより重要となるが、緊急時においては、経営陣は

様々な対応に追われることになるため、社外役員への情報開示が不足する事態も考えら

れる。この点に関しては、当委員会によるヒアリングにおいても、社外取締役から、2019

年循環取引事案の調査の情報共有が不十分であったとの指摘がなされていた。したがっ

て、有事においてこそ、経営陣は社外役員に対し、正確かつ十分な情報提供を適時に行う

よう心掛けるべきであり、この点は、前記①ないし③の全ての段階での留意事項として、

前述の規程又はマニュアルに定めておくことが考えられる。

3.内部統制等に関する再発防止策

(1)概要

本項では、前記第 4における内部統制 。内部通報に関する原因分析を基に、内部統制・

内部通報に関する再発防止策を提言する。

本件案件を含めた不正事案の原因のうち内部統制等の問題に係る内容は、第 4で詳述

したとおりであるが、そもそもそういつた原因がなぜ生じたかという根本を突き詰める
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と、「はじめに」で述べたように、NOSの旧態依然とした組織体制及び業務環境が必ずし

も現状の NOSの ビジネスモデルに合致していないという根深い問題が見えてくる。そこ

で、内部統制等に係る再発防止を検討するに際しては、その場しのぎの対症療法的発想で

はなく、今後は三度と同様の不正を繰 り返さないという強い決意の下、多様なビジネスに

対応できる健全な組織体制を目指 した抜本的な体制及び意識の改革が必要であると考え

る。

そのためには、まず、内部統制システムの整備に関する基本方針を見直し、その中で、

NOSに求められる 3ラインの考え方を明確化 し、強化していくことが重要である。具体的

には、第 1ラ インに対 しては、リスクオーナーとしての自覚を持たせ、これを適切にコン

トロールさせること、第 2ラ インにおいては、第 1ラ インに対する牽制のみならず、必要

な支援の提供や監督を行 う役割を意識 した体制とすること、そして第 3ラインは、第 2ラ

インによる牽制、支援及び監督の有効性も含め監査業務を行 うことを明確に定めた上で、

各ライン間において積極的かつ充実したコミュニケーションを図りつつ、一つの「ネット

ワンシステムズ」として新 しい体制構築を実践 していくことが求められる。

以上の観点を踏まえた上で、内部統制 。内部通報に関する再発防止策として、以下のと

お り、①第 1ラインにおける健全な営業体制 (後記 (2))、 ②第 2ラ インによる健全な牽

制、支援及び監督体制 (後記 (3))、 ③実効性のあるルール及び社内システム構築 (後記 (4))、

④コンプライアンス等に係る教育及びモニタリング (後記 (5))並びに⑤内部通報への信

頼の醸成 (後記 (6))のそれぞれの視J点 からの提言を行う。

(2)第 1ラ インにおける健全な営業体制

ア.営業部門、技術部門及び購買部門をチームとして機能させる体制の構築

NOSにおけるビジネスモデルは、かつてのネットワーク機器の仕入販売を行うだけ

の時代から大きく成長し、技術や商品を利用したネットワークシステムの構築から

高付力日価値サービスの提供まで広く取り扱われるようになり、顧客の多様化も進ん

でいる状況にある。このようなビジネスモデルにおいては、案件は専門化・複雑化し、

調達先も多岐にわたるので、もはや営業担当 1人で案件を回すことは難しいと考え

られるが、依然として、営業担当個人に案件成否の責任を集中させる営業手法が中心

となっているのが実態であり、そのことが本件案件の発生原因の一つとして挙げら

れる (前記第 4・ 5(3))。

本件案件のような不正行為を今後繰り返させないためには、NOSにおける旧態依然

とした営業手法を現状の複雑化したビジネスモデルに整合させる必要があるが、そ

の方法として、営業部門、技術部門及び購買部門を「チーム」として機能させる体制

作りを提言する。具体的には、①営業部門、技術部門及び購買部門が各自の役害1を よ
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く自覚し、それぞれが責任をもつて処理を行 うとの意識改革の徹底を図るとともに、

②営業部門との対等なパー トナーシップを構築する観点から、案件処理に際しては

三者対等の立場で相互に補完し、牽制し合いながら受注及び売上に繋げていく体制

作 りを推 し進めるべきである。

一つの「チーム」としての理念の下、営業部門、技術部門及び購買部門がより近し

い関係性を作 り上げ、自発的なコミュニケーション及び情報の共有化を図ることで、

技術部門及び購買部門からの営業部門への適切な牽制を担保 しつつ、NOSにおける新

しいビジネスモデルにも柔軟かつ適切に対応することができる健全な営業体制の確

立を期待するものである。

イ。NOS流のチームとしての営業手法の確立

NOSにおいては、営業担当個人の責任で案件を遂行することを是とし、「1人で案件

を回せるようになって一人前」という発想が見られる。こういつた営業方針が営業部

門内において「個人商店」と評されるべき状況を生み出し、同時に第 1ラ イン及び第

2ラ インによる牽制機能の阻害要因となっていた (前記第 4・ 5(3))。 また、NOSでは

統一的な営業手法が確立されておらず、中途採用者含め各々の営業手法により稼働

している状況 となっていたことに加え、いわゆる特例承認による例外的な業務処理

(例外ルール)も横行しており、これらのことが営業業務の属人化及び個人商店化に

拍車をかけていた問題点も見受けられる (前記第 4・ 2(2)ウ (イ )、 第 6・ 1(3)オ )。

一般的には、事業会社における各営業担当者がそれぞれの能力と経験を活かし、自

らの努力と工夫において案件の受注及び売上につなげること自体は何 ら責められる

べきことではない。しかしながら、NOSにおいては、後記 5で述べる個人インセンテ

ィブ制度や企業風土の問題ともあいまって、現状の、営業担当個人がそれぞれの方法

で営業活動を行い、周 りがその実態を把握できていないとい う状況が度重なる不正

の要因の一つとなつていた。そうである以上は、こういつた状況についても、今回を

機に抜本的な改善に向けた手当てを講 じる必要がある。

例えば、個人商店的な発想に基づく営業活動や中途採用者による独自の営業手法、

また、いわゆる特例承認による例外的な業務処理 (例外ルール)は、上記問題を潜在

的に子む以上、仮に受注や売上の数字につながるものだとしても「認めない」とのメ

ンセ~ジを会社として打ち出し、当該意識の浸透を図ることが改善の第一歩となり

得る。その上で、営業担当者個人への責任や情報の集中化を避け、上記アで述べたよ

うな技術部門及び購買部門を含めた「チーム」で各ビジネスモデルに応 じた営業手法

の共有化を図ること、またその内容について PDCAサ イクルを回して継続的に改善し

ていくことが考えられる。その繰 り返しが、一つの軸となる「NOS流のチームとして

の営業手法」の確立に繋がっていくものと考える。
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ウ.営業部門の上席役職者における実質的な審査

本件案件の原因の一つとして、上席役職者 (営業部門の上席役職者を指す。本ウに

おいて以下同じ。)における承認審査が機能しておらず、発注段階の承認審査におい

て当該発注が不適切・不必要であることが見逃がされていた点が挙げられる。その原

因としては、上席役職者において、コンプライアンスや不正リスク等について確認す

る役割であるという意識が欠如 していた点が挙げられ、またその背景には、営業の業

績重視というNOSの企業文化が関わつている。また、営業担当個人に業務の情報が集

約されていた結果、上席役職者が案件の確認を取ろうとしても、当該営業担当者の説

明を鵜呑みにするしかなかつたという点も大きな問題であつた (前記第 4・ 2(2))。

上席役職者の役割は、各種承認プロセスにおける確認を通じて不正 リスクを未然

に防ぎ、適切な案件の受注及び管理を実現する点にある。そのためには、上席役職者

は、案件の受注や管理を営業担当者任せとせず、自らの承認行為に責任を持ち、案件

の確認を実施することが求められる。その中で不正につながり得るイレギュラーな

プロセスや事象が見られた場合には、営業担当者にその説明をエビデンスとともに

求めるなど、実質的な審査を行 うことが求められる。また、これを実効的に行 うため

には、各上席役職者への教育を通 じて会計不正に対する感度及びチェック能力の向

上を図るとともに、営業担当者個人への情報の集中によるブラックボックス化を防

ぐ体制作 りも欠かせない。

上席役職者における不正に対する意識及び感度の強化と、営業担当者個人への情

報の一極集中につながる「個人商店」的な企業文化の改善の両面から、承認権者にお

ける承認審査を実効的に機能させるための体制構築を推し進めるべきである。

エ 一元的な予算管理ルールの再考

前記第 4・ 2(5)ウ で指摘したように、NOSが一元的な予算管理のルールを設定して

業態にかかわらずそれを適用 したことは、公共案件における追加原価処理業務を煩

雑にし、原価付替や社外へのプール金作出につながつた。また、この過程では、予備

費の必要性にもかかわらず、その予算管理上の位置付けを明確にしてこなかったと

いう問題も認められた。

これ らは、利益の確定時期や追力日原価に係る考え方を異にする様々な業態に対 し

て、一元的なルールを適用 したことのひずみと評価できる。

このようなひずみを埋めるため、一元的なルールを再考し、現場が無理なく案件を

遂行できるような業態ごとにその特性に適合 した予算管理ルールを設定することも

検討されたい。
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なお、業態の特性に合わせたルールを設定するとしても、社外へのプール金作出等、

どのような業態であっても絶対に禁止されるべき処理が存在することは忘れてはな

らず、それを明確にすることも求められる。また、予算管理ルールの問題ではないが、

商流取引等、不正行為につながりやすい取引の取扱いの再検討も行 うべきである。

オ.不正を行 う動機や正当性のυF除

不正の発生原因として、機会、動機及び正当化の 3つの要因が挙げられる (不正の

トライアングル)。 本 (2)及び (3)における内部統制に係る体制整備に関する各提言は、

基本的には、内部統制の脆弱性や未整備の状態を是正 し、営業担当者から不正を行 う

「機会」を奪う点に重きを置いた施策であるといえるが、不正発生リスクを制度的に

低減させるためには、上記に加えて、不正の「動機」や 「正当化」につながり得る事

由の排除にも目を向ける必要がある。

本件案件における不正行為の動機や正当化事由に関わり得る事情として、現場に

おける追加原価に対する過度のプレッシャー、実態にそぐわない追力日原価ルールヘ

の不満、過度な業績 目標の設定及び人員不足といつた点が指摘されている (前記第 4・

2(5))。 ここで、当委員会としても、安易な追加原価を牽制するための上席役職者に

よる適切なチェックプロセスの必要性を否定するものではないし、会社及び個人の

成長のための業績 目標の設定自体は何ら咎められるべきものではなく、また、人員配

置についても実際上の人繰 りの問題があることは理解できる。ただし、NOSと して、

これらが従業員にとつての過度なプレッシャーや負担 となった場合には、そのこと

が動機又は正当化事由となり、不正行為の契機 となり得ることを認識することは重

要である。NOSにおいて、そ ういつた観点にも配慮されたバランスある制度設計を推

進されることを期待 して、指摘する次第である。

(3)第 2ラ インによる健全な牽制、支援及び監督体制

ア.リ スク管理及びコンプライアンス活動の見直し

前記第 4・ 3(1)及び (2)で述べたように、NOSが本件案件を含む不工事案の再度の発

生を未然に防ぐことができず、また社内でこれらの不正行為が行われているとい う

事実に長年気付くことができなかったことの大きな要因の一つとして、従業員によ

る「不正」が起こりうること等を具体的に意識したリスク管理及びコンプライアンス

活動がなされていなかった点が挙げられる。また、NOSグループにおいては過去複数

回に渡り会計不正の発生を経験していたにもかかわらず、NOSの社内規程上、「会計」
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に関する不正 リスクが明確に管理 リスクとして挙がっていなかった点も深刻な問題

である。

今後 NOSにおいて、実効性のあるリスク管理及びヨンプライアンス活動を実践す

るためには、大きく、次の 3つの視点からの改善が必要であると考える。まず、本件

案件のような会計不正を含む不正事案に対するリスク管理の責任部門や主管部署が

必ず しも明確ではなかった反省を踏まえ、組織体制の改編も含めたリスク管理体制

の見直しが 1点 目である。次に 2点 目として、リスク管理やコンプライアンス活動

に関わる従業員らにおいて、特に「会計」不正を防止するという役割や責任が十分に

意識されていなかった反省を踏まえ、社内研修等を通じて、管理部門の担当者らにお

けるその点に係る意識及び感度の向上を図ることの必要性が挙げられる。そして 3点

目は、リスク管理に係る第 2ラインの役割には第 1ラインの管理や牽制という機能

のみならず、第 1ラインの担当者に対する支援及び監督を行 うとい う機能も含まれ

ることを今一度よく確認 した上で、会計不正を含む不正 リスクのリスク管理活動が

第 1ラインの現場任せになっていた実態を是正し、リスク管理の担当部署が実効的

かつ能動的にリスク管理活動を実践していく体制の構築を心掛けるとい う点である

[150]。

NOSにおいては、2019年特別調査委員会調査報告書の指摘を受け、2020年 4月 に、

それまでのリスク管理及びコンプライアンス活動に係る社内体制及び活動内容を大

幅に見直したことが認められものの、かかる対応が採られたのは本件案件の発覚以

前であった。そこで、2020年 4月 に見直した現状のリスク管理体制が、本件案件に

係る架空取引や原価付替等への対応まで含めて十分かどうかについて、改めて検証

を行うことが求められる。具体的には、①各管理部門が一体的かつ連携して、②各部

の現状及び課題の分析とともにあるべき姿を設定し、③その間のギャップの洗い出

しを行つた上で、④そこで出てきたジスクや課題のうち、所管部署がないものについ

ては担当部署を取り決めるなどして隙間をなくし、⑤その内容について規程類を整

備 し、担当部署の責任及び権限を明確化していくことが肝要となる。また、これらの

プロセスを定期的に実践し、その時々のビジネスモデルに応じた継続的な見直しを

行つていくことが強く要請される。

イ.管理部門間の連携強化

NOSにおけるリスク管理やコンプライアンス活動に関しては、上記アで触れた責任

部門が不明確であつたとい う問題に加えて、管理部門間の情報共有や協働などの連

携が見られなかったという問題も指摘 し得る (前記第 4・ 3(1)ウ )。 そのため、不正

例えば、会計知識や IT業界の会計不正事案について明るい人物を社内外から選定し、これをリスク

管理委員会のメンバーに加えることも検討すべきである。
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リスクの管理に関して各管理部門が互いに「他人任せ」になり、チェック体制に隙が

生まれていた点は改善点として挙げられる。不正 リスクを含むオペレーショナル リ

スクの管理においては、実務に精通した担当者による組織横断的な連携が重要であ

るという点は、2019年特別調査委員会調査報告書 54頁でも指摘されているとおりで

ある。

そこで、管理部門によるリスク管理活動をより充実させる観点から、管理部門間の

連携強化を推 し進め、それぞれの部F弓 が一体的横断的に協力し合いながら、全体とし

てリスクオーナーたる第 1ラインに対する牽制、支援及び監督機能を発揮できる体

制作 りに努めるべきである。例えば、管理部門間において、それぞれの活動状況の報

告や、その時々で抱えている各種問題に関する情報の共有を行 うための機会を定期

的に設ける、人材不足の際は必要に応 じて外部 リツースを活用する、必要な知識及び

技術の引継ぎや伝授 (い わゆるスキル トランスファー)を通じた人材を育成する[朽
1]

などの取組が考えられる。

ウ。経理部によるチェック体制の整備

NOSにおける過去の不正事案は、いずれも会計に関連する不正事案であったが、過

去の再発防止に係る社内での体制作 りに当たつて、経理部に牽制機能の一翼を担わ

せる方向での検討が十分になされた形跡は見当たらない。そのこともあり、NOSでは、

会計不正防止の観点から経理部が恒常的に会計不正をチェックする体制が整備 され

ておらず、経理部においても、実際にそういつた観点からのチェック活動はなされて

いなかつた (前記第 4・ 3)。

NOSにおいて会計知識が最も豊富なのは経理部であることからすれば、経理部にて

会計不正のチェック機能を発揮させるべく、これを機に経理部における現状の職務

内容の範囲や業務フローをよく検証するとともに、割 り当てられた業務 との関係で

適切な人員配置等を図ることがまず重要である。特に、前記第 4・ 3(3)ウ (ア)aで述べ

たとおり、プロジェク ト単位での管理会計に係る責任主体を明確にした上で、当該責

任主体が情報を適切に把握 しつつ会計不正に対する監督機能を果たす体制を推進す

るべきである。その上で、各職員において、経理部が会計不正を発見し防止しうる第

2ラインの要であることを肝に銘 じつつ、新たに構築された経理部によるチェック体

制の下で実質的な牽制、支援及び指導 。監督に係る活動に取り組んでいくことが求め

られる。会計上の異常値の探知に努めるとともに、経理部から営業部門をはじめとし

た第 1ラ インヘの働きかけ (例えば、会計不正にかかる注意喚起等の通達や経理部主

例えば、管理部門の従業員に一度経理部での業務を経験させ、そこで一定の会計スキルを身に着けさ

せた上で他部署へ配属するといつた制度の導入を検討することも考えられる。
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催の研修会の実施等)を通じて、不正の抑止及び必要なサポー トの提供を行 うことな

どが考えられる。

工。営業統轄室等によるチェック機能の再構築

NOSにおいては、2020年 4月 以降、営業部門への統括機能を持った営業統轄室が新

たに設置され、同室と営業管理室がそれぞれ連携 して営業取引の管理及び統制等に

取 り組むこととされているが、それぞれの部署がなすべきことや連携の方法などが

必ずしも明確ではなく、実態としても、両部署による実効的な業務オペレーションの

管理には至っていないという問題がある (前記第 9。 1(2)ア (ウ ))。

NOSにおいては、営業統轄室及び営業管理室が実質的に「営業取引の管理及び統制」

に係る活動を担 うことができていないという現状の実態を把握 し、その原因分析を

進めた上で、業務オペ レーションに対するチェック機能の実効性を確保する必要が

ある。端的にいえば、両部門の役割の違いや関係性が不明確であるということに起因

する問題であると考えられるため、いっそ両部署の機能を集約させる観 J点から、これ

らを一つの部署に統合 してしまうことも考えられる。

(4)実効性のあるルール及び社内システム構築

ア.実効性のある新たなルール及び規程、マニュアル作 り

NOSにおいては、2013年事案の後、同様の不正の再発を防止すべく全社的に様々な

再発防止策が講 じられたが、時の経過とともにそこで定められたルールの一部は形

骸化し、実効性を失っていた。このようなルールの形骸化を招いた要因の一つとして、

2013年事案の再発防止策を策定した当時、現場の声を十分に聴かずに業務上のルー

ル設定等を行つた結果、そこで定められたルールの一部の内容が必ず しも現場の実

態に合致していなかったことが挙げられる (前記第 6・ 1(3)ア )。

NOSにおいては、本報告書を受け、抜本的な再発防止策を実施し、その徹底を図る

ことが期待されるが、経営陣が新たなルールを一方的に策定し、現場に押し付けるだ

けでは、また同じことの繰 り返しとなることが強く懸念される。そこで今回は、よく

現場の意見を聞き、現場の実態を踏まえた実効性あるルール作 りの策定を心掛ける

べきである。その際は、全社一律のルールに拘る必要はなく、案件の類型や業態ごと

に、その特徴や特殊性を踏まえたルール作 りを進めることも一つの方法である。

また、ときには、たとえ現場から不満の声が上がったとしても、三度と不正を繰 り

返さないとい う強い決意の下で抜本的なルール変更が必要になる場面もあると思わ

れる。その場合は、当該ルールの変更が不正の再発防止、ひいては会社の成長のため
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に必要な措置である旨を従業員に対して時間をかけてよく説明し、納得感を得るプ

ロセスを経ることが肝要である。経営陣と従業員のコミュニケーションを通じて、信

頼関係を構築したり従業員がルール作 りに参加するプロセスも、アレールの実効性の

観点からは一つ鍵となる。

また、たとえNOSにおいて実効性のある再発防止策が定まつたとしても、その内容

が明確に規程やマニュアル類に反映されなくては対応としては不十分である。すな

わち、NOSにおいて 2013年事案の再発防止策が徹底されなかった要因の一つとして、

当時定めた新たなルールが適時に規程類に反映されなかった点が挙げられるが (前

記第 6。 1(3))、 今回は、業務方法の統一及びルールに沿つた業務遂行の徹底の観点

から、策定した新たなルールを適時に規程及びマニュアルに反映し、現場に対してよ

く周知徹底を図ることが要請される。

イ.ルールに適合した社内システムの構築

再発防止策を検討するに当たつては、どうしても新たなルール作 りに目が行きが

ちであるが、当該ルールに適合した社内システムの構築という視点も、同等の重要性

をもつて意識する必要がある。すなわち、いくら実効性のある新ルールが作られ、そ

れが正確に規程やマニュアルに落とし込まれたとしても、それに合致した社内シス

テムが構築されなければ、現場での事実上の運用によるルールの回避や潜脱のリス

クが残る。社内オペレーションにおけるルールを徹底させるためにも、新たなルール

の設定と当該ルールに適合 した社内システムの設計及び構築がワンセットの関係に

あることを忘れてはならない。

ウ.煩雑な現行ルール及び現行の社内システムの改善

上記ア及びイでは、新たなルールの策定及びこれに適合する社内システム構築の

重要性について触れたが、併せて、これを機に現行の社内ルール及び社内システムの

抜本的な改善を図ることも求められる。すなわち、NOSにおいては、過去に不正事案

が生じた場合に、そこで問題 と指摘された箇所に対する個別の措置として、いわばパ

ッチワーク的なルール変更及び社内システム対応が採 られてきたとい う経緯があり、

現行の社内ルール及び社内システムはその積み重ねで成 り立っている。それゆえ、社

内システム間の連携が十分に手当てされておらず、また社内システムヘの入力項目

も多岐にわたるため、項目一つ一つの手入力での作業が非常に煩雑となり、無駄に時

間を取られているという実態が見受けられる。実際、2013年事案を受けた再発防止

策の一環で新たに導入 した社内システムについて、その入力作業のあまりの煩雑さ

に営業担当者 らの営業効率が相当低下したという話もあり、現場の事情を無視 した
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社内システム構築の実害を示す一例であるといえる。当人が合理性を感 じられない

負担感は、「正しい」仕事を為す余裕を奪うことにもつながりかねず、軽視してよい

問題ではない。

以上の状況を改善すべく、NOSにおいては、今後策定する新たなルールとの調和及

び全体としてのルールの合理性を確保する観点から、従前からのルールや社内シス

テムについても、必要に応 じた抜本的な改革を推し進めることが強く求められる。こ

のような社内システムの設計等に係る業務は NOSの専門でもあることから、現場の

熟練 した従業員を企画段階から関与させるなどして、現場の目線をうまく取 り入れ

る工夫も考えられる。

(5)コ ンプライアンス等に係る教育及びモニタリング

ア.社内研修等を通じた社員教育

NOSグループにおいては、過去において会計不正事案を複数回経験しているにもか

かわらず、NOSの第 1ラ インの承認プロセスや第 2ラ インのリスク管理及びコンプラ

イアンス活動等の中で、「会計不正が起こりうる」、「自分たちがこれを防止する」と

いつた意識が希薄であり、それゆえ当該観点からのチェックが実質的になされてい

なかったという点は深刻な問題である (前記第 4・ 2(2)(3)、 3(1)(2))。

同様の不正を三度と発生させないという気構えの下で、各従業員における会計不

正に関するコンプライアンス意識の浸透を図るべく、全社的かつ継続的な社内研修

等を通じた職員への教育の徹底が求められる。併せて、今回の件が特定の類型の案件

や部門特有の問題ではなく、全社的な問題に起囚すること、それゆえ各従業員におい

て今回の問題を他人事ではなく自分事として捉えるべきであること、各々がその役

割や責任を今一度よく自覚し、不正を決 して許さないという強い姿勢をもつて業務

に当たることといつた点について、全社的な意識の浸透を図るべく、会社としての強

いメンセ~ジを発出する機会として研修を活用すべきである。

不正の繰 り返しを防ぐためには、過去の失敗から学ぶことが特に有用である。研修

等においては、自社の過去の不正事案のみならず同業他社における同様の不工事案

を取 り上げ、それを他人事ではなく自分事として捉える姿勢を育むことが重要であ

る。また、各役職員においても、それぞれが過去の NOSにおける不正に係る各調査報

告書によく目を通し、それらの内容を把握するとともに、折に触れこれらを読み返す

ことを心掛けるべきである。

イ.会計不正に関するコンプライアンス意識の浸透度のモニタリング
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NOSにおいては、2013年事案を受け、不正事案を取り上げた社内研修等を通じたコ

ンプライアンス意識の向上及び浸透を図る措置が講 じられたが、本件案件の発生を

踏まえると、残念ながら全社的な浸透に至っていなかった (又は、一度浸透した状態

を維持することができていなかった)と いわざるを得ない。

そこで、上記アの研修の実効性 (会計不正に関するコンプライアンス意識の浸透度 )

について、客観的な第二者機関を利用するなどして、定期的なチェックによリモニタ

リングを行 うことも検討すべきである。NOSにおいては、過去にもコンプライアンス

に関する定例アンケー トによる意識調査を実施 しているが、かかる措置は今後も継

続することが望ましい。また、その際に、自己点検ができるモニタリングシー トでの

チェック方式を用いるなどの工夫も考えられる。コンプライアンス意識の従業員等

への浸透度などを定期的にモニターし、効果的な調査とその結果を踏まえた取組の

継続的な 「改善」を期待 したい。

ウ.会計不正の定期的な調査

前記イで述べたコンプライアンス意識の浸透度のモニタリングに加え、特に会計

不正の有無の調査を適宜のタイミングで実施 していくことも検討に値する。NOSでは、

過去複数回に渡り金銭流用などの問題が発生してしまっている以上、定期的に、一定

の目的をもつて、会計不正の有無の調査を通常の内部監査 とは別に実施することに

より、役職員に持続的な緊張感を持たせるとともに、各自のコンプライアンス意識を

高めていく方策も考えられる。

(6)内部通報に関する信頼の醸成

通報窓日及び調査担当者だけではなく、調査協力者を含む関係者の守秘義務及び通報

者の探索の禁上について社内規程に明記すべきである。また、かかる規程に違反 した場合

に懲戒処分の対象となることについても社内規程に明記すべきである。

そして、調査の過程で通報内容について第二者に開示する場合には、当該第二者に対し

て守秘義務に関する誓約書を徴求することをルール化することを検討すべきである。ま

た、これらの取組などにより通報者の秘密保護の徹底が図られることを社内で周知すべ

きである。

4.

(1)概要
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過去の各会計不工事案に際しても、それぞれ「内部監査の強化」が課題とされていた経

緯もあるが、内部監査の実態は変わらず、再び本件案件が発生した。これらの経緯を踏ま

え、NOSにおいては、経営陣の明確な意思に基づく内部監査室の体制強化及び社内の位置

付けの抜本的変更 (特に全社の内部監査への協力体制の構築)が必要である。

また、常勤監査役の会計リテラシーの不足も見られため、常勤監査役の会計リテラシー

の向上及びサポー ト体制の強化も必要である。

そして、かかる会計不正のリスクに対する実効的な監査を確保する観点からは、三様監

査相互の連携を一層強化すること、特に、連携が不足していた内部監査室と会計監査人と

の間の連携を強化することが重要である。

以上の観 J点 から、当委員会は、①内部監査の強化 (後記 (2))、 ②監査役監査の強化 (後

記(3))及び③内部監査室と会計監査人との連携の強化 (後記 (4))を 三様監査に関する再

発防止策として提言する。

(2)内部監査の強化

ア.原価付替等の不正 リスクを念頭に置いた内部監査に係る体制の確保

前記第 5・ 1(1)の とお り、内部監査において本件案件が発見されなかつた要因とし

て、内部監査室において、不正を発見及び防止するという観点で監査するという意識

が希薄であつたこと、原価付替等による会計上のリスクについての認識が甘かつた

又はそもそも原価付替等のリスクに対する理解が不足していたことが挙げられる。

これ らを踏まえ、内部監査室は、原価付替等の不正 リスクを認識 し、これらの不正

を防止するための体制を整えるべきである。

具体的には、内部監査室員の原価付替等の不正のリスクに関する理解を促進する

ことが重要であることから、社員研修を実施することを通じて、NOSの業務で生じ得

る原価付替等の不正の類型・パターン等についての正 しい認識及び理解を促進すべ

きである。その上で、原価付替等の不正のリスクを踏まえて、内部監査室における業

務監査の対象となる取引の選定基準を設定させ、また、内部監査における各監査項目

に原価付替等の不正のリスクに対応する事項を反映させることにより、かかるリス

クを踏まえた監査の実施体制を確保すべきである。

イ.指摘事項に対するフォローアップの充実

前記第 5・ 1(2)ア のとおり、本件案件が発見されなかった要因の一つである内部監

査室の業務全般に係る脆弱性の一つとして業務監査におけるフォローアップの不十

分性が挙げられる。
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そこで、内部監査における指摘事項のフォローアップ監査及び現場における改善

の強化が必要であると考えられる。

まず、内部監査室は、フォローアップ監査の実施に加え、被監査部署に対 して指摘

をするだけではなく、指摘事項が改善されるまでサポー トを実施することまでが内

部監査室の職責であるという認識を持つべきである。

その上で、現場における改善の強化策として、現在 NOSの一部で実施されている不

備ゼロ運動を営業部門全体で横断的に実施させ、内部監査室がこれを適切にサポー

トし、改善に関与する体制を構築すべきである。なお、かかる不備ゼロ運動において

は、継続性が肝心であり、従業員に対し、かかる取組について表彰を行 うなどの適切

な動機付けを実施することが必要であると考えられる。

ウ.内部監査室の体制強化

(ア)人員構成の変更

前記第 5・ 1(2)イ のとおり、本件案件が発見されなかった要因の一つである内部監

査室の業務全般に係る脆弱性の一つとして内部監査室における業務監査の能力の不

十分性が挙げられる。

かかる要因を解消するためには、内部監査室員の個々の能力の向上が必要不可欠

であり、それに加えて、多様な年齢及び経歴の者が集まり、かつ、会計知識が豊富な

内部監査室員を配置 し、相互に連携することで組織 としての監査の能力を向上させ

ることが必要である。

具体的には、内部監査室の人員構成の変更を行 うことが必要である。例えば、内部

監査室における人員を増員すること、内部監査室には、年齢及び経歴に偏 りがない多

様かつ有能な人材 (評価の高いエース級の人材も含む。)を配置すること、現場の実

務を知る、営業部門の経験がある者を多く配置することなどが必要であると考えら

れる。また、経営陣は、これらの履践に際しては、中長期的な人材育成や、専門資格

の取得等を通じた専門性やプロフェッショナル意識の向上を図るべきであり、それ

に加えて、必要に応 じて外部人材の起用についても検討すべきである。さらには、例

えば、公認内部監査人、公認不正検査士等の資格の取得の推奨やこれらの資格を有す

る者の起用も考えるべきである。

(イ)内部監査室の権限強化

前記第 5。 1(2)工 のとおり、本件案件が発見されなかった要因の一つである内部監

査室の業務全般に係る脆弱性の一つとして営業部門に対しての弱い関係性が挙げら
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れる。具体的には、監査を受ける営業部門において、内部監査を軽視する意識があつ

たこと、内部監査室員においても、営業部門に対して過度の付度をしていたことが要

因として挙げられる。

かかる要因を解消するため、まずは、内部監査室の権限を強化すべきである。具体

的には、被監査部署の内部監査に対する協力義務を社内規程に明記すべきである。ま

た、かかる規程に違反 した場合に懲戒処分の対象となることについても社内規程に

明記すべきである。

また、権限の強化とともに、内部監査室による営業への遠慮又は付度をつF除 し、営

業部門に対する積極的な提言を促すべきである。

具体的には、内部監査室が組織全体の改善を含めた積極的な提言をすることを評

価する体系を構築することが考えられる。また、中長期的には、キャリアパスとして

の内部監査室の位置付けを改善し、不正の兆候の発見への気構えがあり、会計リテラ

シーのある優秀な人材をより多く配置し、かつ、相応の権限を与えるべきである。

エ 業務監査の範囲の見直し

前記第 5。 1(2)ウ のとおり、本件案件が発見されなかった要因の一つである内部監

査室の業務全般に係る脆弱性の一つとして業務監査の範囲の不十分性が挙げられる。

具体的には、内部監査室における業務監査の対象は、営業部門のみであり、購買部門、

管理部門及び技術部門は対象とされていなかったというJ点 において業務監査の範囲

が不十分であった。

これを踏まえ、内部監査室は、不正等のリスクを適切に評価 した上でその大小に応

じて業務監査の範囲を拡大すべきである。

具体的には、不正等のリスクを適切に評価 し、かかる評価に基づき、短期的には、

不正等のジスクが相対的に高い営業部門及び購買部門を業務監査の対象としつつ、

中長期的には不正等のリスクが相対的に低い管理部門及び技術部門へも業務監査の

対象を拡大していくことを検討すべきである。

オ.内部統制評価業務の再構築

また、前記第 5。 1(3)の とおり、NOSにおいては、内部監査室において恣意的なサ

ンプリング等の不適切な運用状況評価が行われるなど (「 ホワイ トリス ト問題」)、 内

部統制評価業務が完全に形骸化していた。言 うまでもなく、かかる内部統制評価業務

については、現状の実務を抜本的に見直し、適切な業務を実行する必要がある。

加えて、内部統制評価の形骸化の要因は、内部監査室のみならず、企社的に」SOX

に関する理解が不足 していたことにあると認められ、このことが内部統制評価業務
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に係るスケジュールに遅れる要因となり、評価は有効という結果ありきの内部統制

評価につながったと考えられることから、内部監査室員のみならず全役職員を対象

に、」SOXについての研修を実施することなどを通じて、全社的に J―SOXに係る認識

及び理解を促進することが必要である。

力.内部監査室の独立性の確保

内部監査部門が実効的にその監査機能を発揮するためには、事業部門や管理部門

から実質的に独立していることが重要であり、こうした独立性を確保するための方

策が検討されるべきである。

この内部監査部門の独立性を確保するための方策の検討に当たつては、組織的・形

式的なものでは足 りず、経営幹部の関与が疑われる場合も含めた不正事案の実際の

場面においてもその機能発揮が阻害されないよう、その「実質」に着目することが重

要である。

(3)監査役の体制強化

ア.監査役の会計 リテラシーの向上

会計不正についての監査役監査が必ず しも十分ではないところもあつたことから、

特に、常勤監査役の会計リテラシー (」 SOXに係るものを含む。以下、本アにおいて

同じ。)の向上を図ることが必要であると考えられる。具体的には、監査役及び監査

役付スタンフに会計 り冴ラシーの高い者を起用すること、公認会計士など会計の専

門家による監査役監査に関する研修を定期的に実施することなどを通 じて、監査役

の会計リテラシーの向上を図ることが必要であると考えられる。

そもそもコーポレー トガバナンス・コー ド (2018年 6月 版)原則 411では、「監

査役には、適切な経験 。能力及び必要な財務・会計 。法務に関する知識を有する者が

選任されるべきであり、特に、財務 。会計に関する十分な知見を有している者が 1名

以上選任されるべきである。」とされていることを忘れてはならない。

イ.監査役付スタンフの増員を含めた監査役の体制の強化

監査役の業務を充実させ、実効的な監査役監査を行 うため、常勤監査役を複数名と

することを検討すべきである。また、監査役付スタッフの増員も検討すべきであるし、

また、能力に着目して配置し、経営陣から独立した活動をなし得るように、相応の権

限を与えるべきである。
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ウ.社外監査役の知見を活用するとともに、監査役と経営陣のコミュニケーションを

可視化すること

社外監査役によるモニタリング機能の発揮のためには、公認会計士などの専門家

を含む社外監査役の会計分野等の専門分野に関する知見を監査役監査に活用すべき

である。例えば、代表取締役以外の経営陣 [152]についても、社外監査役を含む監査

役 と定期的に意見交換及び議論をする場を設けることが考えられる。また、その前提

として、常勤監査役による社外監査役への情報共有が必要不可欠である。

さらに、監査役 と経営陣の重要な事項に関するコミュニケーションについては、可

及的に会議体において議論 し、事後的な検証が可能となるようにその議論の結果を

記録に残すようにするべきである。

(4)内部監査室と会計監査人の連携強化 (内部監査の状況の適時かつ適切な共有)

会計監査人と内部監査室との連携を強化 し、内部監査の結果を会計監査人に適時かつ

適切に共有するようにすべきである。

例えば、会計監査人が出席する監査役会において、内部監査室長が単にこれに同席する

のではなく、内部監査室長から内部統制評価及び業務監査に係る内部監査結果の報告を

行 うようにすることが考えられる。また、内部監査室が内部監査において発見した NOSの

問題点については、積極的に会計監査人に情報共有をして議論することも考えられる。

5.企業文化等の改革

(1)総論

これまで見てきたとおり、NOSにおいては、ガバナンス、内部統制及び三様監査のそれ

ぞれにおいて各種の問題点が見受けられたが、改めてこれらを振 り返ると、それぞれに共

通する企業文化に根ざした問題が見えてくる。

まず、営業部門においては、業績を上げることに重心を置き、「正しい仕事」を軽視す

る価値観が一部に認められた。本件案件も、そういつた誤つた価値観を持つ者たちによつ

て引き起こされた事例であるといえるが、これを会社の一部の者のみによる悪事にすぎ

ないと捉えるのは誤 りであり、そういつた歪んだ価値観を生み出す企業文化に根ざした

問題であるといえる。

なお、代表取締役については、年 2回、監査役会に出席 し、社外監査役を含む監査役との間で意見交

換が行われている。
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また、営業部門以外の部門においては、案件処理については基本的には全て「個人商店」

たる営業部門の責任と捉え、自分たちに割 り当てられた仕事はこなすもののそれ以外は

いわゆる「他人事」であり、「他人任せ」としてしまう風潮も一部に見受けられた。部門

間の横断的な協力意識や一体感の欠如を示す一例であり、このことも企業文化に関わる

問題であるといえよう。

NOSにおけるコンプライアンスに関連する企業文化と、会社としての一体感 (ワ ンチー

ム)に関連する企業文化のそれぞれについて、以下のとおり改革を進めることを提言する。

(2)コ ンプライアンスに関連する企業文化改革

コンプライアンスに関連する企業文化の改革に当たつては、NOSの 営業部門の一部にお

いて見られた「正 しい仕事」を軽視する価値観を払拭し、認識 した不正を正そうとする意

識 (内部通報を厭わない意識)を持つなど、健全な価値観に基づく企業文化を作 り上げて

いく必要がある。そのためには、まずは経営陣からのメッセージや役職員への教育を通じ

て、継続的かつ粘 り強く、健全な価値観を育む取組を実践 していくことが求められる。

その上で、コンプライアンスを意識 した人事評価制度と、個人インセンティブ報酬制度

の在 り方の二点についても検討を加えることが有効であると考えられる。

すなわら、NOSの現在の状況に鑑みるに、従業員におけるコンプライアンス意識の向上

を図ることは急務であるが、その一つの方法として、従業員の評価項目の中に、コンプラ

イアンスの状況を反映できる項目を盛 り込むような人事評価制度の在 り方も検討する価

値がある [153]。

また、個人インセン>ィ ブ報酬制度については、営業担当者の「個人商店」化にもつな

がり、また、不正の動機や正当化事由にもなり得るため、その設計に当たつてはよく検討

すべき課題として認識する必要がある。特に本件案件との関係では、行き過ぎた個人イン

センティブ報酬制度が一部において実績 (数字)重視、コンプライアンス軽視の営業姿勢

にもつながった側面も否定できない。そのため、再発防止を徹底する観 J点 からは、個人イ

ンセンティブ報酬制度の廃止も射程に入れた検討が求められる。

(3)会社としての一体感 (ワ ンチーム)に関連する企業文化改革

営業部門における「個人商店」的な側面を是正し、それ以外の部門においても、部門間

の垣根に囚われず組織的横断的に、また役職位を紡ぐ形で、「ワンチーム」として機能す

る組織作 りが求められている。役職員が一致団結してステークホルダーからの強い信頼

コンプライアンス意識の浸透及び徹底に関連して、コンプライアンスに関する項目を従業員の目標設

定に盛 り込み、これを宣言させた上で業務に取 り組ませるという方策も一例として考えられる。
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を得るべく、お互いの能力を高めあい、率直に意見交換ができる企業文化の醸成に取り組

むことが重要である。

これを実現させるためには、企役職員が共有するにふさわしい企業理念を策定し、これ

を浸透させていくことが有効である。また、「グループ行動憲章 。行動規範」(以下「行動

規範」という。)についても、現行の内容に改善の余地がないかについてよく検証し、全

面的な見直しも含め検討するべきである。なお、NOSグループの全ての役職員に適用され

る行動規範について、日頃の業務の中にもこれを取り込む必要があると考える。その方法

の一例として、「行動規範」で挙げられた項目を半期の個人業務 目標に落とし込む仕組み

を構築し、各役職員において、守るべき行動規範を業務上で具体化させるなどの活動に取

り組むことも考えられる。

(4)外部機関の活用等

上記で述べたインセンティブ報酬制度やコンプライアンスに係る評価制度の設計、行

動規範の改善や具体化の方法等については、様々な考え方や方策があり得るところ、NOS

の現状に照らした最適なものを検討するに当たつては、社内に古くから残る旧態依然 と

した考え方に補らわれない、新たな発想や着眼点を求めることが鍵となり得る。そこで、

NOSにおいては、必要に応 じて適切な外部専門家 (企業文化改革及び労務人事に係るコン

サルティング会社等)の助言や指導等を求め、その意見を参考にしつつ社内の実情を踏ま

え検討を進めることが有効であると考えられる。

(5)小括

上記で述べた企業文化及び企業文化に関する課題の改善は、一朝一夕で実現できるも

のではない。経営陣が相応の自覚と覚悟をもつて、外部の専門家にも新たな発想力や着想

を求め、変革していくための原動力ともなる若手層からの発信に耳を傾け、継続的かつ粘

り強く取 り組んでいく必要がある。また、本調査においては、多くの従業員から率直な意

見が寄せ られた。新たに策定していく企業理念や行動規範の内容やその具体的な運用方

法等の検討においても、これらの従業員の声を大切にしていくべきである。こういつた取

組を通じて、全役職員一九となつて企業価値の毀損を防ぎ、また、企業価値の更なる向上

を目指すことが期待されている。
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第11最後に

負の連鎖の根本原因とは

NOSにおいては、過去 2013年事案、2014年事案、2019年循環取引事案、本件案件と連続

して企業不祥事が発生した。スキャングルという負の連鎖を、断ち切らねばならない。

当委員会はかかる認識のもと、NOSにおけるこれ ら不祥事発生に係る組織構造的な要因を

できる限り探求し、本報告書にまとめた。

調査を通 じて我々が理解に達したことは、繰 り返 し発生した不祥事の本質を、いまだに

NOSが十分に認識、理解 していないということである。

これらの不祥事はいずれも金銭問題に関連 し、その本質は会計不正に関連することであ

る。そもそも、原価付替は更なる不正の端緒となり得る事象である以上、原価付替につなが

り得る業務処理を許容せず、プロジェク トごとの管理会計等を導入するなどして、「社員を

守る」視点も必要だつた。また、追加原価が発生することを防ぐために、仕入先に「プール

金」を保留するといつた行為が高じれば、個人が資金流用をする機会、あるいは正当化を与

えてしまう。さらに、営業担当における個人の売上と連動したインセンティブは不正の動機

になり得、追加原価への厳 しい目線は、担当者をしてこれを回避 しようとするプレッシャー

にもなり得る。

このような人の弱さに、NOSは これまで十分に対応、対処しきれなかったことに組織構造

的な原因がある。

有事対応の難 しさ

当委員会は以上のルー トコーズの一つを認識し、①ガバナンスの観点、②内部統制の観点、

③三様監査の観点及び④企業組織文化の観〕点から、不祥事が連続する原因をさらに分析し、

再発防止策をまとめた。当委員会による2020年 12月 14日 付け調査報告書に記載したとお

り、本報告書は当該報告書で分析しきれなかつた原因分析及び再発防止策の提言等を行う

ものである。

この過程で、一次訂正の 2019年循環取引事案対応 (有事対応)において、結果としての

対応の不十分さが、二次訂正に至った原因としてあることをも当委員会では認識するに至

つた。

近年、有事における業務執行取締役の適切な対応 (企業価値保全義務)、 そしてこれに対

する社外役員によるモニタリング機能の発揮 (情報受領や構造的な利益相反に係る監視監
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督機能の発揮)、 そして調査委員会の在 り方 (中立性・独立性・専門性と組織構造の問題に

迫る気構え等 [154])1こ っいては、他社の事例でも問われるケースが散見された。

本件においても、二次訂正に至った背景として、結果としての経営 トップの対応の不十分

性があるが故に、外部当局による指摘を受けるに至ったのではないかと判断するに至った

(同時に、有事における企業としての対応の難 しさがあることを考えさせられた事案でも

あつた。)。

なお、 次訂正に係

る会計処理を訂正した NOSの認識と会計監査人の認識との不一致も露呈された。

3ラ インの脆弱性と企業風土改革の必要性の原因背景とは

過去の不祥事では、一部の従業員の問題であつたが、リスクオーナーとなる第 1ラ インに

おいて、架空の取引に手を染めたり、あるいは取引先等に保管しているプール金等を自ら領

得 したりする等の行為が発生していた。 しかし果たして、これらの問題は、「現場の不正」

ということだけの問題なのだろうか。経営陣の関与や対応に係る組織構造的な問題の有無

を調査することが、信頼回復の基本であろうという理解のもと、当委員会としては、経営と

現場との関係についても調査を行った。

その結果、多くの従業員のヒアリング調査等を通じて以下の問題点が露見された。すなわ

ち、第 1ラ インの現場は、リスクオーナーとしての自覚が十分とはいえなかつた面が見られ

た。第 2ラ インのリスク管理部門は、第 1ラ インを支援・助言・監督すべき立場であるが、

十分な機能を果たしていたのかと問われれば、一部疑問なしとはいえないと感 じた。最後の

第 3ラインの内部監査室は、不正発見の気構えが感 じられないだけでなく、}SOXテス トに

おける「ホワイ トリス ト問題Jを長年抱えていた。

これらのディフェンスラインを乗 り越えた場合において、最後の砦となるのが内部通報

制度である。しかし、原価付替等の問題や資金領得等の問題がありそうだ、あるいは架空取

引ではないか、実体のない取引か疑念があるといつた通報や相談がされることはなかつた。

それ故、企業風土の改革への取組が NOSにおいては重要であることは誰もが感 じたところ

であつた。

これらの問題点が放置されたのは、究極的には、NOSの経営 トップが現場で発生している

様々な問題事項等を対処しようとしなかったことに求めざるを得ないであろう。

それは、アンコンシャス・バイアスともいい得るかもしれない。すなわち、経営者が自分

自身では自覚できない無意識の偏見が各不祥事への本質を見失わせたのかもしれない。時

大規模な企業不祥事が起きた場合、経営者と会社との間に利益相反が生じるからこそ、社外役員が企

業価値の再生に向けた道筋や監視を行 うことが重要であり期待される。なお、本件において、経営 ト

ップらが、2019年循環取引事案の調査においても、不十分な調査で事案を矮小化するなどの指示をし

た事実は認められず、また、当委員会における本調査を通じてもそのような圧力等を受けた事笑は一

切ないことを記 しておきたい。
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代とともに、価値観や正義も変容する。企業経営にかかわる法やルール、SDGsの視J点から

社会規範が地球レベルで変容 している。

そのような状況のなか、原価付替はそれ自体が不正であることに加え、より深刻な会計不

正や横領行為に発展 し得る事象であるから、不正の芽を摘み、これを未然に防ぐべきであっ

たが、その「気づき」を経営 トップは残念ながら持ち得なかった。経営 トップが会計リテラ

シーを身に着ける機会を得て、管理会計等の観点から整理するといつた視点も戎念ながら

なかった。さらには、経営者確認書等のアラー トを通じた是正の機会に機敏に反応するとい

った、本報告書の原因分析等で詳述した感度や気づきの観点が不十分とすれば、これらもア

ンコンシャス・バイアスの一種かもしれない。

なお、先に指摘 した二次訂正に至った有事対応の問題点や長年の原価付替などの問題を

十分に取り組まず、結果、数度の企業不祥事を招致したことにつき、長年 トップを務めた経

営者をはじめ、一部の業務執行役員及び監査役、さらには過去の業務執行役員を含めた者が

責任を痛感 している旨を当委員会に語 り、経営責任の構造的調査を受け入れたことを記し

たい。

新生 NOSに期待すること

当委員会で行ったアンケー ト (2020年 H月 実施のアンケー ト調査及び 2021年 1月 実施

の目安箱)において、200名 を超える従業員から声が届いた。いずれも所属する組織への忌

憚のない建設的な意見であり、NOSの再生と発展を心から思 うものであった。また、当委員

会のヒアリング等に対 しても、NOSの役職員は誰もが協力的であり、会社が生まれ変わるこ

とを誰もが強く願っていることが感 じられた。

かかる事実に鑑みれば、NOSの再生は十分に可能である。

企業にとつて integrity(誠 実性)は健全な組織を運営し公正なビジネスによつて成果を

上げるために欠かせない要素であるから、経営陣は、まずは自らがその価値を実践すべきで

ある。その上で、誠実性や倫理観の重要性を経営者の言葉として従業員に伝え、従業員を含

む株主、取引先等のステークホルダーに支持されるよう懸命に努力することが、NOSの再生

のためのキーポイン トとなる。NOSの経営陣、執行役員及び経営幹部は、いわば、今は、NOS

の第二創業期であると位置づけて NOSの企業文化の改革を含め、各種改革を進めるべきで

ある。経営陣は、この機会にグループの全役職員が共有できる企業理念を改めて策定するな

ども検討 し、かかる企業理念を共有する者が集い、我が国の情報インフラを支える仲間たら

んとすることを当委員会一同全員が,い より願っている。

そして、改革を断行するだけでなく、過去発生した NOSにおける企業不祥事を無視 したり

等閑視したりせず、過去の歴史から学び、その流れの中で現在、そして未来を創造していく

ことが NOSの役職員全員に課せられている。
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NOSの経営陣をはじめ幹部が、社外役員の助言やモニタリング等に真摯に耳を傾け、従業

員の心の声に向き合い、組織を発展させ、情報インフラを支える我が国を代表する企業とし

て社会からの要請に応えつつ、負の連鎖を断ち切つて欲しい。

今度こそ 「NOSは変わる」ことを期待する。

以 上
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定義語 内容

荒井氏
NOSの代表取締役社長である荒井透氏 (2006年 6月 から取

締役、2018年 6月 より現職 )

F氏 NOSの元監査役である■■■ 氏

今井氏 NOSの社外取締役である今井光雄氏

N会計士・弁護士
2019年特別調査委員会の委員である

―

ノム`認会計士 。

弁護士

営業部門

東 1、 東 2、 NOS中部事業本部及び NOS西 日本事業本部にお

ける各営業部内の営業チーム (2020年以降は当該各営業

部)の総称

エクシー ド NOSの子会社であつた株式会社エクシー ド

甲-2案件
エンドユーザー1をエンドユーザーとする「

案件

会計監査人/ト ーマツ NOSの会計監査人である有限責任監査法人 トーマツ

片山氏 NOSの元管理本部長取締役である片山典久氏

ガバナンス・企業文化改革

委員会

2020年 12月 16日 に設置されたネットワンシステムズ株式

会社ガバナンス・企業文化改革委員会

河上氏 NOSの元社外取締役である河上邦雄氏

川 日氏 NOSの元取締役である川日貴久氏

B氏 NOSの第 1チームの従業員である■■■■氏

管理部門
NOSの管理本部における法務 。CSR室、経理部その他の部

署、リスク管理室及び営業統轄室の総称

技術部門
各事業本部における各営業部内の技術チーム (2020年度以

降は各事業本部における各技術部)の総称

経営陣 NOSの社内取締役

経営 トップ NOSの代表取締役会長及び代表取締役社長

公共案件 主に中央省庁及び自治体をエンドユーザーとする案件

G氏
NOSの元内部監査室長・前 リスク管理部長である■■■■

氏

A氏 NOSの第 1チームの元職員である     氏

甲事案
2020年 12月 14日 付け調査報告書の第 2において説明され

た、A氏による一連の不正行為の総称

H氏 NOSの内部監査室長である■■■■氏

用語一覧
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定義語 内容

一次訂正 2020年 3月 12日 におけるNOSの決算訂正

次訂正 2020年 12月 16日 におけるNOSの決算訂正

第 1チーム
NOS東 日本第 1事業本部

第 1営業部第 1チーム

第 1ラ イン

いわゆる事業部門として、顧客への製品やサービスの提供

に最も直接的・主体的に関与する部署の位置付けやその役

割の総称 (NOSにおいては、営業部門、技術部門及び購買部

門をいう。)

第 2ライン

第 1ラ インヘの牽制、支援及び監督を行 う管理部門の位置

付けやその役割の総称 (NOSにおいては、管理部門のうち、

法務 。CSR室、リスク管理室、営業統轄室、経理部及びリス

ク・コンプライアンス委員会 (2020年度以降はリスク管理

委員会及びコンプライアンス委員会)をいう。)

K氏 NOS東 日本第 1事業本部副本部長である■■■■氏

竹下氏 NOSの取締役である竹下隆史氏

戊事案
2020年 12月 14日 付け調査報告書の第 4の 2において説明

された原価付替行為の総称

当委員会

2020年 H月 2日 に設置され、同月 16日 に委嘱事項・委員

の追加を行つたネットワンシステムズ株式会社外部調査委

員会

東証 株式会社東京証券取引所

E氏 NOSの元内部監査室長である■■■氏

内部統制評価業務
」SOXに関して NOSの 内部監査室が行 う内部統制評価に係

る業務をいう。

仕入先 n社 株式会社■■■■
東 1 NOS東 日本第 1事業本部

東 2 NOS東 日本第 2事業本部

平川氏 NOSの取締役である平サII慎二氏

本件案件 甲事案、乙事案、丙事案、丁事案及び戊事案

本調査
当委員会がガバナンス・企業文化改革委員会に委嘱して行

つた 2020年 12月 16日 以降の調査

松田氏 NOSの監査役である松田徹氏

I氏 NOSの前内部監査室長である■■■■氏
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定義語 内容

D氏 NOSの東 1・ 第 1営業部副部長である■■■■氏

C氏 NOSの第 1チームの従業員であった■■■■氏

仕入先 n社担当者 0氏 仕入先 n社の従業員である■■■氏

吉野氏 NOSの取締役会長である吉野孝行氏 (2008年 6月 より2018

年 6月 まで代表取締役社長、2018年 6月 より2020年 6月

まで代表取締役会長、2020年 6月 から現職 )

予備費 ある案件において追加の費用が発生した場合に備え、あら

かじめ NOS内部に保留される予算

甲-1案件 エンドユーザー1をエンドユーザーとする「

及び 「|■■

案件

丁事案
2020年 12月 14日 付け調査報告書の第 3において説明され

た主に B氏による一連の不正行為の総称

仕入先 e社 式会社

EP事業

製造業 (自 動車、電機等 )、 非製造業 (運輸、サービス等 )、

国内金融機関、外資系企業向けに、大規模な ICTシステム

を提供し、また、先進的な ICTの利活用による時間・コス

トの削減、ワークスタイル等の改善を支援等する事業

売上先 d社/仕入先 d社

仕入先 c社 株式会

」―SOX
金融商品取引法 24条の 4の規定の定める内部統制報告制

度

仕入先 q社

乙事案

2020年 12月 14日 付け調査報告書の第 4の 2において説明

された、仕入先 q社に保留したプール金を利用 した原価付

替行為の総称

NOP ネットワンパートナーズ株式会社

NOS ネットワンシステムズ株式会社

NOSグループ NOS並びにその連結子会社及び非連結子会社

仕入先 f社

仕入先 b社

丙事案

2020年 12月 14日 付け調査報告書の第 4の 3において説明

された、仕入先 b社に保留したプール金を利用 した原価付

替行為の総称
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定義語 内容

売上先 j社 式会社

2013年事案

2013年に発覚した、NOSの 元社員が約 7年間にわたり外部

業者 らと共謀して架空の外注費名 目で NOSに対して不正な

請求を行わせて約 8億円の金員を臨取したという事案

2013年事案調査委員会
NOSの委嘱を受けて 2013年事案の調査を行つた特別調査委

員会 (委員長 :國廣正弁護士、2013年 2月 4日 設置)

2013年事案調査報告書
2013年事案調査委員会が作成 した 2013年 3月 7日 付け調

査報告書

2014年事案
2014年に発覚したNOSの子会社であつたエクシー ドの代表

者が関与したエクシー ドの脱税事件

2014年事案調査報告書 ―
法律事務所が作成 した 2014年 1月 7日 付け調査報

告書

2019年循環取引事案

2019年に発覚した、NOS、 仕入先 f社、売上先 d社、売上

先 j社、仕入先 e社及び仕入先 n社が関与し、中央省庁を

エンドユーザーとする架空の物品販売を内容とする商流取

引を順次繰 り返す形で行われていた循環取引事案

2019年特別調査委員会調査

報告書

2019年特別調査委員会が作成 した 2020年 3月 12日 付け調

査報告書

2019年特別調査委員会

NOSの委嘱を受けて 2019年循環取引事案の調査を行つた特

別調査委員会 (委員長 :演邦久弁護士、2019年 12月 13日

設置)

2020年 12月 公表分調査
当委員会が実施した調査のうち 2020年 12月 16日 に調査

結果を公表した調査部分
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